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ロシア新憲法体制への道程

付 1岬S年ロシア遺努噺酒際法一

第 1章憲法危機とA民代議員大会

(1)第8固人民代畿員大会

(2)第7困人民代議員大会

(3) 1992年 12月憲議改正

(4 )第8回人民代議員大会

(5)第9困人民代議員大会

第 2牽大統領特別統治へ

(1)憲法協調民会

(2)新憲法草案の特徴

(3)連邦問題

(4)エリツイン・クーデター

(5) 93牢10月革命

資料 1仰8年ロ Y ア逮邦新憲法

連邦条約案 (93-1-12)

"年12月ロシア憲法改正

議 下 敏 男

前橋で指摘したように、 92年春以来、エリツイン大統領によ.ペルー型クー

デターの噂があった。当時筆者は、法治国家の遂を歩み始めたロシアにおいて

そのような超麿法的措橿をとるべきではないし、またそれは成功しないだろう
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と考えていた。しかし"年 12月の第7百人民代議員大会以降、窓法危機を解

決するために犬統領は非常措置をとる道義的権利を得たと論じた〈その憲味は

後泌する〉。しかし93年に入ーて4月25Bの人民役栗でー応の勝利を獲得し

た後も、大統領は憲法協調民会なるものを招集する等、 aるまり有効とは恩えない

試行錯誤を繰り返した。ところが9月21自になって、突如ペル←型クーデター

を敢行したのである。つまり篇会を解体し、新議会の構成とその選挙日程を決

定したのであった。この時点でこのような荒療計治にでたのは、人民代議員大会

が大統領解任に出る可能性の考慮、軍事機構や行政機構を味方につける等の戦

術剖配慮を行ったうえでのことであろうが、本質的にみれば、準会との対抗が

体制の本質をめぐるものに転銀しつつあったことが重要であろう。

ここで司シア議会の展開過程をごく鏑単に鑑り返っておこう。

もともと 1900隼3月に選出されたロシア離会は、大雑把に言勺て改革派と

保守派の勢力は措抗していた。当時エリツイン氏は、最高会議議長に辛うじて

遷出されたのである。卯年にはペレストロイカの行方が、社会主義からの離

院の方向性を明確にしていくが、それに対する保守派の反撃が始まる。!IO年

末かり9)年にか砂てそれは頂点に速し、 91年1月にはパルト諸国で流血事件

が起るに至る。その鯵いを借りてロシアの保守派は、エりツイン議長の解任を

狙って 91年3月メ民代議員大会を招集した。しかしここでロシアの改革派低

もちこたえ、逆に大講額制の採用を決定する。その際大きはカを発揮したのは

ルツコイ市の率いる「民主主義のための共産主義還ま」グル プであった。ロシ

ア人民は大統領にエリツイン氏を選出した沿

例年8月20日のクーデター事件を経てソ連邦は解体へと向うが、それに代っ

てクーデターを敗北させたロシア共和国が歴史の正面に庖り出た。クーデター

と闘ったエリツインと改革派の勢力は伸慢し、例年1O ~11 月の第 5 困人民

代議長大会では、エリツインに非常権限が与えられ、また当時エリツインの副

富であったハズプヲ F トフカ犠商会議議長に選出された。しかし 92年初めか



ロシア新憲法体制へP遺程 81 

ら実施された価格統制の搬腐は物価を急騰させ、経済は混乱した。このショッ

ク療法をめぐって改革派は二つに分オ工、そ乙から中間派〈ルツコイ副大統領の

自由ロシア人民溝、制スキ を総裁とする工業謹・企業誘桐盟などが輔π、

ハズプラートフ議長もこの派に近かった〉が派生した.議会は保守根、中間派、

改革派の三者鼎立状態とな，た。

共産主義者と反動派が統一した保守派品別にして、改革派と中間派は、当時

間じ改革派の中の二つの協議とみることもできた.92年の容の段階では、 z

りツイン大統領も、改革派と中闘派をそれぞオ桝合した二大蔵閣制を概怨して

いた。工大勢力の均衡の上に立つ政治、また俗二大勢力の政権交替によ.政治

の展開である。とのよう江橋趨は、例えばリトアユアでは実現されてい.とい

え名。リトアユアの独立と改革を指導してきた改革派のザユグスと!日共産党を

改組した民主労働党がそれである.92年の議会選挙と 92年の大統甑選挙で、

サユジスは敗北し、民主労働党が政権に就いた。合法的なかたちで政権交替が

なされたのである。ポーランドでも鈎年9月の選挙で、!日速得派は敗北し、

社会民主主義援幻覚に生まれ変った旧共産党系が進出しむこれらの園では社会

主義的所有制度が解体さ九もはや共産主義復活の恐れはない。したがって安

んじて政権を交嘗させることができ、改革をめぐる二つの路線の対抗(改革対

反改革ではなく〉のうえに政治が展関しているのである。

しかしロシアはそのようは遂を歩まなか勺た。とこで陪績会の保守派と中閣

派¢ー体化が進んだ。あるいはむしろ中間派が〈その一部は 4月お日の人民

投票の結果、改革派寄りにスタンスを変えた〉保守派に吸収される過程が進ん

だ。藤会の強大な保守派の存在ほ、国民世論を反映していたとは言えはいが、

その存立根拠はあった。それは社会主義的所有制度である。企業の民営化は計

画どおりには進捗していないし、株式会社化した企業においても国家は巨大な

株主である。土地を含めて所南制度はなお基本的には社会主義荊である。旧特

権階級は、その特権を利用して民営化で甘い汁を吸い、新しい資本家階級に成
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り上ることができれは、その途婚に改革派に転じるに遠いない。いまだ改革の

利益を手中にしていない部分が、資本家階級への成り上りのチャンスを窺いつ

つ、改革に抵銃しているのである。他方で議会の改革派はじり貧晴鰭になって

いた。諸勢力の上に超然と立つことを望み 与党の結成を嫌勺たエリツイン大

統領の政治手法もζれに関係する。また大統領はフィラトフ、クラサフチ£ン

コ、ポルヨフ、プラ ギンといった自民会内の有力な改革派政治家を引き抜いて

行政府の要職!と就けたため、議会内庇改革h派はますます少数派に転落していっ

たのである。

こうして9月21日のエリツイン・ク デターへと帰結した両派の対立は、

改革の主場権をめぐる権力闘争といったものではなく、改革か、皮改革かの体

制を問う闘争であり、歌えて言えば階蔽闘争であった。その意晴ではこれは大

きな決戦であり、妥協は許されない性格のものであ令た。あるいはとればエリ

ツイン最後の決裁であーたかもしれないが、所有制度の急搬な転銀が困難であ

率以上、担金主義的所有制度の残存を物質的な根拠として、とれからも保守派

働力の巻き返しは練り返されることになろう。

第 1意意慾危機と人民代機員大会

第5回人民代議員大会までの経過は前稿で紹ゆしたので、とこで同第6回大

会以後の展開を簡単に盤理しておきたL、

(1)第a園人民代霞員大会 (92年4月〉

(A)組副E

91隼 10-11月の第b回人民代議員大会(続会〉は 同年8月のクーデタ

を敗北させたカを以て、改革調の勢力が頂点に達した時期であった。同年 12

月にはソ連邦が解体し、ロシア共布図はその路線を直接に実施することが可能
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となった。そこでエリツイン政権は92年 l月に価格自由化政策を導入したが、

このいわゆるシ aック療法の採用は改革派内部を動揺させ、旧官僚層や園営企

業指噂者を中心にそこから中間派が分離・独立しつつあった。そのような状況

の下で第6回大会ば腐かれたのである。

大会初日の4月6目、保守派のイサコフ議員が、政晴の不信任問題を議題と

してとりあげるよう提案したが、 412: 447 閣で否決された。ハズプラ ト

フ議長の地位にも関わる議長人事を議事にのせることも、 115: 793 : 32で否

決された。改革派のミロノフ議員は、ソピエト〈代表織閣〕は共産主義の沈澱

物で、改革の障害になっているとしてその権力停止案を提起した念丸 65; 824 

25の圧倒的多数で否決された。またイサコフ議員は、大会や最高会議の解体

論は合法的な蜜法掛閣の釘倒、怠~体制の暴力的転覆の呼びかげであり、刑事

責任を追及すべきであるとして、検事総長宛に質問状を出すととを提案した念室、

それはる87:62:32で可決された白

翌4月7目、大減額は、彼自身の意志に反しで、経済報告をすることを余儀

なくされた白経済晴草の権lift役のガイダル副首相の演践を行われた。当時の最

高会議副議長シュメイコは、独占悶閣について発言している。独占企業の目録

には 2千以上の企業がリストアップされており、特に機械製作の多くは lつ、

あるいは2・3の企業が金独占しているという。モスクワ市では 市長汁そ翠の

命令で88の企業を合併して中央モスクワ建設企業が創設され、独占が強化さ

れた。反独占委員会は無力で、物価は需要と供給の関係で決まってはいないと

いう。また物価は予想の 10倍に遣したとも指摘している。

農業相フルイストゥンは、個人経営農家が8万戸に達したことや、当時進め

られていたコルホ ズ・ソフホ ズの再登録の実情を報告している。襖械や種

子、ガソリンの不足のため 個人農民が与えられた土地を放棄する例があるこ

とも報告されている。最高会議の鹿曙委員長アガフォノフも個人経営返上の動

きについて発言している白イスプラプιコフ(後の最高会議直議長)や最高会
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態紙会政策委員長ザハロフは、市場経済は自己目的ではなく手段だというおき

まりの発言をしている。副首相ショーヒンによれば、価格自由化以後最初の 2

カ月で物価は必0%上昇し、 90%の民衆が貧民に相当すあという。

この段階での代議員の勢力分布調査によれば、政府完全支持 130入、部分

支持266入、不支持653人(非和解的な強い不支持は'"人)であった。反政

府派が激増してい名のが分否。

4月8日には、各フラクション代表が、経酒改革問題について討論を行ーた。

その討論内容かりみあと、急進淵民主主強振が政府支持、労働者岡田、工業調

盟、スメナ、オッチズナなどが反政府的である。ロシア、自由ロシア、独立労

組U連盟も~や反政府的発言をしている。反政府派ほ、首相が空席であることを

批判し(首相は最高会議の同意が必要なため、エリツイン大統領が意中の人物

を任命できず、空席が続いていた〉、また91年に与えられた大統領の非常大権

の剥奪を要求したロ

民営化担当の耳惜枢チ品パイスは、宮営企業のオ クジョンによる売却は金

持マフィアのためになラているという批判が怠るが、 91年には民脅化によ

る収入が2億ループルあり、それは貧民のために使われたと説閉している。ミ

ハイロフ発言によれば、例年他国家注文が 70%で契約価格は羽%であった

が、路年に入ヲて逆転し、国家注文30%、契約価格拘%になった2という。

チェルノコフほ、モスクワ市庁が法的根侮な〈モスクワ政府を名乗っているこ

とを批判し、また同政府は、ゴルパチヲフ基金に無料で6つの建物を提供した

り、市内の公闘を商業ベースで譲渡しようとしていると批判している。

4月98の討輸では、企業の民営化よりも、賃貸劇〈アレング)や、完全経

営管理憎の活用を主眼したり、マネタリストで怯なくケインズ主義で、といっ

た議論があった。保守派のスロポトキンは、北方領土問題を含め、政L¥、政府

批判をしたが、それが倫理問閣としてとりあげらた。改着手派のミロノフは ス

ロポトキンとは正反対の立場であるが、「終始一貫した民主主義者として、言
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輸は自由であると言いたいjと迷ぺている。

4月10目、シュメイコが、大会決定案の作成委員会を代表して、決定案を

説明した。後にエリツイン政権の第一副首相として活躍するシュメイコは、こ

の障をはエリツインを批判する立構だが、しかしその批判ぶりは穏やかであった弘

決定案には政府不信任案は含まれていなかったが、 1カ月以内に閣僚会越訟を

制定して、首相ト喉補を最高会議に提案せよという内容を含んでいた。この決定

案は536: 217 : 82で基本採択された。次いで演壇に立ったエリツイン大統領

は、この決定案に不満を表明したが、彼の演説は3月末に続給された連邦条約

の話で締め括ったためか、演説後、嵐のような拍手が起り、全員起立したと議

事録にあ省。当時，"，議会と大統領は対立してはいても、はお両者には共有す

る世界があったのである。速多隊長約は848: 10 ωで批准された。

次いで大会怯，法改正案を審議した。そのなかで、ある代穣員が91年 11月

にエリツイン大統領に非常権限を与えた@は憲法改正手続を踏んでおらず、憲

法違反だと指摘していあ(筆者もそのように指摘したことがある〉。しかしそ

れ以上絵噛になっていない。

この大会では規民進守主委員会が活躍しているのが特徴的である。大会は議事

がしばしば混乱す各ので、その場合は規則違守委員長の説明を聞いて議事運嘗

を軌道に乗せている。憲法改正について問委員長は、法案審議の一般手続とし

て、まず第髄会でヨン令プトを採釈し云々という説明を行ーた。しかし最高

会議立法委員長ミチ品コーフは、意注目改Eについては思の手続が定着している

とし、まず基本採択し、次いで個別の修正を行い、最後に全体を篠択すべきだ

とした。結局このミチ a コ フの説明に縫って手続が進められた。

4月11日は、経済改革に関する決定擦が審議された。ミロノフは、議会は

共産党極力の時代に渥出されたもので、ぞれが執行権力による改革を幼げてい

るという文言を入れるよう提案したが、飽 783: 25の大差で否決された。大

統領令が大会決定に違反して発せられているという表現が、 806:6泌 11で追
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加された回シャフライは最高会議の決定にも違反があるという表現も入れるよ

う求めたが、 351:438: 72で否決された。経済改革に関する決定は647: 6g 

28で可決された勺

4月四回、大会怯大いに沸E脅したo 11自の経済改革に関する決定の採択に

不満なガイダル第 百惜繍が曜意を表明し、改革派はハズプラートフ解任案を

用意した。ハズプラートフによる批判に抗議して、政府側が一斉に議場を去る

栂H函もあった。フィラトフ策面議長による調停工作が行われた固

4見1<目、最高会議幹部会と政府協議会の合同会議で、両者が妥協した

「宣言」案が作成され シュメイコがそれを報告した。宣言案は国0:236:67

で基本覗択された。レニングラ ド市はすでにサンクト・ペテルプルク市と改

称を決定していたが、憲法にはまだ旧名が残っており、改正が必要だった。し

かしこの当然の改正案U否決され、再役票を行ったがやはり否決さ払夜にな勺

てやっと改正実が通過したー主要大匿の任命には最高会旗の同意が必要という

憲法改正案は否決された〈後に"年12月の第7回大会では可決される〉。

4月15目、先の妥協的な宣言案成、支持勢力が会派「民主ロシアj等約

旬。人、旧決定の支持勢力は会派「ロシア」等約310人と、結抗していたが、

綾絡的には貨成5苅票を得て可決きれた。

4月16目は、まずマスコミ問題(保守派はー貫してマスコミ批判を行って

きた〉がとりあげられたが、これは最画会議で論議してい〈ことになった.あ

る議員は、工業の 96%はまた胃有であり、個人農家は約 10万人〈宅地付属鳩・

薄暗地保有者はお00万人)で、まだロシアは社会主義国だと指摘していι
この日はロ γアの園名が者連接された。 7つの案についてそれぞれ賛否の投棄

を行ったところ、過半数の賛成を得たのは「ロシアjだげであった。この「ロ

シアJ案について正式に般原を行い、ー亘正式国名が「ロシア」に決った。そ

の後少数民族グル プが「連邦」の語を入れるように要求し、同圃をむし返し

たが、 ζの提案は否決された白しかし翌 17日、大統領はこの問題お介入し、
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「ロシア逮邦 ロシア」と二つの名称を列記する方法を提案した。この案も

661: 114 関(改憲になるので3分の2に当る 700栗が必要〉で否決された。

しかし再役票の結果、 759:77:30でやっと改正された。-"否決された提案

を何度も繰り返すことが慣例化しているため、 事不再還の規定を議事懇割lに

入れよという提案もあった。

4月178には、憲法の公式案(大会の筆法若員会が起草したいわゆるルミャ

ンツエフ案〉以外は審議の対象としないことを決定した。

4月18日に，'-改革派が土地の自由な占有・利用・処分権を市民に与え6

こと広是非をめぐる人民俊豪の実施を提案した。しかしこの提案は227 関2

3Bで否決された。同日、憲法の公式案の「コンセプトと基本命題jが採択さ

れた。その採択をめぐっては奇妙なスコラ的議誼があうた。この案を「基礎と

して採択する」か、「基本的に採択するjか、それとも「コンセプトと基本命

題」を採択するかが争われたのである。どこが違うのか理解に苦しむが。とも

かくそれぞれの個別投票では、いずれも 700票を集められず否決されたが、

番票の多かった最後の案を正式に投票に付し、過半数の賛成で可決された〈個

別役栗では7∞票必要とされ、ここで低過半数でいいのも理解し難いが)。こ

うして憲法知公式3震が 応制定手続のレ ルのよに乗せられたのである。

大会'"月 21目、人権規定を含むかなり大幅な憲法改正を決定して閉会し

た(この時咽改正の内容厄前稿で紹介し")。

との大会で生じたことで、上に紹介しむかったことを若干付け加えておきた

い。今闘の大会¢会書輔では、厄前は議長図の後にあ勺たレ ニン像が姿を消

し、代ってロンアの三色旗が掲げられていた。レーユン像の質量去を批判する声

があり、こ¢問題を議題とす.ことか瞥詣寵されたが、 293: 464 : 22で否決さ

れた。演説に際して、以前怯「同志諸君」とか「同志プレジネフ」というよう

に、「同志Uという言葉がよく周いられた白しかし今聞は「同志Jの語は姿を

消した。呼びかけるときは「同僚暗君」が多く、『淑女・紳土篇君」というの
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もある。大会期間中に誕生日を迎えた議員には議長かbお祝いの言葉市かけら

れるのは従訪長どおりである。

機械の副障も含めて俊豪のミスや人為的なごまかしも多い。議長が「信曜と

規律を守りたまえo 叫ぴ声や侮辱は許されず&い。 2年間もやq ていてま

だ倫理問題に戻らなければならないとはりと嘆く楊面もあった。また議長は

しばしば「これはその遜りだ」とか、「ζれは必要だ」と言って俊豪を誘導し

ているロ経済学者のポゴ毛ロフ議員は、「わが国にはまだ市場がないというの

に、大会はまるで市場(パザール)だ」と皮リ肉を言っている。

大会に大統領が出席していないことについて、過去の歴史からみると失脚し

たと誤解されるのではないかなどという発言があったが、シャフライは、大統

領も政府も出席義晴はないと答えている。また憲俵改正で〈第 92条 3項〉大

匡等、省庁の長と代磁員は兼任できなくなったため、 4人の代議員が資格を失っ

た。シャフライ氏は代議員資格を維持するために、事前に面惜穏を辞めていた。

彼はなお国家法制局長官を務めているのではないかと疑われたが、事実無根で

資格を維持した。

(8)大舎の決定事項

大会の決定のうち、憲法体制に関わりがあるのは、 4月 11自の「ロシア連

邦における経済改革の遂行について」の決定である〈公報 92-17-899)。この

決定は、 5回大会の決定に従って縫酒改革が始ま勺?とが、それが否定的現実を

生みだしていることを厳しく批判している。政府の誤りだけでなく、最高会議

もそれに対する有効な統制を怠り、必要な法的基礎を提供しなかヲたと批判さ

れている。大統領も改革推じ進の効果刷な協力形態を見いだしえず、ー遂の大統

領令は大会決定民違反していたと批判されている。そのよう忽認識のもとに、

ζの6回大会決定は、経済改革を正常なレールの上に乗せるための緒策をとる

よう大続領や政府に命じている。憲法体制との関わりでは、ロシ7の主権宣言
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(90年6月)以来の懸案であった「閣僚会議法J(その他国家公務員法、公務

員の憲法・法令不履行責任法〕を3カ月以内に採択するよう最高会議に命じて

いる。また大議領に対しては、首相の候補者を合怠を得るために最高会議に提

案するよう提起しているa さらにメ描傾が地方に派濯している「代官jについ

て、それを畳止するよう勧告tている。

それに対して、議会側と大鏡傾倒の妥協の結果採釈された 4月 15日の「ロ

シア逮邦における経替改革の支援についてjの宣言〈公報92-17蜘〉では、

経済改革の環状に対す.否定的認識はト ンを弱め、まず経済改革に向砂られ

た大統領、最高会議、政府の行動を支援するとと、経済改革を 貫して不屈に

船続するととを宣言している。そして立法・執行纏力の協力を呼びかけ、大鱗

傾に非常権尽を与えた5回大会の決定と、先の6聞大会の 4月 11自の決定に

従勺て、閣僚会議訟を制定し、施行すると定めてい否。 3カ月以内に閣僚会議

法を制定すあという先の決定が無効になったわけではないが、 5回大会決定に

言及されるなど、大統領側に配慮した内容となっている。先の決定とこの宣言

の関係は代議員の閥でも不明確で、なぜこのようなあいまいむ宣言が必要なの

か、疑問の声も多かうた。閣僚会議法の制定も、蓄電自の任命も、"年 12月三告

で実行されなかった。

この犬会では、ク デタ 事件以後結束していた改革派から、シヲヲタ療法

に反対する中間派が分隠したロ政治勢力としてはそれは後に「市民同陛むの結

成とな勺て現れた.ルツコイ回大統領をリーダ日とする白歯ロシア人民忠共

産党から最も早期に分かれて新政党を結成していたトラフキY氏のロシア民主

党、図書企業管理者による工業家・企業家間盟〔ボりスキー総裁J系の政治組

訟としての「刷新jがその中核であった。

大会後大統傾はこの中陪晴から閣僚を抜擢しむ面憎将同シュメイコ、ヒジャ、

チュルノムイルジンなどである。当時の大統領は、改革派と中間保によ.三大

政党型¢政治運嘗を骨想していたようで、大統領はこの二大勢力のょに超然と
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立つことを希望していた。

この大会の行った大量の愈法法iEl玄、ペレストロイカ以後に始まった憲法改

正の集大成を成すもので、民主化・自由 kをさらに促進するものであーた。 7

8年に衛定された旧憲法は、との改正でほぼ完全に原形を失った〈とはいえ、

面目を一新したこの憲法もなお過渡期の憲法であ旬、旧体制を 掃すれば新憲

法の宙定が必要となる)。しかし改革を推進する方向で大会が機能したのはこ

れが最後でめった。

大会で、立法権と執行権は放しく対立し、この時期ペル裂クーデターの同障

が嘱かれた。エリツイン大統領が議会を解体させるので怯ないかというのであ

る。大会は最終日に、 「憲法上の権力機関の練護についてJの決定を採択して

いる〈公報92-18 銅紛。これは、憲法で定められた手続以外で国家権力機関

を変更したり、新しい権力機閣を創設したり、指力機闘を廃止・活動停止した

りすることを禁じている。そして、そのような行動をとった公務員の責任を追

及するとしている。そして、ごの目的を具体化した「憲法上¢国家権力機関の

篠建に関する法律」を制定するよう録高会議に命じているのである白 93年g

月21日の大統領令を予感させるような動きであ勺た。

(2)篇7回人民代鶴見大会

第5困人民代費負大会(91年 10-11月)で大統領に与えられた非常権限

は、"年11月末で期限切れとなる。そのため、その後の権力関係を決定する

ためにも、メ民代館員大会の開催が必要であうた。また第6聞大会決定，;0'命じ

ていた新閣僚会議回訟の制定と首相の任命も実現されていなかった。議会との対

応で不利な立場に置かれた大統領は 大会の延期を強〈訴えたが、議会側の納

得するところではなかった〈ィ 92-10-16)。第7国人民代雛員大会は、鈎年

12月 1Bから 12月14日まで聞かれた。

12月1目、まず機事自程カ審議され、最高会議長同周怠した議事日程家が基
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本採択された。代議員ヲェドセ エフは、エリツイン大統領がソ逮邦を崩壊さ

せ、また 92年"月 26日の救園戦線に対する解散命令をはじめ、憲瀧違反の

大統領令を多〈出しているとして、感法裁事所の結論を求めたうえで、大統領

の解任問題を審議すべきだと提案した回この提案は、 352: 428 : 77で否決さ

れたー

エりツイン大統領の報告がなされ、次いでハズプラ トフ最高会議議長が報

告に立った。彼によれば改革には三つのモデルがああ。 つは新古典M的リベラ

ル・司丘ヂルであり、国家的所有の完全否定、国家の社会的機能の縮小、私有の

絶対化点どを内容とすあアメりカ型社会であるロ他は社会志向的市場経済モデ

ルで、多様な所有到し態の併存と国家の強力な社会機能を特徴とする。ヨ ロッ

バ特にスカンジナピア跨臣民イスラエル、カナダなどがその壬デルであり、こ

の方向を選択したのが中悶、緯且ラテンアメリカや東スラプの急速発展固だ

という。また彼によれば、 91年 11月1日以来、大統領の非常駐隈に基づいて

約切の大統領令案がだされ、それは最高金識の委員会・糊代議員グルプ、

さらに最高会議(幹部会〕で審議された。しかし政府法制局の能力の欠如のた

め、不十分な大統領令が多かったという。

12月2日にはガイダル首相代行の演説が行われた。それによると、 91年末

までの民営化は 101商底、 58食堂・レストラン、節目常サーピス企業にとど

まっていたが、 92年末までに路約4方の企業が民営化されるという。ハズプ

ラートフの語ったアメりカ型かスカンジナピア型かという悶閣については ロ

シア経済の改革怯まだそのような選択を行う水準にまで迭していなし1という。

また社会志向型経済のドイツ怯貨幣政策ではアメリカ以上にマネタリスト的だ

し、日本の国民総生産記お砂"園家の比重ほアメリカより小さいと指摘してい

る。

最高会議最高経済評議会議長イスプラプιコフの報告によれば、 91-92年

に所得は 5.6倍、バンの価格怯 33倍、't.説22倍、肉 10-12倍、生産量は、
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肉33%様、牛乳，，%輸、 is17 %誠一絹38%減だという。 89-92年に賃金

は釘-4!)倍、年金は 15倍になったと報舎されてい率。彼によれば、アメリ

カ、目湾、ドイツ、ノ ルウ品イ、メキシヨ区学者の勧告を検討したという。

ルツヨイ副大統領の農業報告によれば、個人経営農家の数は 16万2千に遣し

た.

この日ほ、議会内会派の再登録状況が曾記局によ勺て報告された。その結果

は次回とおりである。

c$ンア(世話人エス・パプ日 9ン〉 55人

オッチズナ(ベ・タラソフ) 5 1人

車業同盟(エム・ラプシン〉 1 3日人

急進的民主主聾者(エス・ユジ.孟 Yコ7) 6 1人

スメナ(新政治-)(7・ゴロビン〉 54人

ロシア共産主義者(ィ・ 1レイプキ~) 68人

自由ロシア(イ・ピノグラードワ〉 54人

エ業同盟(ユ・ゲ7ト) 5 1人

民主ロシア(ベ・ポJレコ 7) 5 0人

主権と平等〔ウ・チェミロ 7) 51人

進歩のための合意〔ユ・卓スチ孟ロ 7) " 人

祖国(ベ・モE キン〕 55人

左翼セ~ターと協力の統合(デ・ポルコゴノフ、イヱ・パ シン共同議長〉

59人

労働者同盟〈νョック録法なしの改革)(ベ チェルノフ) 5 0人

以上 14の会派の他に、次の6つの代議員グループがある。

ロシア独立労組代議贋グループ

医療勤務員代議員グループ

商お生産者「改革支持」代議員グループ " 人
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軍改革代緩員グループ

チェルノプイ')・グル プ

Ci1iru1会J代錯轟グルプ

"" 
150人

62人

そ¢他代議長による質問が書記局から紹介されたカ去、その中には、モスクワ・

コムソモーレヲツ紙のポルノ記事応ついて検事総長に質したものもあった。

12月s日の前半は経務問題の討議が縫いた。ヤコブレフ仲裁論判所長官は、

規制のない経済は周経済であるとして、規制強化を求め.方向の発雪をした。

スモ リン代錯員は、ロシアには中産調級がいないと指摘している。 10%の

有産者(商業・官僚資本の保有者)が貧民 10%の50倍の収入を得ている。 88

年のソ越はS倍、中国はs倍、アメリカは 14倍という o 西欧では中産階級

(熟練労働者、公務員、教師、学者、医者、文化活動家)は60%を占めている。

ソ速でもとれらの人々はかつては中産階級~，たが、今は下層階級に転落した

という。彼によれば民営化切手で中由階級を育てるというのも幻想であり、

社会的保畿の課題と改革には矛盾があると指摘している。なお議長の発言によ

れば、ロ γアにおける障害者の数がω0万人以上にのぼ各という。

ノピコフ代議員は行政長官問閣をとりあげ、またエリツイン大統領が地方に

派遣している「代官」徹度の廃止を求めた。さらにマスメディアの政治化を批

判している。ガディアンやニa ヨ クタイムスは保守かリベラルか、民主

党か共和党か、そんなこと怯だれも言わすよいではないかというわりである。ロ

γアでは議会と政府はそれぞれ新聞を発行しているし、民聞の新聞も確かに党

派色が強い。しかし独立新聞紙のように、自立した姿勢を示す信頼しうる新聞

も登悔し始めている。

12月3国の午後は、憲法改正1問題が審議された。議長が秘密役票を提案し

たため、議場は混凱Lた。大会議事湿則によれば、 5分の1以上の代議員が要

求すれば、投票は錦司で仔わなけれまならない〈第"軒。ボーロフ議員はこ

の規定に従い公開投巣を求めたが封じられた。リャーポフ副議長の説明によれ
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ば、議害規則は全体として見なければならないという白そして、第32条は、

役票は公関または秘審で行うと，.，宣しているから、大会は秘密投票を決定しう

るというのである。これは解釈論としてiまま勺たくおかしいロ第32条で投票

方訟を一般的に定め、そのうち公関投票が義務づげられる場合を第 35条が規

定しているのであ6。従うて5分のl以上の要求があれば、必ず公開投票にし

低ければならない。しかし議書規則も大会が定めるのであるから、大会はその

ルールを覆しうるというのが彼らの法意掛である。 般規範と個別限定の区別

などないのである。

趨曹般票の是非怯投票に付され、 673: 183 : 12で可決された。議場では乱

闘騒ぎが起り、ロシアのテレピは怠慢の乱閣だけは日本なみになーたと紹介

していた固

大統領に不利な憲法改正ゃ首相の人事をめぐって犬会は搬しい政治闘争の慢

となり、妥協が模索さn，さまざまのかけひきが展開された。大会に先立って

大統領は、 92年 11月に、反対閣の攻撃の矛先になっていたボルトラーニン副

首相と、プルプリス国務長官を解任していた。後者は大統領叡問団長に任命さ

れたが、それも 12月12自に俗解任された。この大会でなされた憲法改正の内

容体次項で示すとおりであるが、それは大統領側に不利な内容となっており、

しかも対立する一方当事者の大会が、自己に有利な方向に改憲するという不合

理なものであ勺た。大統領は外務等4大臣の任命について最高会議の同意梅を

臨めるという譲歩を行い、その見返りとしてガイダル首相の任命に児童を得ょ

うとしたが失敗に終ったゐ 12月9目、ガイダル氏の首相任命案は、 467: 486 

で否決された。

12月 10目、大統領は、大会の演壇から、直接人戻ね訴えるという方法をとっ

た。その中で大統領は、大会か改草を妨害していることを批判し、それがかつ

て執行権力を支配していた共産党の政治局に似ていると述べている。また最高

会議議長治人救国戦擦のよう江反動勢力を擁護していると批判している。そし
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てa;対派を安っ肌、入費問り主義ド公然i'k.るデマゴギー、全体主義約ソピエト・

共産主義の復活等の雪薬で罵倒している。そζで大統領は直接人民に訴える必

要が生じたと述ぺ:~ r大会か、大統領か、機材奮は人民だけである」として人

民投票の実施を訴えた。人長推累の質問事項は、 f経済的・政治的危機からの

国の救済およびロシア連邦の復興を、あなたはだれに托すか、現在のメンパー

の大会および最高会議か、それともロシア大統領か」ということであった。大

統領は鈎年 1~に人民投票を実施す.ょう大会に訴えてい '0 大統領自身に

は人民投票の提起権がないため、大会が実施を決定しないなら1∞万人の署名

を集めなければならない。大揖額支持慌によって直ちにその噂備も始め日前。

なおこの演説で大統領は、ガイダル氏を首相代行として続俊きせる意向を語っ

ている。

大揖領とともに改革派の議員が返樋したため、議場には腿8人のうち 715人

が残留した。大統領に批割前な検事総長〈もともと強大な権隈を有するロシア

@検察庁は、改革が進めばその必然的にその権限が飽lトす.運命にあり、改革

に消極的になりがちである)は、憲法と法律を守ると言明し、大会に国防相等

がいないことに注意を喚起した。副議長ポローユンは国防相等を会臨場κ呼ぶ

ことを提案した。ルツコイ副大焼舗は、なお妥協が必要だとしつつも、議会側

に立つ姿勢を示した白

会場に呼びつけられた軍関係の 3大臣はそれぞれ態度表明を迫られた。パラ

ンニコフ保安掴は、憲法・法律を執行するだけだと述ぺ、後は週常の活動報告

を行ってい'0ヱーリン内相は通常の活動報告を行っただけで、 92年の犯罪

件数が'48万且麻薬息者150万人、火事で7キ人以上死亡、受遣事故死 2万

6千人、負傷者 14万8千人などと語っている。グラチョフ国防相も病院から

かけつけ、軍は政治の外にあ各と発言した。国防相が病気をおして大会に駆げ

つけたことに感謝す.芦があ旬、大会には安堵の空気が流れた。ロシア民主党

のトラフキン党首は、検事総長も軍・治安関係の大臣も、保安評議会書但も、
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副大統領もとの席にいる。第二の大減額も、第 〈ゴルバチョフ〉と同階、力

が尽きたと語った。

次いで検事総長が報告に立ち、 1時間毎に殺人 2件、略奪・強盗 16件、住

宅侵入窃盗40件が発生していると述ぺている。公務員が兼職で高売している

例〈策止されていあ〕が多く、腐歎の原因にな q ているという。大統領がその

権限外の問櫨について発した大統領令がかなり存在し、特に所有、民営化、民

営イ刷、切手、出資に関する大統傾令に多いという。検察庁としては、第5園大

会で与えられた権問慢の範圏内で公有された大統領令についてのみその執行を監

督しているという。またモスクワ市は法違反が多く、市長とその機関k区長、

下位区長が国有財産を単独で民営化してい'0検察官は 20万以上の異議申立

をしたが、そのうち 1万6千は、ソピエト 行政府の違法訟法令についてだと

いう。労働権侵容の違法な命令は過去 1年半で1万6千件あるが、裁辛所の還

滞で審理されたのは6千件のみだという。検察機関への訴えは約 100万件もあっ

た。

次いで報告に立ーたそスクワ市長ルシコフは、大会は大統領の執行権力を毒事

おうとしており、また醐府の改革を錨げていると批判している。大統領が非常

事態宣言を考えているのではないかという大会の疑念に対して、保安評議会書

記のスココフは、非常事態宣言のための保安評議会は聞かれていないと圃答し

たロそして保安評議会は、保安法により、代表機関と執行機関に従属す.大統

領付属の協議機闘であり、代表機闘にも従属する存在であるととを指摘して大

会を安ωさせている.

12月11日には、また検事総長が発言し、クーデタ一事件の鍵査は終了し、

現在その結果を検討中だと述べている。告発結論。包訴状)は 10閃頁を超え

るという。次いで最高会機織員のロ テ ジヲンによるー創世嘗カ棋定された。

同日午後には人民投票法の改正がなされた。大規領がλS覗粟に訴える姿

勢を示したため、それを封じる策にでたのでああ。改正の内容は、立法執行・
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司法の最高柳欄(大会、大統線、憲法裁剰所〉の信任や任期切れ前の権限終了

に関する人民投票はできないというものである。大統領が法律に従って人民投

票を行おうとすると、事後約に法律を改正してそれを封じ忍というのであるか

句、卑怯なやり方である。

さすがに気がひけたの方、最初の投薬で'"必4:283:104で否決(過半数

は521)された。ところが規則道守委員長ドロフェ エフ械手続にミスがあっ

たとして、投票のやり直しを勧告した。いきなり記名投票を行ったのは間違っ

ており、まず討論の終了¢是非を採決で決定し、次いで記名投票が否かを決定

した後に採決すべきであったというのである。採決のやり直しは賛成5刑で可

決さ弘次いで討論打ち切りも 677で可決、記名役票も 624で可決、厳後に人

長挫票法政正は、再投票の結果、悶 298;80で可附された.0

このような緊張の滋化のなかで、憲法裁判所長官ゾリキンが仲介に立ち、大

統領、最高会議議長、憲法裁判所長官の3者による合意がなされた。それ怯

「ロシア連邦の憲法体制の安定化のために」と題された決定案として大会に提

出された。その内容は後に紹介するとおりである。この提案は、 541:98:67

で可決きれた固との決定は、新憲法の基本規定についての人民投票の実施や、

大統領側に不利であ勺た憲怯改正条項の 時凍結など含んでおり、大統領側の

要求にやや近いものであ旬、大会側には不満が残った。

例えば、その後最高会種別議長に選出されあリ+ーポフは、憲法裁判所は大

会が選出するのでめるから大会に従うべきでおり、仲裁者となるのはおかしい

という趣旨¢発言をしている。筆法裁判所の政治的活動に対する批判に対して、

プリキン長官ば、憲法毅判周法の定める立ち告発言盤権を行使したものと説明して

いる。この時のゾリキン長官の行動が立法発議継の行使とは思えないカえもと

もと憲法銭判所の議判官には大会で¢発言権があるから、このようなイニシア

ティプをとっても違法では芯い。ただこの決定は憲法改正の効力を停止したり

しており、本来は珍患手続が必要である(大会の場でもアスタフィエフ議員が
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そのように指摘しているλ しかし先の採決は適常の多数決で決定されており、

改怠に必要な 3分の 2の賛成は得ていY品、

[，月[，目、先の決定に従い、首相の任命が行われた。まず各会派から合計

[8人の候補者の名がよがうた。その中にには後によげる 5人の他に、ヒシャ、

ルツコイ、コスチン、シ皐ル"コフ、テ."イス、ショーヒノ、エメリヤノフ、

クラサフチェンコ、フィリッポフ、ベトロフが含まれている(イ飽ー12-14)0

この中から大統領は首相候補5人を提案した。そのなかに、 番多くのフラク

:i'~.>'から支持されていたヒジャが含まれていないことをトラフキ Yは約束違

反だと批判している (192-12-15)0ともかくこの 5人についてそれぞれ賛否

吋閣が行われた。

5人の候補の賛成反対保留の票数は次のとおりである。ガイダル-400

492 : 46，.カダンニコフ -3駒 470; 38...スココフー631: 255 ; 24、同氏はス

イッチミスで再投票の結果飽7:254:25、チ孟ルノムイルジン 621:2ω 

24、シュメイコ 総3:578:41でおった。この上位3人の中か勺大統領が任

命し、大会の承認を得ることなる。大統領の意中の人物であるガイダル肱B位

であ旬、しかも反対票の方が多いから、任命は無理であった。結局大統領は2

位のチェルノムイルジンを任命した。スココフは安全評議会書記として必要だ

からという理由であ勺たが、大統領としては、自らの任命権を誇示し、首相に

影響力を行使するためにほ、 2位の候檎であることが必要であったろう。 1位

の候補では、首相は大貌鎮で怯なく大会が任命したことになってしまうからで

ある図

この首相人事は、 721: 172 ; 48で承認された。

エピソ←ド的なことを付け加える。ガイダル政府はしばしば「かみかぜ」政

府と呼ばれていたが、大会である議員が「多くの人がそう呼んでいるjと誇っ

ているかb、「かみかぜ」という日本語はロシ7領して定着したようである。

その他、ソ連・ロシアでは紛年から美人コンテストが行われるようになった
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が ミス 91年やミス 92年が外国で費揮を行っている云々という発言もあった

〈以上ロシア新野縄裁の議事録による)。

なお 12月12-13日に毛スクワ市で行われた世論調査の結果によると〈イ

92-12-14)、次のとおりである〈数字は%)。

。エリツインの声明く人民投票の実施の訴え軒

支持 47.6 反対 32.5 知らない 8.7 圃答困舞 11.3 

@大会の声明(ヱリツイン声明批判帯

支持 23.0 反対 45.3 知らない 18.9 閏苔困難 12.8 

醐曜からの望ましい脱出方法

ハズプラートフ側の勝利 5.8 zリツイン側の取持:IJ 31.5 

両者¢妥協 33.1 双方の辞職 21.4 園答圏鍵 8.2

。大会の将来は

維持 21 改選 23.9 解散 ".9 回答困難 11.2 

@ハズプラート 7白辞職

賛成国.5 反対 24.7 回答困難 16.1 

@エリツィ Yの辞職

賛成 28 反対 59.7 回答困難 16.7 

@iレγ コイ白辞職

質成 22.3 反対 54.9 回答困難 22.6 

以上の結果からみると、経済危機にもかかわらず、エリツイン大筋領に対す

る市民の支持はなおかなり高いようである。他方で大会に対する評価は極めて

低いし、ハズプラートフ議長も市民に信頼されていない。ルツコイ画大統領は

エりツイン大統領と同じ程度の支持を得ているロ金ロシアレベルでは大統領に

対す忍支持返事はもっと低いであろう。
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(3) 1胸2年 12月憲誌改正

A 意主岳民致正の主要点

(イ〉鴎会と大統領の関係

1鈎2年 12月の第7回ロシア連邦人民代自民員大会による憲法河改正の最も重

要忽点は、議会と執行機関の相互関係に関する部分である。そのポイントは、

次のように議会の樹砲を強此した点にある。議会側が自分で自分の権限を拡大

する決定を行い、議会と執行猶の聞に対立が存在する状視下で、その一方当事

者が種手に自己に有利にルールを改めるのは、相模をとーている最中に自己に

有利なように勝手に土俵を書き変るようなもので、これでは法治国家は成り立

たない。

@最高会訟に、 4閣僚〈外相、国防相、保安樹、内相〕の任命(大統領)

の同意梅が与えられた〈第109条の 1項3号)。また中央銀行総裁の任命権が

最高会種にあることも明記された(第109条 1項4号〉。改正原案恒三ノγ新聞

92-12-5)では、第一吾首相、副首相、財政相、経済相、司法相、出版・情

報相 国有財産圏家管理委員長、反独占政策・新経済構造支援委員長の任命

(解任)の同意纏も定めていたが、それらは否決された。

⑨最高会議は、憲法裁判所の結論に巷づいて大統領令(今回の改Eで「処

分Jも追加)を破棄できるが、今回の改正で、憲法裁判所の結論がでるまでそ

の効力を停止する相阪も与えられた(第1ω条1項19号〉。この効力停必績'"

93年に入ってから、民営化l卜切手に関する大統領令えなどに対して頻繁に活用

された。

③省庁の新設・改組・廃止について大統領は提案権を有するが、決定する

のは最高会様であるく第121条のbの6号の1、第109条1項9号の改正も多

照〉。これまで非常権限が与えられていたこともあって、大統領が中央執行機

闘を組織していたが、非常椎躍がなくなーた後も(j/"常権限がなか勺た以前的、

エリツイン大統領はしばしば勝手に中央機関を新設したりしている。それを麓



l:IVY新組益治制への岨程 101 

止するためφ改憲であろうロ

④大統領は合法的な権力機闘を解散また伝活動停止させることはできない

が、それを行った場合には、大統領の嗣阪は即時総了するという条項が追加さ

れた(第121条の 6)。大鱗領による「ペルー霊Uクーデターの企てに対する

牽制であった。路年9月2t日の大統領による議会の解体命令に際して、議会

側はこの条項に依拠して、直ちに大統領の梅限が失効したとみなしたが、憲法

裁判所は人民代議員大会による解任手続が必要と解した。もともと大統摂権掘

の失効確認手続が定め勺れていないという立法上のミスがあった。

⑤関僚会議院、大続傾だけでなく、メ民代離員大会および鰻高会議に報告

義務を負う機凋とされた(第122条〉。

他方で執d梯醐の掴阪を強化したのは、①悶僚会副院に立法発積極が与えられ

たことと、-統領は軍の最高司令官であることが1I，ij~記されたことである。

以上のような憲法改正を受げて92年12月"日には閣僚会議法が制定され

た。もともとロシア憲法は旧ソ違憲法 (91年12月改正段階)に比べて緬力分

立が進Lんでいたが、 ζの改正で若干旧ソ連憲法型に逆戻りした感があった。な

お9I年の第6圃人民代議員大会でエリツイン大統領に与えらていた非常権限

は、 92年 11月末で殿滑買切れになった。

(ロ〉所有権規定

改正前は所有権の種類は列記されていなかうたが、第 10条の改正により私

的所有の語も周いられた。他方でその量周を戒め忍ような 3項の表現も噂入さ

れた。また第U条3項の追加によって突然資源の所有形態も明記されたが、

旧規定には天然資源の規定はなかった。

第12条の改正により、土地売買の自由化が進んだ。また 92年12月23日

には、次に紹介する関連す8短い法律も採択されている。現密個人農民〈ファ

マ )経営のための土地菜園周、個人住宅用の土地や、民営化された企業の
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立地する土地等は私有が認められてい'0しかしロシアの所有権概念は近代的

なそれとは異なうており、自由な処分権出往くても所有権概念に矛盾しないと

考えられてい<io92年 12月の改正前の憲法 (90年 12月改正)では、土地は

園家に対してのみ売却できるとか、取得後10年聞は売却できないという条件

がついていた.今回の改正でこの条件が緩和されたが、なお中途半端山妥協策

である。

*r個人副業経営、別警地鑑賞、薬聞および個人住宅建般のたゐの土地を私有

物として取得し、売却すdロシア連邦市民の権利について」の法律(1992

年12月23日)

第1条市、町および農村地織におけ.個人園業経営、別荘地経営、菜園お

よび個人住宅建設のための土地、ならびに個人周の住宅および経包周建物問建っ

ている土地を市民に議渡してその私的所有とすることは、ロシア連邦およびロ

シア内共和国の土地曲目闘ならびにζの法律に従って行われるb

本条1項で定められた目的のために土地を受け取って私有とした市民は、そ

の土地の所有権を取得した穿閣の長さに関わりなし土地提供の基準面積の範

囲内で、ロシア連邦の他の市民にそれを売却する権利を与えられる。

取得した土地をその周途に反して所有者が事j飼することは、法律で別の定め

がない限り併されない。

この法律が発効した時点で限界基準を超える面積の土地を有する市民は、い

かなあ場合でも、定め旬れた限界基準を超える土地の部分について、相続可陥

終身占有権または刷用権を維持する。との場合当該市民は、地方人民代議員会

議かり、契抽幅絡で、土地の当該部分を取得して私的所有とす.権利を与えら

れ否。

第2条 ζの法律の第1条で定められた目的のための土地の売却は、その所

有者が買主との契約の方法で自主的仁行い、または地区(干白土地資源・土地
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整備委員会の援助を得て、所定の手続で、競発もしくは入札の方法で行われる。

土地の売買(不動産売買〉契約4ふ公証手続で行U¥対応する土地資額・土

地整備委員会に登録しなければならない。

土地の売買(不動産売買〉の典型契約の書式は、ロシア連邦土地資源・土地

盤備委員会によーて家認される。

ロνア連邦大統領 イz ・エリツイン

なおロシア連邦政晴付属土地資源・土地整備委員会委員長エヌ・コモフの現

状報告によれば、個メ副議窪営500万ヘクタール(18∞万家厳〉、集団菜園・

園芸210万ヘクタ ル (29∞万家J齢、個人住宅・別荘建築 10万ヘクタ ル

(ω万家族)、ファ マ の土地加。万ヘクタール(17万3千農家〉だという.

またl万l千以上のコルホ ズ・ソフホーズが改組され、約8∞のファーマー

協会、 S醐の抹式会社、 11ωの農業筒同組合、醐0)2，土のその他会経営形飽

へと改編された。土地分与について地方で俗混乱が多く、土地資源・土地盤備

委員会は全国で 1200以上の違法な決定を停止し、土地分与の遅れで違反者か

ら2∞万ループル以上の罰金を徴収し、事務渋滞その他の違反で約千000人か

ら1健 5700万ループルの罰金を徴淑したという(ロシア新聞銘 1-14)。

(ハ)その他の改正点

①まだ残っていた社会主義時代の古い規定〈ソ逮邦の存在を前提とした規

定、「ソピヱト園家体制J，r社会主義国家」等φ表現〉治滑り除された」②モス

クワ市とサンタト・ぺテルプルク市は州と閃レベルの自治体であるので、州の

需の畳悔する諸規定に両市の名称が追加された。また州レベル以下の自治体の

権限が若干強化された。⑧第7条の結社¢祝電の改定.④第随条の住宅権の

規定の改定 国家が}方的に住宅を提供するというのではなく、閏家と市民の

関係を対等者聞の契約関係として構成している。⑤司法関係では、陪審員、
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治安判事D制度が規定された。裁判官の任期制が廃止され、身分が保障された。

検察官は合法性の監督機飽を有するが、「厳高の監管」という表現から「最高

の」の蕎カ削除きれた。なお第 180条の圏章の規定は、社会主長時代の古い規

定のままであり、それを帝政時代の双頭¢鷲に変更する案が提起されたが、

479対464で否決された。

(ニ)付則

92年12月の憲法激正には付則が付いているが、政治的かけひきを皮蝕した

重要な項目もある。

②との憲法託業E俗公表の時から発効する。但し、ゾリネン憲法裁判所長官

の給旋により、エリツイン大統領とハズプラ トフ議長の妥憾に基づいて採択

された92年 12月12日の「ロシア連邦憲結措噺安定化について」の 7回大会

決定により、第1ω条 l条 19号〈最高会議による大統領令・処分の効カの停

止の部分〉、第110条の潤僚会議に立法発議継を与える部分、および第121条

の6の大統領権恨の即時の縫了の部分は、第7国人民代議員大会が決定した新

憲法案の基本規定に闘する人民投票の実施 (93年 4月11日〉まで発効しない

ととになっていた。しかし 93年 3月12日、第8回人民代議員大会¢採択した

「ロ γ ア連邦における憲法改革の実現措置についてJの決定は、先の7回大会

決定を失効させ、先の三点の憲法改正樹国を発効させた。〕

②第92条3項(大臣等¢代鎌員兼職禁止)の定める磁務に就いている者は、

との憲法改正の発効の日から 1カ月以内に、それぞれの人民代議員会議に、代

議員権限の期国また怯職務からの辞任について申請する義務を負う。

③第121条のるの6号の 1の定める省、国家委員会および官庁の新設、改

組および廃止の手続は、この憲主去改正後に行われる省、匿家委員会および官庁

の新役、改組および廃止に適用され忍〔つまり大統領が非常梶原に基づいてζ

れまで設置した官庁怯有効なことになる〕。
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④第 瑚条8項の支mc裁判官の任期制の廃止〕は、この憲法改正後に選

出されるロシア逮邦の最高銭判所、ロシア連邦内共和国の最高裁澗所、道およ

び州¢裁栴柄、自治州および自制区の裁判所、モスクワ市およびサンクト・ペ

テルプルク市の裁釈明、地区〈市)人渓裁判所、なbぴに軍事裁料所の裁判官

に適用される。

ロシア連邦援高会自民は、 1993年中に、その選出時に有効であった法令によ

ればその任期が終了するロシア遠邦最高裁判断、道および州の裁判所、モスク

ワ市およびサンタト・ペテルプルタ市の義判所、なbぴに軍事裁判所の裁判官

の選挙を実施するものとする。

なお"年12月10日の窓啓一部改正で、第71条1項(ロシア連邦の構成〕

の「チ品チ孟ン イングーシ共和国Jは「チ孟チ畠ン共和国Jと「イングーν

共和国Jに分げられ、アルチアペット順の位置に記述されるととにな勺た。

(本)rロシア連邦の寵法体制の安定化のためにjの第7固ロシア連邦人民

代議員大会決定(金文、 19叫竿12月12日)

1. 19刷年4月11日に、ロシア連邦の新憲法〈基本法〉の革本的諸規定に

ついて会ロシアメ民投棄を実施するロ

人民般原に付すべきロシア連邦の新憲法(基本法:)tD基本的音量規定の草案の

テキストを、ロシア逮邦大統領およびロシア逮邦軍詰識判所との合意を得たう

えで承認するようロシア連邦最高会議に委任する。草案の個々の定式について

合憲が得られない場合は、それらは対案として投票に付され毛。

ロシア連邦の新憲法(基本法)の基本約猪規定の草案は、必ずロシア連邦の

構成主体に送付されるものとする図連邦条約はロシア逮郊の新憲法に含まれな

げればならない。

ロシア連邦憲法の釜本胡諸規定の草案は、 199B年3月31目までに公表され

なければなりないa
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2 ロシア連邦憲法第1ω条 19号の、ロシア連邦最高会議によるロシア連

邦大統領の大統領令および処分の効力の停止に関する部分、第1!O条の、ロシ

ア逮邦閣僚会議記立法発言員権を与えた部分、ならびにロシア連邦盤法第 121条

の6の、ロシア連邦大統領の権限の即座の終了に関する部分は、ロシア連邦憲

法の基本的諸規定に関する人民投票の実施まで、効力を発しないものとする。

a ロシア連邦画商会議は、立法発酸権に基づいて提出溢れた、立法、執行

および裁判権力の既存のパランスを壊すような修正は、審理のために受理して

憾ならない。

4 ロシア連邦の新東法の傑択までの時期は、ロシア連邦憲法裁判所の欠員

は補完しないものとする。

5 第7固由シア連邦人民代議員大会による、「ロシア遥邦人民投票法Iの

条項遺加の決定は失効したとみなす.

6. r行君愛府長官」に関す.ロシア連邦人民代議員大会の決定第2項のうち、

行政府長官の権話限の期限前の終了民関する部分は、新期の人民代議員会議の選

挙まで発効しないものとする。

7 ロシア連邦大統領は、ロシア連邦D構成主体の代表、および代議員会派

との協鍵に基づいて、 19回年12F.l14固に、第 7困ロシア連邦人民代襲員大

会に、ロシア迫多問視僚会議接長の職務の候補者を数人、各候橋者別に貸否を問

うかたちの投票を行うために提案するものとする。

ロシア連邦大統領位、投票の結果多数@豪"'"得した上位3人の侯鴇者の中

から 1人を、第7圃ロシア連邦λ品代鍵員大会の承認を求めて提案するものと

する。

ロシア連邦人民代議員大会によーで候補者が遅出されなかった場合は、大統

領は、第8困ロシア連邦人民代議員大会までの時期のロ γア連邦閣僚会議議長

代行を任命す.ものとす各自

8 との決定の採択の時から、ロシア連邦人民に対す.大競領の声明および
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大会の声明は失効する。

9 この決定の1ないし8項の諸命題は 体のものであり、どれも独立して

は効力をもたないロ

(4 )第8固人民代隊員大会

A 陶嫁会論法

第7国人民代議員大会でともか〈も懸案の菖相が決定したが、閣僚会自民法怯

ロシアがソ連邦から自立した後も来制定のままであった。第7回大会を前にエ

リツ 4ン大草花領弘之の点で主導権をと勺ておくことが必要であった。そこで

"年9月初日、「連邦中央執行極力機関のシステムについてj の大焼領令を

発して、省・園家委員会等かb成る閣僚会議の線造を定めると同時に、「遠邦

中央執行権力機関の構造について」の大統模令で、省庁¢廃止・新設・改編を

定めた(ロシア新聞 92-10-.7)。しかしこの大統領令は短命に終った。第7回

大会の終了後の92年 12月22日、最高会議はやっと新しい閣僚会議法を制定

したからである。その主裳な内容低次のようである(ロシア新厨包 1 -4)。

閣僚会識は敏行楢力機関であり、大会、最高会君臨および大統領に報告義務を

負う。これは第7回大会の憲法試改正に応じた規定である。それ以前は閣僚会議

は大統領に責任を負う機関であり、議会には直援策径を負っていなかったので

ある。大描領は執行権の長として、閣僚会議を指導する。

院僚会副院は、首相、第副首相〈複数)、副首相、大臣および国家委員会委

員長によって構成される。ロシア内の共和国の首相閣僚会議官房長官も政摘

の構晴買である。大統領は、首相の提案に基づいて、政府管下の他の中央機閣

の長を政府の構成に含めることができる。省国家委員会のリス Hi~ 大統領

が提案し、最高会議の承認を求める。

首植は最高金識の同意を得て、大統領が任命する。首相の佳命は人民代議貝

大会の承認を必要とすι最高会議の同意または大会の承軍b輔られない場合、
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大統領は首相代ぽを任命することができるが、その任期は3カ月以内であり、

この期間内に大統領は別の首相候補を提案しなければならなし、。 ζの首相代行

の期間制限は、エリツイン大統領が、ガイダル氏を首相代rrli:したまま長期間

首相を任命しない(輸会の同意を得られなb唱で〉という実例があったために

段けられたものであ答。

第剖首相、副首相大臣、園家委員会委員長は、首相の提案に韮づいZ大

統領が任命し、解任するが、 4円相、内相、国防相、保安舗の4大臣の任命には

最高会議の同意が必要である。この同意条件も7回大会の憲法改正によるもの

である。この4大豆の解伝に最高会議の同意が必要か否かは務記されていなも、B

93年8見にパランニコフ保安相が大統領によって解伝された際、最高会議側

にはその同意を必要とするという解釈論もあったが、結局立ち消えとなり、同

窓は要しないという吸いになった。

大会および最高会灘体、政府不信任決議によヲて政府を総辞職させることが

でき'0大統酒も政府を総辞職させることができるカ去、その場合は最高会議の

同窓が必要である。政府が自ら総辞職を求める鳩合、または政府の一部メンパ

が欝磁を希望する場合、大統領がそれを決定する。首相が辞任する樋合は政府

全体が辞職しなければならない。政府が総辞職した場合、大統領は3カ月以内

に新政府を組織しなければならないが、その聞は旧政府に職務を代行させる。

政府構成員は人民代議員になることはできず、また企業活動等を行うこともで

きない。

閣僚会議法は、その他政府と議会との関係、地方の行政機関との関係、閣僚

会舗の権限等、活動方法等を定めているが、省略する0

92年12月お司、エリツイン大統領は 閣僚会識の構成員を発表した〈ロシ

ア新聞92-12-23)。そのリストは次のとおりである。

首相ベザェルノムイルジン、第百情相ペ・シュメイコ、融制ーペ・

サルトゅイコフ(科学・高級学校・銭術政策相〕、ぺ・フヨードロフ、ゲ・ヒ
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ジャ、ア・チュパイス(国有財産国家管理委員長)、エス νゃフライ(民族

政策周家委員長〉、ア ショーヒン、 z ヤーロフ、保安相ーベ・パランエヨ

フ、財政調ベバルチューク、遜信網ーペ・プルガッ夕、国防相ペ グラ

チaフ、対外経済相 ヱス・グラジエフ、環境・天然資諒保麓相パニロフ・

ダユ')ヤン、内相 ペ・イ:<-_ J)ン、逗諭相ぺ・エフィーモフ、外相 7 ・

コ ズィレフ、労働相 ゲ・メリキヤン、原子力エネルギ相ぺ・ミハイロ

フ、経済相 ア・ネチ.-ヱフ、保健相ェ・ネチャ エフ、住民社会保護相

エ・パンフィロワ、文化調 イェ・シドロフ、教育相 イ品・トカチ品ンコ、

ヨ6彊相ゲ・ファジヱーエフ、司法相 エヌ・フ冨 ドロフ、出版・情報網

エム・フェドトフ、農業・食糧相 ぺ・フルイストゥン、建築・建設問題園家

委員長 イz パッシン、反独占政策・新経済構造支複医家委員長一イ孟リ

ボヲチン、市民の社会保護・チェルノプイリその他の放射絡事故被災地復興国

家委員長ぺ・ボズエャック、回家関税委員長 ァ・クルグロフ、北方社会経

済発展園家委員長 ペ・クラミン、共同体構成国家との経済協力国家委員長

ぺ・マシッツ、民間間衝・非常事態・自然災笹陀惣嘗救済程事案委員長 エス・ジョ

イグ。

このように、閣僚会識は21省、 9圏家委員会で織成されてい'0その後〈

鉛年10月10日現在)、第一副首相には、イ孟・ガイダル、オ・ソスコペッツ

が加わり(その闇ロポフも第一貫惜相に任命さオl、その後解任されている)、

3人とな q たゐ副首相誌、サルトゥイコフ、ヒジ.が浮続壬され、ア・ザペリ a

ハ(農業但当)が加わった。保安相はエヌ・ゴルシコに代った。経済相ネチャ

エフは解任され その後ロボフが兼任していたが、現在はガイダルの兼任であ

あ。財政相はぺ・フ aード E フ国首相の、出版・情報相はシュメイコ第一副首

相の兼任であ..司法相はユ・カルムイコフ(旧ソ速の最高会議立法委員長)

に代った。対外経済相はグラジエフが辞任」ダグィドフに代，ι
国防相等4人は最高会議¢同意が必要であるが、大統領側陰、今回の人事に
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ついては同意は不要という節度をとった。シ令フライ副首相の説明によれば

(イ鍵 12.，-24入この4大豆はすでに憲法改正以前から任命されていたのであ

るから、新しいル ルは週及適用されないというのであ答。新しい閣僚会議法

の下で新たに政府が発足するのであるから、とのような説明は疑問に思うが、

最高会議側もこの議還に納得している。

大臣は首相の提案に基づいて大統領が任命する ζ とになっている。そのため

チェルノムイルジン首相が誕生したときは急謹改革派の旧ガイダルチ ムが

却けられるので怯ないかとも予想された。しかし主要閣僚は留任しており、

「ガイダルチームは寡本的に維持された』というのがー般的な評価であった

惜立新瑚飽 12-2-00 その後の大巨人事をみても、多くの場合首相が主導権

をとっているようにはみえず、大統領が「首相の提案に基づいた」というかた

ちをとりつつも独自に決定しているようである。

その後、大会決定に添L入 93年3月16日の大統領令で、ゲラシ孟ンヨ中央

銀仔総裁内タペ エフ・ 2 シア連邦財産フォンド理事長、ロシア連邦年金基金

理事長、ロシア連邦国家統計委員長の4人を政府メンパ とするととが決定さ

れた〈ロシア衛問純一 3-19)。中央骨子はゾピエト時代は政情の構成に入ヲて

いた均三、ぺレストロイカ時代の銀行法以来議会の智信に転換していたロ当時の

「金権力をソビエトヘj というスローガンω反映であった。今回の制度改革は、

これら組織を議会管下に留めつつ、その長を相府の構成員に含めたものでみり、

最高会繍側が大統領と政府を切り漉」政府を長高会議に従属させようとする

(ソピエト時代にそうであったように〉戦術の表れでもあ勺た。

議会との緊張が滋牝す.なかで、エリツイン大統領は大続傾H府の機構の整備

を行勺た:09a年2月22目の「ロシア連邦大読傾の活動保証システムの盤備に

ついてJの大続領令がそれである。大設備諮問評議会が大統領解協会に改組さ

れ、新メンパ】として、ガイダル、法学者のアレクセーエフ、最高会議外交委

員長アンパルツーモフ、後に検事総長に抜擢されるカザンユッ夕、政治学者の



ロシア新銀法体制への道程 111 

ミグラι ャン、サタロフ、イズベスチ+紙評益員ラッィスなどが任命された

(選出新聞93-2-12、ロシア斬蘭鈎 2 -12)。この大統領評議会は大統領の政

策決定にかなり大きな役割を果たしている。行政長官評議会も公式の機関とし

て規定された。情報分析センタ は、一般政策分析セン夕 、社会・経済政策

分析センター等に分割された。大統領府長官、阿附理、大統領首席補佐官、同

補佐官、専門家僻自慢会、国家法制局などのポスト、機構は従来どおりである

〈独立新聞93-3-6、ロシア新聞93-3-5)。

B 人民投車の回避へ

さて第7回大会で、 9均年4月11日の人民投票が決定されながらも、 93年

に入ると自民会側からはこれに対する否定的な発言が聞かれるようになった.93

年1月10-11日の論文で、ハズプラートフ楼長は、 7回大会の「憲法体制の

安定化について」の決定は、憲法改E手続T行われていないから憲法違反であ

るとか、間決定は 大統領や憲法裁判所長官に強要されたものだと主張して、

その実施に消極的な姿勢を示した図また地方をはじめ人民役豪への省参加率が低

く、ぞれが不成立に終る可能性が高いが、その場合はその発起人である大統領

は辞任すべきだとも述べている〈ロνア新聞93-1-10-11)。

しかもそればかりではなく、議会と大統領の調停者として活姐し、 4月 11

回の人民投票実施の決定に漕ぎ若げたはずのゾ 'Jキン憲法裁判所長官までも、

このメ民段衰のモラトり γムを主張するようになった〈イ 93-2-9)。これは

ゾリキン長官の大きな際りだっと思う。長官は対立する両者の聞でバランスを

とったつもりであったようだが、この時憲訟の基本原則に関する人民投泉is'o'

われておれば、新しい憲法体制が成立し、 93年9-10月の騒乱は避げられた

はずである。一旦三者の合意で成立したものを三者の合窓なしに取り消すとと

はできないであろう図また大統領を支持する側からは、人民は録後の決定者で

あるから、この主権者の判定に委ねる決定を行った以」じ~も怯やだれもそれを
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取り消すことはできないといった主張も当時なされていた。

とは言え、人民役票の実施が正式に取り消されていない以上その準備をしな

ければならず、 1月14回、最高会議は rl993年4月11日の金ロシア人民投

票の実施の保証措置についてH 決定を採択し、人民俊豪委員会 G匙挙委員会〉

の組織等を決定している(司シア新聞93-1 -20)。さらに 1月29毘には、厳高

会議幹部会は、メ民投票に付すべき憲法の基本規定11項目の黛を決定してい

る(公報鉛-6 -258)。大統領側や改革派政治組織でも、人民投票の質問項目

について検討が始まっていた。しかし議会側は人民投票の実施にいよいよ否定

的で、ハズプラートフ議長は先の論拠にさらが乙新しい理由を付け加えた。人民

役粟の実施を決定した後、社会・経済危機はいっそう深まり、緊張が高まって

いるため、人民投票は人民摘出¢道具であるよりも、社会を敵対させ分裂させ

る遊具になったという主張である(ロシア新調93-2 -20)0 

とのような状酒のなかで、大調関側は、新憲法制定までの問の憲法体制の安

定化のために、立法・執行機関の聞の「憲法協定Jを締結することを提案し

〈イ 93-2-18人その草案を発表した(490-2-20)。同同に霞会側と交渉す

忍ための 5人の作業グル プ〈シ三メイコ第ー画描相等)を決定した〈ロ Y ア

新聞93-2 -20)。しかし議会側の反応はなかった。このような伏祖のもとで、

ポポフ元モスクヮ市長等の民主改革運動その他の改革派団体は、憲法制定の意

思のない儀会を相手にす.こ eに見切りをつけ、憲法制定会識の招集を要求す

るようになる(イ 93-1-19、鈴 2 -13、"'/7返報93-1 -23)。他方で議会

側は、人民世票の実施決定を取り消すために、第8困人民代議員大会D招集を

決定した。

大会直前になっても大統領側はメ民投票の方針を変えず、 3月7自にはその

質問事項を発表している。そして大会が憲法協定を採択するならば人民投票は

歓棄してもよいと提案した。人民役票に付すべきとされた質問事項は次の4つ

である。①ロシア逮邦を大統領制共和国にするごとに賛成か。②2院制の議会
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をロシア連邦勿最高立法観閲とすることに賛成か。@憲法集会で新憲法を採択

す.ことに賛成か。④すべての市民が土地の所有者としてそれを占有・利用・

処分す.権利を有す.ことに賛成か。

c 鎗8回人民代鴎貝大会の周催

第8回大会は、側室芋3月10-13Bに開催された。この大会の主要な議題

は三つあり、 つは憲法の遵守についてであった。とれについては憲法裁判所

の教書が提出され、それに関連して討議が行われたが、この間遁については、

憲法裁判所に関する思欄でとりあげたい。第二は経済改革¢問題であり、チ孟

ルノムイルジン首相が報告した。同報告は大会で友好的に迎えられ、般後に侠

拶した首栂は、中央銀行総裁等を閣僚会議メンパーに加えるという決定も含め、

大会の政府に対する信頼に謝意を表している。大会も首相候拶に拍手を贈って

いる.大統殺演説が届捕とした中で行われたのと対象的であった。首絡は、

「政府は存在している。政摘は活動しており、留の状視を改善するためにあら

ゆることをするだろう』と発言して拍手を浴びているが、大統領が完全に大会

で敗北するなかで、議会と政府の協調関係を持示するような雰酒気であった。

大会第三の、そして議会側にとうてのこの大会の最大の議題は、 4月118

に予定されていた人民投翼の問題であり、第7回大会が決定したとの人民投票

の実絡を取り消すことがその罰的であった。 10目、繊会側を代表してりャー

ポフ剖態長が、 ζの問題について報告を行った。同副議長は7園大会で層構長

に選出され(それ以前は共和国院の議長であ。た入当時はハズプラ トフ議

長の片腕といヲた存在であったが、 4J'I 25日の人民投票後、エリツイン側に

愈替えすることにはる。

報告のなかで同副議長は、メ民投票に先立ぅてメ民討議を行わなければなら

ない、 A民投票に付される問題の定式化を行う手続を定め6必要がある、マス

メディアの平等の利用権時えられなければなbない等々の悶圏点があるζ と
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を指摘し、結局、人民投票を行う前に、その実施のル ルを定めなければなら

ないと主張してい答。そして第7回大会の決定は誤っていたとして、 4月11

日の人民投票の実施に反対した。また第7園大会決定が大統領側に方的に麹

歩したものであったとも批判している。大統領側は、人民代海員大会とは別に、

世語調査とい勺たかたちで人民投票を行うこ eも考慮していたが、それについ

ても法的順拠がないと批判している。さ bに大統領側が提起していた大統頑と

最高会議の「憲法協定」の締結についても、憲法上の根拠がないζとや最高機

関としてのA民代議員大会を無視することになるとして反対してい'0
大統領側は劣勢で、 3月12日には、 7回大会決定を取り消した「ロ νア逮

邦における憲法改革の実現摺置について」の決定が採択された。その全文は次

のとおりである。

「ロシア連邦こおける憲法改革の実現憎置について」のロシア逮邦人民代議

員大会の決定 (93-3 -12) 

ロシア連邦の憲法体制の安定の必要性と、との方珂でなされたロシア連邦第

7困人民代議員大会の意義を確認し、市民的平和の維持¢広要性と、社会、闇

家における合意の必要性、およびロシア連邦の領域的全 性に依拠し、ロシア

の今日o社会経済的・政治前状況の閤難性に注意を払い、ロシア連邦大統領、

ロシア連邦構成主体およびロシア連邦人民代犠員のイニシアチィプを考慮」

ロシア速邦A民代議員大会は次のように決定する。

1 ロシア連邦憲法の定めた手続により憲法改革を実現する。連邦国家権力

機関、ロシア連邦構成主体の権力欄闘の聞の権限の再分配に向けられた国家権

力機関およびA務員の、ロシア連邦産法および還開条約に適合しない協定およ

びその他の規範的法令は無効とみなす白

2. rロシア連邦の憲法体制の安定化について」の第7回ロシア連邦人民代

議員大会の決定、および「ロシア連邦の憲法体制の安定化についての第7田口
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ジア連邦人民代議員大会の決定の個々の規定の解釈について」の岡大会の決定

は失効したとみなす。

3 ロシア連邦大統領、泊シア連邦最高会議および憲法委員会は、お互いに、

，.月以内に、ロシ7連邦の新窓法の基本規定案ιついて合憲し、合意に基づ

いてそれをロシア逮郊の構成主体に送付するものとする。ロγア連邦最高会識

は、ロシア連絡構成主体とともに立法的法令案¢合意手続を策定するものとす

る。

連邦条約の内容は、ロシア連邦の新憲法案に含まれなければならない。

4 ロシア連邦咽僚会議政府の管轄に、連邦の国家的所有および連邦の経

済的曜義務の日常的国家管理の諸問題 ならびにロシア連邦の経済・社会発展の

分野の庚危識プログラムの策定、調整および実現を集中する。

ロシア中央銀行総裁、ロシア連邦財産フ方ンド理事長、年金フォシド理事長

およびロシア連邦国家統計委員会委員長は、ロシア連邦憲高会議の統制下の地

位を維持しつつ、ロジア連邦閣僚会議政府の構成員となることができる。

ロシア連邦大統領およびロシア連邦最高会議によって採択された決定でロシ

ア連邦の園家予算および予算外連邦基金からの支出を必要とするものは、ロシ

ア速邦政府の結論を考慮にいれて採択しなければならえない。

6 連邦関係の終始一貫した刷新および連邦条約の実寝を、ロシアの園家体

制月塩化の第一次的課題とみなす。

6 ロγ ア遠邦最高会議は次のことを行う。

ロシア連邦F新憲法案に墓づくロシア連邦構成主体の提案の登録手続、およ

び連邦条約の諸規定の実現の法的メカユズムを策定し承認する。それぞれの法

案の準備のために、ロ γ ア連邦人民代議員、ならびに連邦執d権力機関、ロシ

ア逮邦情成共和国、進、州、自治川、自治区および速邦レベルの市の代表およ

び執行権力の金権代表をメンパーとして含む委員会を組織する。

ロシア連邦関僚会隊一政府と共同で、遜貨・信用政策およびロ νア逮邦中央
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銀行の管理について合意のメカニズムを策定す否。

ロシア連邦大統領選準、政党、園者テレピ・ラジオ、全人民役票〈レフェレ

ンダム〉、および国家生活の最重要問題の討議に関する連邦の立法的法令を策

定し採択すo.

7 ロシア逮邦憲法第109条、第 110条および第 121条の""この決定の

採択の時から完全に発効する。

8 この決定隠その採択の時から発効する白

"年3月13日には、「金ロシアメ民投票について」の決定が篠択された。

そ¢全文は次のとおりであo.

「金ロ y ア人民投裏について」のロシアメ民代議員大会の決定(93-3-13)

199~ 年 4 月 11 日の全ロシア人民投票の実施に関するロシア連邦大統領の提

案を審議し、「ロシア連邦における憲法改革の実現措置についてJcrロシア連

邦D慧犠体裁の安定化について』の第7回ロシア連邦人艮代議員大会の決定に

ついて)の第8困ロ γア連邦人民代議員(趨時)大会の決定、およびロシア連

邦構成主体の代表・執財権力の長のロシア連邦λ民代3韓民大会へのアピールに

注目し、現在金ロシア人民役豪を実施することはロシア連邦¢国家的・地域的

全性にとって危険な結果を惹き起しかねないことに注意を払い、全ロシア人

民投票を実施するための立法的適正礎が不備であり、その結果の法律的解釈が

義的でなく、ロシア連邦大統領には人民投票を指定する憲法上の権手引がないこ

とを考慮にいれ ロシア連邦人民代海員大会は次のように決定する。

l 現在金ロシア人民般票を行うことは目的に適わないとみなす。

ロシア連郊の新憲法案の基本規定に関する全ロシア人民投票の実絡の庶題の

審議は、「ロシア連邦における憲法改革の実現捕置についてJcrロシア連邦の

憲法体裁の安定化についてJの第7回ロシア連邦人民代議員大会の決定につい

て)のE シア連邦メ民代磁員(臨時)大会の決定第3項の実施の後に行う。
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2. 199氾年4月 11日の全ロシア人民役票の実施のために予定されていた

200億ループルは、 1993年のロシア逮男鴎和国予算で規定されていた額に追

加して、軍勤務員の住宅建般の資金に当てられる。

3月"目、大会は人民宛のアピールを篠沢して幕を閉じたが、このアピー

ルは大統領を厳しく批判するものであった。そこでは、大統領に非常権限を与

えたことが失敗に終り、経済改革はλ民を閤窮させたこと、大統領はしばしば

憲法に違反し、それがロシア国家に大きな損害を与えたとと、ロシアは非常措

置、非常権取を拒否し正常な発展の道を還ぶべきこと等が指摘されてい答。ま

た大統領はそのような遂に反対し、非常権限の維持を求めたが、法治園家と民

主社会をめざす大会は大統領に支持を与えなかったと述べている。他方で大会

比政府に経済活動、財政政策を関整する可能性を与える決定を行ったと記し

ている。

第8園大会は、大統領側の完敗に終った。大統領を無視して、政府を議会の

支配化におくという大会の戦略が部分的に成羽したのである。「大会は大統領

のすべての権限を事実上奪った」とも評された〈イ 93-3-1わ。ロシア草命後

の一時期には「ソピエト権力の凱旋行進」という言葉がよく周いられたが、第

8回大会をそれに次ぐゾピェト権力の勝利と評する者もいた〈イ 93-3 -20}回

しかし 且大会が決定した人民投票を 方的に取り消すというのは許されない

ことであったろう。

7国大会決定は、単なる大会決定ではなく、飯高会議議長、大統領、憲俵裁

判開長官という三権のトップ佐合意を基礎にしたのであ各から、それを一方的

に破饗するζ とはでき匂い。また大統綴側は、人民主権の観点からも、人民投

票実施は破棄できないと訴えた。憲法第2条によれば、人民は代表機関をとお

して、または「直接に」その権力を行使する。人民強豪も、人民が「直援に」

権力を行使する形態である。その人民投票が E決定されたら、それを取り梢
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すこ Jとはメ民以外に怯できない、さもなければ人民の権力の否定になるとしヤう

のである。筆者自身は憲法の抽象的規範に依拠してもあまり憲時がないと恩う

が、ともかく大会のとのような態度は、大統領が強権を発動する根拠となって

いくことになる.

(5)第9固人民代鶴民大会

A 大儀慣の特別館台演観

9a年3.2旧日、大統領はテレビで人民に訴え、大統領特矧1統治に関する大

統領令に署名したと述ぺ、その概要を説明した。後に発表された大統領令はこ

のテレピ発言と奥なるものであった。大統領はまずテレピ演説で園内の反応を

採ったと恩われる。憲法裁期所は直ちに反応し、即日大統領¢仔為を憲法違反

に相当すると認定した。大会は憲法裁判所の結孟を鰻拠に大揖銅牌任へと動き

始めた。時に利あらずと判断したのか、大統領がその後発表した大統領令の内

容は、無利容なものに変っていた。毎会側の「ロシア新聞U紙は、 3月2氾目、

大統領が20日に周念していた幻の大統領令を暴露したが、それは、「権力危機

鬼暇までの特司統治体制について」と題されており、その内容は次のようであ弓

"。
まず前文でほ、旧ロシア・ソピエト退期羽生会主義共和闘がロシア連邦に生ま

れ変勺たととによって、その権力管理棋院の正統性を確認する必要が生じた

こと、第8回大会が人民投票を取り消したことによ勺て人民が直接意思表示を

行う機会が奪われたこと等が指摘さ払「執行権力の長の特別活動体制』を導

入するとしている。そして次のような項目が列記されている.

① 4月25日に大統領首大統領の信田俊豪を行う。

②新.. 法草車議会選挙法案の投票も同時に行う。犬統傾・副大統領への

信任票は、大統領¢提案する憲法案、選挙法案に対する賛成票とみなす。新憲

法、選挙法tまん大統領等の信任の結果が中央選挙委員会によって公表された時
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に発効する。

③大統領の信任と新憲法の発効までの期聞は、大統領が「憲法体制を擁護

す昼ために必要なすべての措置をとる」としてその権限が列挙されている。と

の期h習は、 1カ月あまりの短期間ではあるが、大統領の直接続拾ということに

なろう。大会・最高会識は廃止されるわけではないが、後の項にみるように、

大規傾令を破棄・停止できないのである。

@連邦構成主体の執行権の長と政府は、憲法、連邦条約、法令の定める逮

郊の権限の範圏内の問題については、直接ロシア連郊の大統領と政府に報告義

務を負う。

⑤憲法の定める人および市民の権利および自由は維持される。裁判機関お

よび検察庁はその憲法上の機穏を維持する。民族国家機遣は変更されない。逮

邦条約は維持される。国際条約も維持吉れるロ

⑤大統領の命令・処分、政粛の決定・処分を磁棄したり停止したりする国

家機閣および公務員の決定は無効である。

⑦政府(チェルノムイルグン)は園の経済を直径管理する。

⑧内務省〈イ& リン入保安省〈パランエコフ)は社会秩序の維持を保証

する。因坊省(グラチョフ)は軍の政治行動不参加を保証する。保安評議会

(スココフ〉は内務省、保安省、国防省との協力のため@措置をeる。

⑨副大統領(ルツコイ)は、前項の実行を統制する。

⑮出版・情報省(フェドトフ〉は、マスコミの自由の濫周(憲法体制の暴

力酌変更の扇動等〉を銀総する措置をとる。

⑮第7-11項Eの各責任者は、 2週間以内に、とった措置の報告を行う。

⑫連邦構成主体の領土において、その最高公磁者、執行梅カの長および漣

邦執行権力の地域機関がこの大統領令を実行する。

⑬外務省〈コ ズィレフ)は国連事務総長をとおして、特別統治岬制は

非常事態令の導入を窓味しておらず、市民的・政治同諸権利に関する国際伊約
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上の義務砿遵守され各ととを他国に通知す00

との内容は、その後犯年9月21自に発せられることになる大統領令とほぼ

間じである。大統領は、 s月初日に予行演習をすることが?きたのである。

3月21目、最高会議は、前日の大統領のテレピ襖閣について、その合憲性

を審査するよラ憲法裁執所に訴えあ決定を採択した。同決定は、この大統領の

アピ ルの準備に加わった金公務員の責任について審査するよう検事総長記も

訴えている。大箱領の行勃を準備した者の責任を追及するのは法的に困難だと

恩うが、ロシアでは以前からしばしばこのようほかたちでの責任追及がなされ

る。以前エリツィシ大統領の極威が高〈、それを正面から批判することが困難

であった時期には、しばしば「悪いのはエリツインではなくその取り巻きだ』

という意味で、周囲のプルプリスやボルトラ ムシが槍玉に上げられた。ぱか

殿様の代りに家老に切腹させるようなものである。現代でもそのような発想Jが

残っているのではないだろうか。

8局23目、憲法裁判所はとの問題を審霊した。憲法第 121条の10によれば、

大統領が憲法や法害者に違反し、そのことを君臨法裁判所が認定したときは、人民

代議員大会は全議員のs分の2の多数で大統領を解任することができる@また

憲法裁判所法第74条 l項1号は、大統領の行為および決定の合憲性について

結績を与えることを同裁割所の機能として定めている，後に大統領側は、 3月

初日の大統領令は未だ公表されておらず、憲法裁判所は公表されていない大

統模令を審査の対象としたと批判した〔後に公表された大統領令は別の内容に

変qていた)が、大統領の「行為」そのものも審査の対象となるのでああ。憲

法裁網所の結論の群細は省略するが、ともか〈大統領の行為は、憲詰謹反でる

ると結論した C公報93-13必6)。

憲法書記釈師の結論を得て、大統領を解任するため、議会側は第9回人民代議

員大会を急拠暗集することに決定した。

えなお 3月2C固に予告された大統領令は、 3月"日付けでその後公表された
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(イ 93-3 冊。その表題は、「権力危機克服までの執行線開の活動について」

と変っており、特別統治体制の震はない。憲法違反とされないように注意深く

書いてあるので、元の大統領令案とかなり違う印象を受けるかえ本質的には変う

ていない。憲法制定までの短期臨刊特別統治体制(議会の権限制限)がないだ

けである。この大統領令では、やはり 4月25日に大統領(副大統領の語は削

除〉の信任投票と新憲法案・新議会選挙法案の人民投票を行うとな qている.

ただ原案と途ゥて大統領の信任がそのまま新憲法の承認となるわけではないし、

また憲法案の人民役票の意績は明確にされていない。この点でも人民投票(レ

フ孟レンダム)法の違反にならないように、レフ z レンダムという言葉を避け、

単に投票(r 0 lJ 0 C 0 B a H I! e)という表現が周いられているので、その効果

は明確でない。ただしそれが世論調査的な人属候票ではなく、憲法の最終的採

択を意味するとすれば、その後新議会の選挙が行われることになるから、回議

会は廃止されることになる。

いずれにしろ大統領に怯人民投棄を指定する権限はないから、この内容であっ

てもなお糧法違反である。また大統領の命令・処分を停止する決定は無効であ

るという条項も、「憲法裁判所の決定なしに」という条項の付加によって合憲

的な装いを整えたが、現行慧法では最高会議は憲法裁執所の決定がであまで違

憲とみなした大統領令の効力を停止しうるc7回大会の憲法改正〉から、これ

も憲法違反ということになる。

大統領のこのような奇策は、ジャフライ副首紹あたりの考案と思われるが、

あまりにも姑息な手段である。もっと正々堂々とした方法をとるべきであった。

あるいは後に 93年9月21日に本格的に実施するための予行演習という高等戦

術だったのであろうか σλ上大会速記録による〕。

この時点(3月 22日〉での世論語査〈モスタワ市)によれば、特別統治体

制に賛成56%、反対23%、信任役票を行えば大統領を信任するというもの

59%、反対 16%、議会の改選に賛成63%、反対 18%である〈イ鈎 3 -25)0 
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モスクワ市に限って言えば、大統領はなお多くの支持を得ていたのである。

B. ，宵9回大舎の開催

第9固人民代議長大会は、 93年8月2時日-29日の48周期値された。

3月泊目、まず憲法裁判所長官ゾリキンが報告を行った。彼は立法権と数

行権の対決のなかで、筆法体制が脅威に晒されていると述べ、合意の温を探ら

ないならば、憲法は朋壊すると訴えた。そして3月初日に行われた大統領の

アピールを憲法違反と認定した漕諮嘩判所の論拠について説明した".法違反

と認定した憲法語辞所の会脅量には、モルシャコ ワ、ァメチストフ、コノノフ

の3判事は出膚していなかーたという)。

そしてゾリキン長官は、大会に対して"項目の提案を行った。憲法の基本

原則の擁護等々のありきたりの項目を除いて、具体胡む意味をもっ項目を若干

紹介すると、大会と最高会識の強大な権限を定めた憲法の条項(第 104条と第

1ω条〉を、権力分立照明uc憲法第1条、第3条)に適合させる乙と、新選挙

の後に、独立した立法機関としての大会を廃止するような憲法レベルの法律を

採択す忍こと、大統領や人民代議員の醐限切れ前の選挙ができるよう憲法を改

正し、大統領と合意の上で93年秋に選挙を行うこと、大会怯大統領、大会お

よび最高会議の繕阪を確認し、また先の第1M条と第1凶条を国正した後は蜜

法改Eを行わないこと(窓法改正のモラトリアム)、 S月20日の大揖領のアピ日

ルや大統領令の準備に際して大潟傾を誤解に導いた者は解任され、責任を負う

べきであること。

この提案の内容は大統領の立喝を配慮したものである。大統領の行動を憲法

違反と認定し、その解任の条件を整えながらも、この提案で怯大統領の権限を

確認すると言っているロ期限前選挙の提案等も妥当なところであろう。ただ

「大統領を誤解させた者の責任Jというのは、相変らず大統領をばか殿扱いし

ていておもしろい。ともかく衛法裁判所は、 7回大会以来、大統領側と強会側

のバランスをうまくとっているかのようにみえるが、しかし策を弄しすぎたと
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次いでエリツイン大統領は、憲法危機から脱するための妥協の努力が8回大

会決定で水泡に帰したと議会側を批判し、 4月25自に大統領(大会も〉の信

任を関い、新憲法草案の是非を問う人畏綬票を実施するととを訴えた。

スチ孟パyコフ検事飴長はゾリキン憲法裁判所長官を称賓し、その提案を支

持している。大統領に対してはこれ以よ誤りを重ねないように警告しているかた

その時会場には嵐のような給手が起きている。

a月27目、リャ ポフ肩書接長治、「ロシア連邦の憲法体制唱の維持に関す.緊

急措置について」の決定案を提起した。その基本的内容は次のようであった

(議事録1舗-201頁〉。①3月20目の大統領のアピールは憲法違反であり、大

統領にはその個人的な責任がある。②大統領と費量高会議議長は自契約に辞職す

るよう提案する。③連合政府を作るよう大統領に提案する。連邦情報センタ

は廃止すべきである。 8月"日のアピールを用意した公務員は解任されるべ

きである。⑧憲法第10.条〈人民代議員大会の権限)および第1ω条 G襲高会

議の権限〉と権力分立原則との矛盾を除去するような法律家を用意するよう最

高会識に提案する。

この決定案は喧嘩両成敗的であって一方的に大統領を批判したものではない

し、また権力分立原則を重視する立場から憲法を見直すという合理的な内容も

含んでいた。しかしエりツイン大統領はとの決定案に反対した〈その中で最高

金識が憲法漣反を犯した例が約舗O件あると指摘している)。

この間さまざまのかけひきや裏交渉が行われ、 3月m自には、大統領、君愛

高会議議長、閣僚会織の 3者による合憲案が提案された。そのタイトルは「ロ

シア連邦 D権力危機の克服および憲法体制の維持について」の決定と題され

その基本的内容は次のようであ勺た〈議事録206-207頁〉。。1鈎S年3月20日のロシア人民へのアピ ルと関連したべ・エヌ・エリ

ツイン ロシア連邦大統領の行動および決定のロ γ ア連邦準憲法への適合性につ
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いて」のロシア速邦;憲法裁判所の結論を聴取した。ロエ〆ア連邦の憲法および法

律の違反は許されない。

②人民権力の原則に導か払関年11月21日に、大焼額と最高会議(2院

制の最高立法舗闘〉の任期切れ前の同時選挙を実施す毒。

③新しい憲法が制定されるまで、新最高会織の権限は、ロシア速邦人民代

議員大会の権限を定めている現行憲法の規範に従うて定められる.憲法第 104

条(人民代議員大会の権自限)および第1開条(最高会議の権限)は、権力分立

原則〔憲法第1条および第2条〉に違反しない範囲において適用され忍。

④新しく選出される大統領と最高会識は、 94年2月15日から職務を行う。

⑤最高会識は、 93年6月15固までに、大銑領選挙法、人民代議員選筆法、

政党.社会団体法を採択するものとする。

その他、社会団体との関係、連多曙成主体との関係、連邦条約の問題等が続

く。

この決定案についての討論では、多くのフラクシヲン代表が反対愈見を述べ

た。オッチズナ、ロジナ等のフラクシaンは大統領の解在役累を要求した.労

働者同盟や「ロシア」フラクシ言ンは大解傾と最高会議姦長の辞職を求めたロ

決定案策 7項が、現在のメ民代議員は、本来の径期である 95年8月31日まで

現在享受している社会的保障を受けると規定していることを侮辱的とする反対

意見もあ勺た。改革派の民主ロシア、急進的民主主重患者、進歩のための合意の

3フラクショシの決定案に対する反応はあまり明確でなく、彼らは主として人

民投票の実施を求めた。

結局この決定案は否決された。採決の結果ば、 1鈎 687 ; 31であった。こ

の決定案は、大統領と議会の同国選挙〈大会は廃止)を中L寸句な内容としてお

り、両者の妥協策としては妥当なものであったろう。しかし、結果としてそれ

は圧倒的多数で否決された。大焼領と畿会との対立は、妥協を併さぬところに

まできていたのである。決定案¢否決を受けて、保守派は急拠大統領と最高会
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副院犠長の解任案を援策した。この第9回大会は当初から大統領の解任問題が焦

点となっており、何人かの代議員が解任提案を行勺ていたが、これまで餓層と

してはとりあげらていなかq たのである。

3月28目、保守派のイサコプ議員(かつての最高会議副議長で、 91年の第

8回当晴は6人組の 1人として、当時のエリツイン議長の追い落しを図った0

91年8月のク デタ 事件の際はロシア録商会議の防衛に参加せず、その後

町湯長を欝任していた)は、このような妥協を無原則な態度と批判し、窓法原

則を取引することに反対して、「ログア統」プロヲクの名においで、大統領

と最高会議も議長の解任を提案した。 ζの悶閣を議題2としてとりあげるか杏かが

まず投票に付された。ヰリツイン大統領については、 594: 287 : 24で、ハズ

プラートフ議長については、 614:253:41で、いずれも議題としてとりあげ

るζ とが決定された。大統領については保守派と申間派が、議長については改

革派と保守派が貸戒した@であろう。

その後行われた解任¢是非を問う設栗では、エリツイン大統領の解佳業は

617: 268で、ハズプラートフ議長の解任案はお9:5関で、いずれも否決され

た。大統領の解任には金蔵員(欠員を除く)のS分の2(6制票〉が必要でお

り、 η 票の不足でエリツイン大統領ほ塁手うじて解任を免れた。最高会議議長

は過半数 (518票〉で解任できるが、賛成票は遥かにそれに及ばなかっh 保

守派の多くが結局解任反対に圃ったからであろう。

こうして大会は何も決定しえないまま推移したのであるが、最鈴日のa月
29目、 2つの決定を採択し、一応の緒末をつけた。一つは「ロシア連邦の憲

法体制D維持に関する緊急措置について」の決定であり、他は人民紋東につい

ての決定であった。前者の内容は次のようでああが、 3月 28目に否決された

妥協案と異なり、全面的に大統領の非を非嫁するものであった。

*rロシア連"の憲法体網の維持に関す.緊急補置について」のロジア連邦



'" 神戸法学年報第9号 09胞の

人民代機貝大会の決定 (93-3-29)

ベ・ヂ・ゾリネン・ロシア連邦憲法裁判所長官の「ロシア連邦の窟法体制の

維持に関する緊急措置についてjの報告を聴取し、 r1993年3月 20日のロシ

ア人民へのアピールと関連したペ・エヌ・エリツイン・ロシア連邦大説鎮の行

動および決定のロシア建男暗法への迎合性についてJのロジア連邦憲暗裁判所

の結誼を審議し、ロシア連邦人民代議員大会は、ロシア連邦の憲法体制の基礎、

まず第ーに人民権力、連邦制度、権力分立および進邦凍約に厳絡に適合して行

動する範務を遵守すべきだというロシア連邦大統領のアピールに述べらてた目

的を共有すあことを明らかにす"0
それと同時にロシア連邦人民代議員大会は、とのE的の達成のためにロシア

連邦大統領によって選ばれた若干の手段および方法がロシア連邦憲法の諸規定

に適合しておらず、社会における敵対と政治危機の深化への直接の道であるこ

とを強調する。

第8回〈臨時〉ロシア連邦人民代議員大会によ勺て立案きれたロ γア連邦に

おげる憲法改革の実現措置を確認し、ロシア連邦の国家体制と領土の金一性を

脅威こ婿す遮邦権力構造の危機の急激な先鋭H~に注愈を払b\ ロシア速郊λ民

代議員大会は次のように決定する。

L rl鈴S年8月初日のロシア人民へのアピールと関連したペ エヌ エ

リツイン・ロシア遠邦大鏑領の行動および決定のロシア連邦憲法への適合性Iご

ついて」のロシア連邦憲法裁執断の結論によって確定されたロシア連邦 ロシ

ア憲法〈基本法)の深刻な違反を確認する。権力の敵対の強化と祉会におリる

政治対決について、ベ・エヌ・エリツイン・ロシア逮邦大統領@個人的責任を

指摘する。

進、州一自治州、自治区、毛スクワ市およびサンクト・ペテルプルク市にお

けるロシア逮邦夫鎌領の代理人の制度を廃止する。ロシア連邦メ議五鏡は、との

点について第7困および第8困ロシア連邦人民代議員大会の決定を実行してい
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ないことを指摘する.

z. 1993年 3月2旧日の「権力危機の克服までの執行機関の活動について」

1993年2月5日の「道、州、自治州、自治区、毛スクワ市およびサンクト・

ぺテルプルク市にお砂るロシア連邦大統領の代理人について」、 19"年3月

15臼の「ロシア連郊の北カフカ ス地織の領土における軍事部隊、園境警備

隊および内務軍の再編忽らびにコサックの園家支援について」のロシア遠路大

統領令の合憲性の点検をロシ7連邦憲法裁判所に申脅するようロシア連邦最高

会議に委任する。ロシア違邦憲法裁布所が結論をだすまで、これらのロシア連

邦大統領令の効力は停止される。

人民権力、人権噂重、連邦制度ならびに立法・執行権力の相互関係およびそ

れらの聞の合意の基礎としての権力分立を含め、ロシア速邦の，法体制の諸原

則の不庫融を確認する。ロ γア連邦の憲法体制の擁護のための憲法裁字闘の行

動が時宜を得ていたことを支持する。

ロシア連邦閣僚会議政府は、 1992年7月16日の「コサヲクの復権につい

て」のロシア連邦鍍高会議の決定の執行の措置を遅滞なくと.こととする。

3 ロシア連邦大統領およびロ γア連邦最高会議に次のことを提案する。

ロシア連邦の連合政府(国民合憲政府)を組織すること

ロシア連邦大統領府に組織された機関および施設で、ロ νア連邦憲法、およ

び国家管理機唱を定めているロシア共和国大統領法に定めらていないものすべ

てをロシア速報閣僚会議政晴の管稽に移譲するζ と

ロシア連邦情報センタ は廃止すること

1993年 3月2<lBのロ νア連邦大統領のロシア市民へのアピールおよびロシ

ア連邦憲法に矛盾するロシア逮邦大前領大統領令を噂備することによって名を

汚した公務員、また自らの行動で憲法体制の安定性に樋害を与え、社会的不織

を惹き起した公務員を犠務から解任すること

4 憲法委員会怯、「ロシア連邦 ロシアの憲法(基本法〉の修正および追
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加について」のロシア進歩曙成主体との合意を得たロ γア速邦の法律案を、ロ

νア連邦銀高会自慢に審理のために提出し、その後にロ γ ア連邦人民代餓員大会

の審理に付すものとする。

5 この決定は公表の時から発効する。

大統領の違憲行為を批判し、 8つの大統領令の効力を停止し、連合政府の樹

立を提案し、連邦情報センターと大統領の地方代理人制度を廃止する、とれが

決定の主要な内容であうたロしかしこれだ砂ではわざわざ大会を開いて政治危

機抑釘闘を図った意味はない。そこでなされたのが人民援軍定施の諒詰てある。

人民投票は92年12月の第7回大会以来大統領が提案していたものであり、大

会怯この大統領の主張を逆手にとるかたちで、大統領に不利な内容の人民投頭

の実施を決めた。その主要な内容は次のとおりである。

1993年4月2泊目に人民投票を行う。その質問項目は次の4つである。

① E シア迫邦大統領ペ エヌ・.9ワインを支持するか否か?

②ロシア連邦大統領およびロシア連邦政摘が1992年以来行ってきた社会

経済政策を支持するか杏か9

③ロシア逮邦大掛領の任期切れ前選挙の実施を必要とみなすか否かヲ

④ロシア連邦λ足代鍵員の任期切れ総選挙の実施を必要とみなすか否かマ

ζの決定の第2項によれば、投票の結果i志、有権者(投票者ではなく〉の過

半数の賛成で採択されるととになっていたが、との点が憲法裁朝所で後に否定

されることは後に述べL

この人民俊豪の質問内容はメ揖領にと qて不利なものであった。各種の世鎗

調査によれば、エリツイン大統領は辛うじて人民の相対的多数の支持を得てい

たが、投東者ではなく有権者の過半数というのは絶望的な数字であった。価格

自由化政策で市民の生活ば苦しくなっているときに、大統領・政府の社会・経

済政策の当否を悶ラといラのも大統領に対する倉地口恵のようにみえる。人民に
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不人気な政策を敢えて行っている大統領の弱味をことさら闘うのである。

大会の暢では、シャフライE副首相がこの提案を批判した。まず第1に、②と

③の質問は①に含まれるのであり、①だけで十分ということであ勺た。不信任

の楊合は当然大統領は静任し、新選挙が行われるのである。第2に、人関投票

法は経済政策に関する人民投票を禁止しており、またどの国でもその種の人民

投票は行っていない。それは人民役票になじまないのである。また大統領の信

任投票は憲法の改正なしに行いうるから、有権者でなく投E医者の過半数でいい

依ずだとも述べている。

結局この人民投票実施提案は、シャフライの意見を容れることな〈採決に付

され、白4:102:27で可決された。原案には、「λ品代議員犬舎で承恕されて

いないその他の質問事項を人民投票に追加すあことはできない」という項目が

付け加えられた。質陪事項に不満な大統領がBの項目を追加しないよう先手を

打ったのである。

大統領の信任投票の実胞には、法的に面倒な払噛もあった.92年"月の第

7回大会による人民投票法の改正によって、園家権力の代表者の信任を問う人

民般票は禁止されていた。しかし既述のとおり、その後の妥協的法大会決定に

よってこの改正は失効したのでああ。ところが、これまた既述のとおり、 8園

大会決定によ勺て、先の7回大会必撞肱破棄された.しかも7回大会決定は金

体としてつであり、その都だけを執行す.乙とは許されないと明記されて

いた。 8回大会も、 7回大会決定を全体として破棄したのであ.。ということ

は人民投票法の改正は生き返ったということになあ。となると、大統領の信任

投票は貯されないととになる白この点の矛盾を指摘す.論者もいた〈ロシア新

聞97-4-13)が、注目されることなく終った。人民投票法の改正は失効した

という扱いがされたのである。もともと信任投薬を禁止す.こと自体、人民主

権の規定に違反す.という指摘もあったが〈イ飽 12-16)。

とうしてともかく 4月25回の人民投票が決定されたのでああが、元々との
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固に人民投棄を行うといっていた大統領側は、独自のそれを行うかどうか決日新

を迫られることになった。大統績は、大会の決定したレフ z レシダムとは.'iJIJO)

人民『録票J(rOnOCOBaHHe)を独自に行う決意を維持していた〈以上大

会薄明録による〉。

C 人民段悪の実権

第9固メ民代議員大会が人民設栗の実施を決定した後も その内容に不識な

大統領は、独自のメ民投票を実施する姿勢を変えていなかった〈イ 93-3-31)。

しかしその後独自の投票は蹄め、 4月19自には人民役票実施・準備に際して

の合法性の保証に関す.大続傾処分を発している〈法令策関ー17-1~拠λ それ

に先立つ 4月 15目には、政府も人民綬票実施のための委員会を設立していた

〈漆令集 93-11-1562)固

同時に大統領側は、大会の決定した人民強豪の結果の評価方誌(有権者の過

半数¢賛成で銀舶は人民投票訟に造反していると訴えた。しかし憲法裁期所

に不信の念を抱いている大統領はこの問題を憲法務半厨に訴えることはしなかっ

た。その代りに人民投票の結果の評価方法についての大統領令を発し、そこで

大会の決定ではなく人民団東法の規定によることを命じる計函であった(イ"

4 -16)0 

議会側も大会決定が人民団票法に違反していることを意識し、急也民投票

法を改正しようとしたが(91年 12月の第7回人民代議員大会の時と同じよう

に〉、最高会議はその改正記失敗した〈ィ 93-4-3)。い〈らなんでもそのよ

うな露骨な方法には無彊があ勺たし、後で法律を改正してもすでに決定した人

民投票について遡及適用することはできなかったであろう。

人民投票法第35条によれば、通常の人民投票は投票参加者の過半数の賛成

で採択されるが、憲法改正の闘題は有権者の過半数の賛成で採択されるとなっ

ている。今回の人民投扉のうち、質問の①と②は大鋸調の信任およびその祉会・
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経済政策の是非を問うものであって葱法の改正ではない。したが合てこれは投

票者の過半数で採択することができるはずである。他方で質問の③と④は、直

緩怠法改正の是非を問うているわけではないが、大統領や人民代議員の任期切

れ前選挙は憲法に規定がないため、憲法を改正したうえでないと実施できない。

人民綬繋で採択されれば、大会は任期切れ前選挙が可能となるように窓法を改

正しなければならないから、事実上これは筆法改正の人民般家になると解せら

れる。

人民代議員等の訴えでとの問題を審理した憲法裁や閣は、"年4月21自に

羽決を下したa その内容は今述ぺたように、質問の①と②は役票者の過半数で

よいとす.ものであった〈公報93-18侮3)。 ζの場合憲法裁判所の事決は、

大会決定は憲法第 4条の国家組織等の法律進守義溺などに違反してい.として

いる。確かに大会決定は人民投票法民違反してい.のでああが、大会は人民投

票法を制定した録商会議より上位の機関であるから、直接憲法の規定に違反し

ていない限り、憲法違反とは言えないという論理も成り立ちう.であろっ。も

ともと大会のような全能の権力機関の存在がおかしいのであるが。

この憲法銭戦聞の結論によ qて、質問主の大統領の信伝投票は、信任が得ら

れあ見通しが強ま勺た。質問Dはいずれにしても支持を得忍ことが震しいとみ

bれていた。他訪で犬統領の狙う議会(人民代議員)の改坦は、有施者の過半

数の賛成が必要であるから、採択される可能性は絶望的であった。ともかく亡

のような動向のなかで、大統領も結局独自の人民投栗は諦め、大会の決定した

メ民俊豪で勝利を目指すという戦術に切り変えた〈ィ 93-4-3)。ラジオ・テ

レビのマスコミを握る大統領側は、それを使勺て大統領支持のキャンペーンを

張ーた。大統領自身は、自分の改選についての第3項目を含め、すぺての質問

に対して、ダ (イエス〉と答えるよう訴えていたが、大瀧傷む支持勢力は、マ

スコミも使って、ダ甲、ダー、ニユェット、ダ (イエス、イエス、ノ 、イヱ
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ス〉を合言薫にした。第3項目以外は支持せよというのである。

他方で議会側vrロシア新聞Jには、各州の泣論調査による事前の予想が迫

草食されたが、その数字は大統領にとってかなり厳しい内容であった。結巣から

みるとかなり操作された世論調査だっと恩われる。議会側は大統領側によるマ

スコミ独占を批判した。ラジオ・テレビの利用時聞は、 85%(モスクワやサ

ンクト・ペテルプルクでは筋叫が大揖傾倒に割り当てられていた批判する

者もいた〈ロシア新聞関 6 -19)。ハズプラートフ議長は、とのマスコミの不

公平さを根艇に、後に人民俊票の結果を無効と主張したりしている〈イ 93-6

2)。

メ民俊豪の結果は、"年6月s自に、全ロシア・レフ aレンダム中央委員

会によって公表された〈ロ ν7新聞悶 5 -6)。有権者秘教は約 1健731万人、

投票参加者怯約6922万人で、役票率は約 64.5%であった。質問aの大統領の

信任については、信任が投票者の弱ι1%(有権者の 37.7%)、反対が鈎 2%

(25.2 %)、質問@の祉会・経済致策については支持が投票者の回 0%(有権

者の 34.0%)、反対4-4.6% (有権者の 28.6%)、質問客の大統領の改選は賛成

が有権者の 31.7% (投票者の49.35%)，反対舗 2%(投票者の 47.2%)、質

問④の人民代議員の改選は、賛成が有権者の 43.1% (投票者の 67.2%)、反

対19.3%(投票者の 30.1%:であった。

人民投票は大統領に有利な結果に終った。大統領に対する信任票は60%を

割り、あまり高いとは言えだい。 91年の大麓領選挙の膿の得票率は有権者の

42%であったが、今回はそれが37.7%に議少したのでああ巴しかし、現状で

はこれでも大陸利であろう。しかも支持されると肱予想されていなかった社会・

経済政策さえ過半数の賛成票を得たことは予想外の成功であった。しかし人民

代議員の改漫俗、予想通りではあるが、支持されなかった。したがって大統領

の勝利とは雪え、具体的には何の新たな権限も大統領に与えられたわけではな

かqた。改革振のなかには、この勝利を根拠に大統領が強権を発動するよう期
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侍する向きもあったが、当時はそ¢条件がるったとは思えない。人民代議員の

改選が否定された直後に議会を解散するわけにもいかなかったであろう。可能

性がめったとすれば、続いて憲法改正の人民俊豪を行うか、憲法制定会識を招

集するかであ勺た。しかし大統領は意外に地道な方法を選ん~。憲法協畿会を

招集するという道である。

第，.大統領特別院台と憲法制定

(1)竃法箇畿会

93年4月25自の人民投票でエリツイン大統領は一応人民の支持を獲得し、

次の争点は新憲法の制定に綾られてきた白 4"00日に怯、シャフライとアレ

クセーヱフが中心になってまとめた大統領側の憲法案が発表された(イ 93-4

釦)。次いでる月 88にi孟畿会側の憲法委員会の"式案も公表された(。νア新

蘭93-5-8)。大統領が自己のベースで憲法を制定するため民合法的に打つこ

とのできる手は隈られていた。そのなかで大統領の遺ん"方法弘、憲法協議会

なるも@の招集であった。おそらくシャフライ副首相などの入り知恵であろう。

93年5月12日、新憲法草案の準備についての大統領令(法令集93-20-17町〉

が、次いでs月20目、「憲法協笥会の招集およびロシア連邦憲法案の準備の完

遂について」の大統領令が発せられた(ロシ7新聞93-5ーお〉。

これらの大統領令によれば、 6月6自に憲法協祭会を開催するが、憲法協議

会の課題U憲法案を完成して大統領に提出するだけである。憲法を自制定するわ

げではない。その後その憲法案をどのような手続で正式に信判定するか怯白紙で

あった。状況の進展具合によってはこの窓法協議会を憲法瓶定会議に格上げし、

公式に憲法を制定するという筋書きも つのγナリオとしてiまあったであろう。

憲法協襲会に参加するのは次のようなメンバーである。 cr連邦国家権力機関

の代表〈人民代議員大会の蜜法委員会メンパ、人民代議員各フラクシ， ，の
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代表、 50人の大統領政府側代表〉、②共和国・遁・州・自治州・自治区・モ

スクワ市・サンクトペテルプルク市の画家権力繊関の代表(各2人の全権代表

と、各迫邦構成主体の立法・執行機関から 1人の代表)、⑧地方自治体代表

(縄問自治の連合体の代表〉、@政党・労働組合・青年間体その他凹大衆団体・

宗教団体や科学アカヂミ の代表、⑤商品生産者・企業家め代表白③~⑤の

団体で怠法協議会記参加を希望するもの〈司法省に霊録されている団体〉は5

月25日までに申請書を提出す各悼の総数は四人以下とする)。憲法却帆

最高議事乱厳高仲裁緩和j所、連邦検察庁の代表も参加することができる。②

の遅滞構成主体からの代表は、 5月31日の大統領令で各4人に櫓員された

〈ロシア運報93-6-4)。

その後の展開をみると、政党その他の団体からは 101組織の代表が参加を認

められた。そのうち政党はMで、独立新聞の調査によれま、民主派 16、反対

派 11、中間派4という。著名なところでは、司νア自由民主党のジりノフス

キー党首、自由ロシア人民党の 'Jピツキ 党首、民主改革運動のポポフ執行委

員長、民主匂"ア運動のスタロポイトワ共同犠長、ロシア康民党のチ品ルニチz

ンコ党首、その他ロ円連邦共産党ミロシア共産主義労働者弘ロシア人民党、

立憲民主党などの代表も参加している。宗教団体では、登録されている全ロシ

ア・レベルの団体仰のうち 15(ロシア正教、イスラム教、パプテスト、カト

リック、仏教等)が参加している〈ロシア遁報卵-6-5、独立新側関 5 -25)。

憲法安員会からは95入、最高会織のフラクション代表は14人、大統領代理

人同人、連調噛成主体からの代表は 176人である。 91笠宮ク デタ 事件で裁

判中の元ソ逮邦最高会議議長ルキヤノフも、ロジア全人民澗盟の代表として重参

加を精望したが拒否された(イ鈎 5 -29)。結局憲法協議会の総員数は 762人

となった〈イ鉛 5-a、イ 93-6-2)。当初ヱス・アレクセーエフ氏を憲法

協議会の離畏にするという話があうた(ィ 93-5 -29)が、結局そのようなポ

ストは設置されぷなかった。
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6月2日には、「憲法協議会の作業手続について」の大統領令と「憲法協議

会作業規則」が発表された〈ロシ7週報93-6-4)。ここでは各グループのま

とめ役が決められているが、逮邦機関代表グループはチェルノムイルジン首相

とア・ヤコブレフ氏、連努晴康主体からの代表グループの場合はジャヲライ副

首相、ステバノフ・カレリア共和国最高会議議長なr、地方自治体代表グル

プはヤーロフ副首相など、政党代表などのグループはサプチャッタ・サンタト

ペテルプルク市長とシェイニス憲法委員会書記代理、企業家代表等のグル プ

怯シ a メイコ第}副首相とアレクセーエフ〈元ソ連邦憲芯監督委員長)氏であ

る。

地方の代表のなかに隊、タンポフ州代表のように、参加はするが最終案への

署名は認めないという条件を付けられところも品った。憲法を最終的に採釈す

るのは大会または最高会議だからという理由である(イ卵-6-2為またそル

ドピァ共和国では畿会が憲法を改正して大統領制を廃止したが、人民が選挙で

選出した大統領をこのようなかたちで追放するのは問題があるところであった

(ζれはロシア連邦の大統領制を否定するモデルにな.とも言われていた〉。ロ

vア政府はこの大伊領制同廃止を認めなかったから、憲法協議会には毛ルドピ

ア共和国大統領も参加していたが、そのため同共和国の議会代表は出席を拒否

したぐ2 シア新聞93-6-11)。

憲法協議会は 6"5日に始まった。 21ああ共和国からは、執行機関の長国

人、議会の議長 16人、州等の行政長官66人、同調際会蛾長 65人、企業家代表

43人、労鍋岨合代表部人等も参加していた何シア新聞卵 6 -5)。イサコ

フ議員、パプ リン議員など一部の保守環は最初から出席を拒寄した。協議会

の繍晴が不公平であるという批判もあった(ロシア新聞93-6-10)。ハズプラー

トフ最高会議叢長は発言の自闘が得られなか勺たととに不服で退場し、約初

人のメンパーがそれに従った。憲法委員会賞伝書官ルミャンツヱフも.. 場した。

/リネン憲法裁判所長官も晶席したが、クレムリン内献には留まった(独立新
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間関 6 -8)0 

憲法協議会の設置ル前の5月初め、大統領は憲法案作成作業委員会を設置す

.処分を発しているが、その中にはリャーポフ最高会議副議長b名が入ーでい

て注目された〈イ錫-5 -13、数立新聞93-5 -13)。伺副議長は第8・9回大

会で大統領攻撃の中心になった人物であったが、人民投栗の結果大統領が信任

されると、大統領との協鋼路線に転換していた。そのためハズプラートフ議長

と白聞で摩擦が生じていた〈独立新聞関 5 -15、ィ 93-5-18)。リャーポフ

副議長は憲法協議会に積極的に参加い議会内部に生まれかけていた反議長旅

の魁となった。共和ヨ院議長ソコロフ、民族院議長アプドラチッポフ、園防委

員長ステパーシン、予算委員長ポチノック、外交委員長アムパルツ モフ、立

法委員長ミチ品コ フ、そ白他アスヲハノフ、ポドプリゴ ラとい勺た幹部会

メンパーも皮ハズプラートフの動きをみせた(イ 93-6-2)。館長が常任委員

会を改畑して、反議長派の常任委員長を解任しようと企んだことも反発を買い、

議会の幹部4<l人がアピールを発する事態も発生した(イ 93-6-9).。

6月5日憲法協議会が開催され、エリツインメ揖傾が冒頭発言を行った〈ロ

シア適報舗 6 -8)0その中で大統領は、従来のソビエト(最高会議等〉の問

題点を列挙している。まず現在のソピエトは 1918年に民主的に遜白書れた憲

法制定会議の強制解散のうえに成立し、以来権力を奪ってきた機構の継承者で

あり、民主主畿と相容れないという。第二に、大会と費量高会議という二重の議

会制凌の問題点、第三に両慌が自立しておらず、両者の上に立つ最高会議議長、

副議長等わポストや幹部会があり、両編合同の委員会があり、両院の合開会議

が常態化している等の問題点、第四に議会の手続が盤備されていないことが指

摘されている。大統領怯新憲法案の特質を説明した後に、その篠沢手続につい

ては、憲法協議会で支持され連邦僑成主体が承認した案を、連邦続完主主体が人

民代磁員大会に提出するという方法を考えていた。との方法ならば人民代議員

大会も拒否することは困難であり、おそら〈シャフライ副首相の考えた巧みな



ロシア新憲法体制への道程 187 

方法ではあった。

6月5Bの報告の中でL リツイン犬統領は、議会側を批判し、 fソピヱトと

民主主義は両立しない」という言葉を使った。乙の言葉は当時の争点を醐甘す

る重要な表現とな勺た。ハズプラートフ議長怯この言集を撤回しない限り憲法

協畿会には畏らないと述べた(イ 95-6 -10)。この樋合のソピエトとは革命以

来の代表機関のことであり、「最高会議」もロシア語では「最高ソピエト」で

あった。ペレストロイカ初期に「金権力をソピエトへ」という革命当初のスロー

ガンが復活し(共産党に奪われていたソビエトの権力を回復しようという遂動)、

あたかも全権力を統合した本来の意味での「ソピエト」の復閣が目指されたか

のようであったが、客観的な歴史の発展の論理としては、権力分立輸を受容し

たうえで代表機関としてのソビエトを立法機関に純化再編しようという運動

であーた。そしてこの目的は、ペレストロイカによ 9 でかなりの程度実現され

ていたのではあったが、人民代首長調大会のような「ソピエト」型の金権力機闘

がなお残存していたのである。エリツイン大統領の「ソピヱトと民主主畿は両

立しない」という発言は正しかったのである固

最高会隠は6月9目、憲法協崎会への奮加の問題について決定を発し、最高

金議の代表としてハズプラ トフ議長を派遣することを決定したが、その場合

次の4つの原則を確怒しているロ憲法案は、憲法委員会案、大統領案、その他

の案を考慮した統一案を作ること、「ソピエトと民主主畿は両立しない」とい

う大統傾の発言は矩杏すること、憲法協議会の決定は「勧告」にすぎないこと、

憲法徹定手緩は最高会議および大会が決定することの4つである曲線羽部

913)。

憲法協議会での憲法草案の審議は蔀会別に行われたが、 6月16日の総会で

は「ロシア距断憲法草案についての声明」札制人中467人の質成で採択

された(ロシア通報93-6-17、独立新聞93-6-11、。その後部会での審践を続

けた後、 7月12日憲法協機会は最終日を迎えた。この自の絡会で憲法協議会
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の憲法案が483:62:63で承認された。当初750人いたメンパ も、こお時点

では随5人に減勺ていた〈独立新聞93-8 -13)。大統領側は、この憲法案が地

方で支持され、それが中央に跳ね返ってくることを期待していたのであるが、

，治協議会の場での地方の反応はむしろ永ガティプであった。連邦構成主体の

代表の多くは反対般票し、共和圏レベル(全部で 21)で賛成したのは 5つの

共和国の代表だけであった(抽立新聞 93-7-13)。憲法協議会で審議の基礎に

芯ったのは大統領の提案した憲法案であったが、それは大幅に修迂されていた。

協議会では 500以上旬修正案が提起され、約200が採用され、その結果 130の

条文が修正され約40の新規範が追加されたという〈イ 93-7-13)。

憲法協晴会の構想が発表された当時は、筆者は、またまた時間の無駄をする

のかとうんざりした気分になると司時に、エリツイン大統領の窓外な宰抱強さ

に感心もした。しかし完成された憲法案をみると、原案よりはるかに改善され

ており、憲法協議会を開催して衆知を結集した意味はあったようであ答。しか

しこの原案をどうするかについては依然として不透明のままであった白憲法案

は地方に送られ審議されるととになっていた。地方で圧倒的な支持を得られれ

ば、それを綬鎚に次の手を打つことも考えられたが、もともと憲法協畿会の場

でも、地方代表はこの憲法案に積極的には賛成していなかった。よりよい憲法

案はできたが、その伽定は前途多難であった。

このような大統領主導の憲法協議会の動きに対して、議会側はどのように対

応していたかo}民代議員大会の存在が旧時代の残浮であることは議会側も認

めざるをえず、大会の憲法委員会の作成した憲法案でも、大会の存続は予定さ

れていなかった。したがって新憲法が徹定されれば現在の代議員逮怯必然的に

その地位を失うことになる。新しい議会が形成さきれてもその定員は激議する

00個人から4ω-5加入程度に〉し、共産党の支配下で選出された現代自民員

が再選される可能性は低かぢた。そのため彼らは新憲法の制定記消極的だった

のである。
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"" 
第 7国大会の「ロシア連邦新憲法草案に関する作業の継続についてJの決定

(鎗年 12月9日)では、新憲法劇定作業をさらに継続し、 93年の人民代議員

大会で審理するとしているが、将来の日程は明確ではなかった。

4月"日の人民役票後、大健領主導で抱腹法が4腕定され.ことを危倶した最

高会編は、 4月25目に「ロシア連邦の憲法草案の作業の完滋についてjの決

定を採釈し、憲法制定の日程表を決定した〈ロシア新聞93-5-8)。それによ

ると、酒屋法委員会は、共和国院および民族溝と共同で、 93年5月m目までに

憲法の基本規定案の作成と大統領との合意を成し遂げ、合意を得るためそれを

連邦噛成主体に送付する。連邦構成主体の議会はそれを審議し、"年 6Ji 10 

目までに憲法委員会ヘ修正案等を送付する。 93年5fl 25日に議会で地方代表

や専門家の窓見を聴聞する。憲法委員会は、それらの結果を考慮した新憲法案

を、 93年6月鈎目までに最高会議に提出す'0最高会識は 93年 10月 10百

までに愈法案の逐条的な審議を終る。 93年 10月 15固までにとの憲法案を公

表する。 93年11月17日に新憲法の審議・採択のための人民代議員大会を招

集する。これが議会側の計画であり、議会の主導で 93年 11月 17日以後に新

憲法怯脅制定される怯ずであった。

大統領側の憲法協議会の開催に対抗して、議会側も大会の憲法委員会を闘い

たり(その委員長砿大統領自身であるから、大統領抜きで闘催できるのか否か

が問題にな勺た〕、地方議会の代表者会織を開いたりしたが、憲法制定の主導

権怯大統領に握られたままであった。

93年6月4目、筆法協議会の開催を目前に、最高会議は「ロ γア速邦の憲

法草案の合意および採択手続について』の決定を採択し、大統領側に妥協の姿

勢を示した〈ロシア新聞舗 6-10)Q 4月笥自の決定でも一応大統領との合意

が目指されていたが、そ才を改めて明確にするとともに、統案の作成に隠し

て憲法協晴会の提案も考慮に入れることになってい忍。また，.月の全人民討

議を行うことが盛り込まれた。憲法の篠沢弘や怯り人民代緩員大会で行うが、
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11月17日に招集されるのは第議会とされており、最終的採択はさらに先の

ことになるようであった。 6月初日にも最高会議は憲法作成作業についての

決定を採択しているが、作業を継続するという無内容なものである(公報 93

27-1025)。

93年7月 14目、憲法協議会の憲法案は、大統領によって最高会議に送付さ

れた。最高会識はそれを受けて、 7月初日に rcシア連邦憲法案の作業につ

いてJの決定を採択した。同決定は、議会側の，法委員会に対して、議会側の

憲法案を基礎にしつつ、 ζ の大統領提案の憲桧案その他も考慮にい九起草作

業を継摘するよう提案した。また大統領側の地方重視の姿勢に刺織されたので

あろう、窓法委員会に漣邦構成主体の代表も追加することを決定してい.。他

方で大鷲領 b，7月24自民「ロシア連邦憲法案の合愈手続について」の大統

領令を発し、憲法案について議会や地方との合意を得ることの必要性を再び説

いている。あまり内容はない大統領令だが、地方での審議を経たよで再び憲法

協議会総会の招集を予定しており、また1断定方法についても怠見を集約するよ

う提起している(ログア新聞93-7 -2'η白

このように機会側も}応憲法の制定自体をIa否することはできなかったが、

まだ任期を援す現職出議員逮怯憲法制定に熱意はなかq た。ハズプラートフ議

長は、新憲法の大掛銭案と議会案について、『悪い憲法案と非常に悪い憲法案

の岡ゎ適捗U だと述べた(イ 93-7-11、独立新聞 93-7-17)。率い憲法案と

は鶴会案のことであり、非常に悪い憲法案とは大統領案のことである。あるい

は同議長は、重要なの怯憲法で拡なく経済閣題であり、「憲法はわれわれが採

択する時がくれば採択されるだろうjなどと諮っていた(イ鈎 7 -14、ロシ

ア新聞93-7-30)。

(2)新書迭草耳障の嶋脅
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憲法制毘をめぐってはさまざまの論争があり、多くの文献がある。ここでそ

れらを盤理する余絡がfょく、甜憾に思うが、 5引踊で簡単に論じたことはある。

[1ロシア新憲法論争J(目本国際政治学会編 rcI Sの行方J1菌際政じ治104号入出抱

年〕 ここでは、主として、原案 (93年4月初日に公表された大統領案〉と

比較しつつ、 98年7月12日の憲法協議会案と同年 11月10日の最終案〈その

後 98年12月12aの人民投票で採択された)の特徴を簡単に墜理するにとど

める。

A. I関唱年7月12日到底詰鑓晴全車裏

①総論

原案には総則的な章はなく、第1掌はいきなり「人の樹脂よぴ自副となっ

ていたhζの第l章の最初の 7カ条が総則的な規定であった。今回の男優では、

第1>震は「憲法体制の惹礎』と題され、特別の位置付けが与えられている。こ

の第l望者は療法自体の基礎をなす部分であり、憲曜の他の部分はこの第1章に

矛盾してはならない(第16条〕ことになっているのでああ。旧窓法のもとで

は、総則lにおいて権力分立日原則を規定しながらも、いわば各周'1に当る欝分で人

民代議員大会の「金権力性Jを定めており、この両者は矛盾していた白現実に

は「各耐」の方が機能していたのである。この否定的教訓から、先のような条

項が設けられたのである。また この第1掌は、通常の改憲手続では改正でき

ないことになっている(第135条)。つまりそれは憲法改正ではなく、新憲法

の制憶になるという意味であろう。この場合は憲法制定権力を行使する「憲法

集会jを招集することになる。

次に「憲法的法律j という新しい概念が登場した(原案にもある)。この語

は従来から用いられてはいたが、実定法上の具体的な意味弘もっていなかった。

しかし新憲法案によtl.l'!、宿法に ril法的法律」として鎮定されたものは、通

常の法律とは異なり、その採択にはかなり厳しし、特別多数が必要(通常の練法
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改正手続ε同じ〉であり、またこの場合は、大統領は署名拒否権をもたない

(第107条〉。憲法的法律は憲法と同ーの効力をもつのである。憲法的法律とし

て憲法が予定しているのは、例えば、非常事態法〈第 56 条)、逮邦~構成に関

する諸法律(第66条、第 137条占、国旗等に関する法律(第70条)、人民投票

法〈第84条)、閣僚会議法(第114条〉、裁判噺構成法(第118条)、憲法裁判

所法最高裁判所法・最高仲裁裁執所法〈第128条)、憲法第 1章の改正に関

する法惨(第 135条J芯どである。

小さな問題だが、憲法典に霊場する地名の変更は、憲法改正手続なしに、い

わば自動的に行われることになる(第 137条)。レニングラード市がサンクト・

ベテルプルク市に改秘した時、憲法典中の敬称がなかなか承認されない事例が

あったが、そんなことを考慮にいれたのであろう。

原案伝なかった社会諸国家の鏡定が導入された〈第7条〕。これは公式譲にあっ

た規定を参照したものである。

②人権規定

原案は、人権と市民の権利を分ナて8'1の章に規定していたャ 92年のサプチ+ッ

ク・アレクセ エフ案以来の形式である。両者を学問的に区別するととは窓味

のあることであるが、実定法上は撃に走りすぎてかえって混乱を紹〈恐れがあ

る。今回@案では、第2章の『人および市民の権利および自由』の中に2種の

権利は統合された。

規定の順序は 般原釦j 侵入的権利、精神的権利、政治的権利、経済的権

和、社会的権利、裁判を受ける権利、義務となっている。私的所有施を人の自

然権とした規定(第34条)が目立つ(原案以来であるが)。

③大続領制

大統領は国家元首であり、副大統領のポストはない。この点怯源寮と同じで

ある。大統領の任期は5年から4年に短縮された(第81条)。大臣の任命に際

して怯 原案で怯連邦院への諮問が必要であったが、それは削除された。大統
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領令と大続領の処分について、原案で怯限定が付いていないが、憲法および溶

律によって定められた権限の範圏内でという趣旨の限定が付げられた〈第90

条〉。

大説領による議会D解教怯、要件が厳軍になった。原案では、大統領の提案

した首将喉舗を連邦院が拒否し続け、そのため首相の任命ができない場合のほ

か、国家権力の危機が憲法の定める手続で解決でき江い鳩合にも議会を解散で

きた。新案では、首相が任命できない場合と国家勝""政府不信任を反復した場

合に園家院を解散できる(第 III条、第116条)。

憲法案では、犬統領は3権の上に超然と立つ国家元首であり、従来のようj己

執d纏カの長ではない。執行権力の長は首相である.したがって大統領怯関離

を主宰する立場ではない。そのため政府が大統領の即感を超えた行動にで石こ

と肱ありうる。これまでも大統領府と政府のニ頭阪が存在していた。それを考

慮したのか、新案では、大統領は、憲法・法律・犬統領令に違反す革政府の決

定・処分を破棄する極限を与えられている(第 115条)。

⑧鰻会

人民代議員大会のような金権機関や、最高会議幹部会、最高会議議長といっ

た制度が存在しないのは原案と同じである。原案では両院の合同会識が従来と

おり重要な役割を損じそうにみえた(聞東第則条Oが、新案では両院は"の

機関であることが明確になっており〈第99条〉、その権限もかなり詳阪に規定

されている。首相の任命権、政府の不信任・総辞職の決定権は遮邦島幸''''ら国家

院に移行した。

⑤怠判梅

原案には、最高司法会両という奇妙な借り度があった。これ弘容暗銭，~明穆長官、

最高裁歌所長官、最高仲裁裁判所長官とその各第ー代理のほか、 3人の連邦裁

判官から構成される司法の最高機潤である。大統領の解任事由の存在の認定等

重要な機能を果たすことが予定されていた。とれは従来憲法訟判所が機会寄り
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の姿勢を示していた CiI法裁事所が偏っていたからというよりも、憲法が儀会

側に有利にできていたため、憲法に忠実であれば議会寄りにならざあをえなかー

たのであるが)ため、それを統制しうるさらに上位の機関を構想したのであっ

た。しかしそれはいかにも不恰好な制度であり、廃止されたのは当然であうた。

原案では、憲法裁判所に個人が訴えることができるのか否か明確でなかった

が、新実では個人の訴厩権が明記された。検察機関は、従来の一般監督権を墓

本的に失い、ただ国家機関や公務員の逮訟な法令を裁事所に提訴しうるだけで

ある〈第129条l.

⑧速邦制度

総則的規定のなかに、ロシア連邦を構成する共和国が「主稚園家」であ名と

いう条項が導入された(第5条)。原案にはなかった表現である.また立法の

区分が多少明暗になった。つまり迫多曙織については当然忽がら連邦誌が規定

する。共同管轄について位、連邦が益本訟を制定し、核成主体がその範週内で

独自の法令を採択することになる。 ζれは従来と同じ方法であり、共同管稽と

いっても事実上連邦管輸と胃じことになる可能性がある〈第7E条)。連邦が地

方に出先機閣を設置しうることも明記された〈第78条)。

B. 1993隼12月 12日ロシア遍移笹筋曹迭

①総則

まずさ主因されるのは、ロシア連邦の構'"単位である共有閣の憲法上の地位が

低下した。連邦散度の基本規定〈第5条)から「共和国は主権国家である」と

いう条項が削除された。ロシア連邦の構成主体である 21の共和国は前案では

「主権」園家とされていたのである。旧ソ連邦を構成した15の共和国も主権国

家とされていたが、かつてはそれがソ連邦解体を促進する理論的噌拠となる目

が〈あとは予想できなかった。ソ速において様法上の原則が環実拘なカをもっ

と弘恩えなかったのである。ロシア連邦においても共和国に主梅を認めること
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は将来に鋼板を残すことになろう。「共和国は自らの市民権を定めることがで

きるJ(悶第6条)という条項や、権力の「非集権位三j(旧第5条〉という表現

も削除された。 93年10月珍変後の有利な権力関係を利用して、中央政府は連

邦2たがを締め直そうとしているのである。他方でそれとパランスをとるため

か、ロシア連邦の主権に関する表現や〈旧第 1条〉や、「金一的で不可分の周

家J(旧第4条)という表現も削除されている。

経済活動の自由については、「法律で禁止されていない」限りという条件が

削陳され(第8条λ 自由化の必要性がいっそう強調されているのに対して、

第7条の「社会国家」の規定は了後退jしている。「人聞の自由怨発展の条件J

作りが強調される反面、「社会福祉の保煉Jの語は姿を消した。福祉園家より

も自由国家が目標とされているのである。

旧13条に位、併されない行動の列挙のなかに、「ロシア速邦憲法および逮郊

の法律の定めていない権力構造の貧設」が含まれていたが、それは首除された。

鉛年9月21日のエリツイン・クーデターは、これに該当する可能性がある。

新憲法下で将来反ヱリツイン政権が誕生すれば、エリツインの行動はその責任

が追及される可能性がある。そのようなことも考慮されたかもしれないd

② 人権

人権規定については大きな変化はない。前案では、死刑は陪審員の参加する

裁判断の判決によってのみ科すことができた。新憲法では、陪審裁1闘の要求は

被告人の権利であるが、被告人がそれを放棄すれば陪審員の参加なしに死刑判

決はできることになョた(第2G帯。園家機密のリストは逮邦訟で定められる

が、前案ではそれは「網羅的」なりストであるとされていた。しかし「綾羅灼J

という言葉は削除された(第鈎条)。

前案では、結社の自由は、法律その他で制限しうることにな q ていたが〈前

察第"条)、ぞれカ哨t除された。市民の裁判への参加権が明記された〔第辺

条)。国家機関等への綜廠権が規定された〈第33条λ
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所有権の規jEは表現が変化した。前家では「私的所有権は人の自然権である]

とされていたが、それが「私的所有権は法律によって保護される」に変った

(第"'条〉。私有権の尊重という続報からはやや後退した表現のようにみえる。

他方で、法律によって財産を奪いうるという極旨の表現は削除された。土地所

有権についてほ、所有権を尊重する方向に多少表現が変化している(第36穿8，

ストライキ権などを行使しうるのは、「連邦の法律で定められた解決方法を

布周」した上でのことであ香という条件が可制百された(第37条λ

家族に関して、育児労働は勤続年数の計算に入らないことになったぐ第鎚条〉。

社会保障を受ける条件から「労働能力喪失」が削除されたロとれは老齢病

気、障害のいずれかに該当するからで高ろうか(第関条" r年金、社会扶助

科および社会的優助は、法律で定められた最信法活基噂臥上の生活水準を保障

しなければならない」という表現は削除された。

環境について信頒しうる情報を得る権利が追加されたく第42条入各人隊、

エコロジ 上の法違反によってその健康または財産が被q た領害の補償を受け

る権利を有する。

成人年齢は 18歳であるが、前集では法律でその例外を定めう.となってい

た。しかしこの例外規定は宵除された〈第的条〉。以前は婚姻年齢も 18識で

(ζれも成人年齢として統 されていたのである)、例外的には 16畿でも認め

られていた。例外規定の削除は婚姻年齢にも影響を与えるかもしれない。

③大統領制

大統領は国家元首であるが、同時に「最高金職者jeいう規定もめった@自

案第80条〉。後者は本来「園家元首」以前の段階で周いられた表現であるから、

新憲法では削除された七大統領の年齢資格は上保が65歳〈選出時の年齢)と

忽っていたが、それが菌除された(第81条〉。とれは政治尚な窓味拡ないかも

しれないが、エリツイン大統領の畳李鵬を考えると多ゆ気になる修正であ.，エ

リツイン大統領は例年に選出された時59歳であり、任期の満了する 96年に
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は64織になるはずであーた。つまりもうー度立候補できたのである。大統領

は2期務めることができ(j;6;、新憲暗の制定によって任期の計閣がどうなるの

か、 94年6月に大統領選挙を行う場合も含めて面倒は問題が残る。もし 94年

の選挙でエリツイン大鏡領が誕生し、それが新憲法下の 1期目と考えれば、

鈴年の選挙にもう 度立候補できる(65歳を超えているが)ことになる。

大統領の権限ほ強化された(第83条〕。まず首相の任命権が富家閣から大統

領に移った〈国家閣の問憲が必要だが)。政府の総辞職の決定も国家院かb大

統領に移った白次に大統領は、政府の会識を主宰する権利を与えられた。前案

では、大統領は一見強犬伝権力を有するようでありながら、他方でその地位は

「象磁j化する可能性があった。大統領以閣議を主宰する地位にはなく、三緬

の上に超然と立つ存在であったのである。しかし新憲法では、大統領は町議を

主宰しうることが瞬間されたのである。

⑧議会制

連邦院の性格が変ーた。その髄員は還挙で選ばれあのではなく、以前の構想

のように、連邦構成主体の代表・執行機関から l人づっ代表が派遣されること

になった(第街劃a 国家院議員の数は400人から450人に増えた(同条)。

前案の第97条には 「連邦院議員および国家院議員は、その発した意見、採決

に際しての立場、および議員の地位に基づくその他の行為のために、その任期

の満了後も含めて、法律的責任を追及されるととはない」という条項があった

が、削除された。園家閣の首相任命権は、同意権に変った(第1閃条)。

⑥政府

首精の任命権が図書官鳴から大統領に変ったことは厩述のとおりである。ただ

新燈法でも、首相の任命に怯国家院の同意が必屡だから、実質的にはあまり変

らない回国関院が3度同意を短否した橋台、前案では、大統領は国家院を解嚇

し、「首相代:rrJを任命できるととに江っていたが、新憲法では国家院を解散

して「首相」を任命できることになった(第111条)。
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前案では、大統領は国家院に対して政府の総辞職の問題を提起することがで

きるだけであったが、新憲法で位、大統領は自ら政粛の総辞職を決定できる。

霞家院の同君主は才凄であι ここでも大統領の権限倍強まーた。新憲法では、

官相も政府羽信任問題を国家院に提起できることになったやこの場合国家院が

羽信任を拒否したときは大統領は7日以内にロシア逮邦政捕の総辞職の決定

を行うか、または国家院の解散を決定して新選挙を指定することになる〈第

117条)。

前案では、追邦嫡成主体の執行権力の長は、自動的にロシア連邦政府の構成

員になあことになっていた。旧γ連邦時代もそうであったし、現在でも 21の

共和圏の首相はロシア連邦政府のメンパーである固しかし連邦楊成主体の首長

ということになると gg人も存在し、それを政府メンパ に加えることは人数

約にも無置がある。そのため新憲法では育除された(第110条)。

⑧ ..判権

窓法裁判所の裁判官数が 18人から 19人に増えた。憲詰溝判所の管鰭につい

て、規定の表現'"かなり変ったが、実質的な面は憲法裁判所法の展開をみない

と分らない。合憲性の審査の提訴権者が列挙されており、感法裁1判所が自らの

イ品シアティプで審査することはできないようである@ゾリヰン長官時代の纏

法裁判所は独自のイエシアティブで重要な役割を演じたが、それはしばしば大

統領側にとって不利であ勺た。また審査対象から、「社会団体の創設および活

動の合憲性」が削除された。以前の共産党裁軒は、エリツイン大統領の共産党

議止令の合憲性を閥う裁判と、共産党の存在自体の合憲性を問う裁判が銭合し

ていたのであ忍が、後者の裁判はできないことになる。また市民の憲法上の権

利および自由の侵害に関する事件については、当該市民だけでなく畿判所も憲

法裁判所に審査請求できることになった白さ句に憲法裁~lffl (1)憲法解釈権に関

する条項も設けられた(第125条〉ロ

検察制度については、その権限に関する条項が削除さ九それは法律に委ね
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られることになった。前案でもすでに、かつての一般監督権は大幅に縮小して

いたが、さらに櫨小Lて西欧型の検察機関に近付くことになるかもしれない目

代って倹察機関の集権性を強調する条項カ置かれた(第129条〉。

⑦ 憲議改E

前案では憲訟第1章(憲法体制の基礎)は遍常の憲面改正の対象外ときをい

事実上新憲法制定の手続によることになっていたが、それが、第2貫主く人纏)

および第9章(憲法改正〕にも拡大された。新憲法の制定の場合ほ憲法集会が

招集されることになる均三、新憲法で1'，それとは別に人民投票によ勺て制定す

ることもできるように改めbれた(第135条)

⑧移行僧置について

憲法典第2部の移行措置にはいろいろ問題がある。 93年 12月 12回の人民

投票によって新憲法が採択された場合、現在の国家漕機闘はどうなあのか。

まず現在のロシア連邦大統領は、その本来の任期が満了する(1996年6月)

までその権限を行使すあことになっている旦しかし他方で大統領令により 94

年6月に大統領選挙は予定されてい'0この矛盾の解消が必要であるし、また

大鱗領歴の計算の問題もあるととは既述のとおりである。

次に議会については、第1!闘の遠邦院および第 1101の園家院は、 2年佐任期

で選出される ζ とになっている。しかし憲法樹択の人民般票と議会選考葬は同時

に行われており、この選挙が新憲法案のいう第1期の議会に相当するのか杏か

も問題になる。新憲法案の定める連邦院と犯年 12月12自の選挙で選ばれる

速邦院位、議員の選出方法が違うのであるから、なおさら疑問がわし第1期

の国家院議員~げは政府の携成員であってもよいというのも問題である。鈎

竿 10月1日の園家院穣員退場規患で怯大1臣との兼務を禁止しているからであ

る。これらの諸問題について法的な盤合性を与えるための「移行措置」がさら

に必要となろう。
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(2)ロシアの連邦明盟

A 違邦問掴の経過

神戸法学年報第9号c1舗の

ロシアの迫邦問題について、ここで全面的に論じる余裕がない。新憲法をめ

ぐる動向との関田で、問題点を概観するに止め'0
91年3月31臼のロシアの連邦条約の調印により、ロシアの速邦問題は 応

決箸したかにみえた。しかし現実D速邦関係に変化ははかーたし、また不安定

な政局と、新憲法の制定を硯んで、中央と地方の関係は流動的であり続けた。

92年 11月、第7回人民代議員大会を前にして、大統領"大会に対抗するため

に共和国首脳会識を招集した。以後地方勢力に依拠しつつ議会に対抗しようと

いう大統領側の職衡が展開されることにな<0しかし中央の政局に対する地方

勢力の態度は日和見主義的であり、彼らは、中央の政争に便乗して地方の権限

の拡大を図ろうとしていた。

関年5月"日共和国国首噛会議が闘かれたが、 91年に調印された連邦条約が

実施されていないという点に共和国ω不満が集中した〈イ鈎 5 -27、ロシア

速報93-5 -27)0 5月27日には、大統領に対して連邦条約を現瞳化するよう

求めた最後適用庭的な文書に16の共和ヨ首脳が署名したと伝えられ、その文書

が公表された G独立新調倒 5 -27)が、実際には署名は拒否されていたこと

が後に判明するといった事件もあ q た〈独立衛問93-5 -29、ロシア新聞93-" 

29)。

90年9月27目に主権宣言をしていたサハ(ヤク チア)共和国は、その生

産するダイヤモy ドを武器としていた。地下資額の所有権は共和国に認められ

てい.が、しかし産出したダイヤモンドの 80%はロ γア政府に引き渡し、共

和国で自由に処分しう.のは20%にすぎなかった〈組立新聞 93-9-14)。こ

のような事情が地方の自立化傾向を促していたロ

中央放府は、少数民族による共和国とロシγ人中心の温・州を対抗させ、共

和国の制限拡大要求に対しては州の審戒し必稿用し、州の権限広大要求に対し
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ては、それに対する優位を主張する共和国側の心理を刺周した。

このような情勢の下で、州のなかには共和国への格上げを宣言する例がでて

きた。鉛年5月14目、ポログダ州議会は、ポログダをロシア連邦を構成す否

国家・地域構成体と宣雲し、ポログダ共和留の創躍を承認するようロシア連邦

に訴えた〈ロシア通報93-9-8)。スベルドロフスク州では4月25ヨの人民投

票に際して、州の共和昌格上げの是非も質問事項に加えていたが、住民の多数

はそれを支持していた。 7~ 1目、スベルドロフスク州議会は共和国宣言を行っ

た〈イ飽ー 7-3、イ 93-7-9)。さらにそれは近隣の4つの州(クルガン、

オレンプルク、ベルミ、チ&ラピンスク〉を加えた拡大ウラル共和国構想へと

発展している〈ロシア通報舗 9 -16)。ζ れらウラル地域はロシア金体の税収

の18. 3%を負担しながら、これら地域に支出されるのは 12%にすぎないと

いう不識がある〈イ鉛-9-l'I)。沿海道でも共和国創設の方針が決定された

〈イ 93-7-9)。後にケメロポ州知事トゥレーエフ(保守派で以前ロシアの大

統領選にも立候補したととがおる3俗、シペリァ共和国の創設を提伊召している

〈イ 93-9 -28)。共和国の権限拡大要求と並んで、地方の「共和国化J(独立新

聞鈎 7 引のいう現象が進んだのである@

中央における議会と大統領の対立の構図は地方にも及んだ白当然ながら、地

方の議会は中央の議会を、地方の執行権力はヰ吸の大統領を支持する低句があっ

た G独立新聞93-3-10)。モルドピア共和国では憲法改正で大統領制が廃立さ

れたが、すでに人民の選挙で選ばれてい名大が領をそれで失職させることがで

き4るのか否か関緬があった(イ 93-'一的。チ品ラピンスク州では、エリツイ

ン大統領の任命した行政長官と選挙で遍ばれた行政長官が並立し、二重権力状

態と悠った〈イ鈎 6 -18)。チェラピンスクにほ陶ウラル共和問構想もある

(イ 93-8-3)。ペルミでは州議会と市議会が対立した(イ銅 9 -15)。ペン

ザ州では反エリツイン派の知掌が選出され 岡市政長官が逮捕された〈イ鉛-

6 -1)図
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地方の支持をとりつけるために、その制限のa広大や利益の保護を認め忍法的

措置もと bれた。"年6月4日には、「ロγア連邦の園家建設に関する若干の

緊急措置について」の大統領令が発せられ 連邦条約の実質化を図る措置をと

るよう政府に命じた〈ロシア通報93-6-8)Q 8月初自には、「ロシア遁邦情

威主体の執行権の長の社会的・法的保護のための追加措置について」の大統領

令が発せられた(ロ γア新聞93-8 -31)。

"年7月12日に憲法協齢会の憲法案が承認されたかえその衛艇司法をめぐっ

ては手詰り状態が続いた。釘開策として大統領側が行ったの低連邦評議会の招

集という構想であった。ロシア連郊の構成主体 (89)の代表で構成される連邦

評議会の構想ば、第9回人民代議員大会で、地方の代表が提起したものであっ

た〈イ 93-4 -13)。連邦評議会は将来の議会の上院〈連邦錦〉に転換するもの

と予定されていたから、連邦瀞議会を使って半公式的に憲法を制定するという

選択肢もありえた。

8月 13目、ペトロザポ ツクで共和国首瀦会議が閣催され、チェチ品ン共

和国以外の共和国首脳が出席した。大統領は、諮問・協載機関として、各構成

主体から 2人の代表(立法・執行権力の代表〉を派遣して構成される連邦評議

会の設置を提案した(イ関 8 -l4)。共和国代表もとの構想を支持した〈独立

新樹鈍 S-14)。チ孟チ品ン共和国はすでに独立を宣言し、ロシアの動向を無

視する態度をとっており、各種会議にも代表を派遣し"いため、この時期以降

は、構成主体の数は通常88と表記されている。連邦評議会を公式の機U闘とす

るためには、議会による立結措置が必要であったが、援会側はそれを然観した

(ロ νア逐縄93-8 -31)。連邦評議会は現議会の競争相手となる存在であったか

ら、それも当然であった〈独立新聞鉛 a 釘1.

大統領側は、連邦評議会結成協定と連邦評議会規程の草案を単偏したが、議

会側はそれに反対であった(ロシア新聞鈎→ 9-17)Q 9月18目、連邦構6珪体

の代表・執行機関の指導者の会識が聞かれ、エリツイン大統領は連邦稗強会の
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創設の必要性を力説した〈ロシア遍報93-9 -21)。後から恩えば、これ怯 9月

2[日のエリツイン・ク デタ の予告でもあった。議会を廃止した後にそれ

を代行する機関として、連邦評議会が位置づ砂られていたのである。 9月2[

日の大説領令では、先にみたように、連邦評議会が議会の1院として位置づけ

られていた。

しかし 9月21日のエりツイン・ク デターに対する地方の反応には厳しい

ものがあり、特に地方叢会は反エリツインの立j鳴を明確にした〈独立新聞 93

9 -30)0 9月26日にはエリツイン大統領の行動を批判」ロシア連邦最高会

舗の立場を支持する地方議会のリストが発表されているが、それにはカレリァ、

モルドピア当事9の共和国頃高会議、サハ・ヤク チアとトワワの 2つの共和国

D最高会議幹郎会・政府、マリ】共和国最高会議幹部会、舗の道・州諸民会、

モスクワ市議会、サYクいペテルプルク市議会、 14の道・州'1'暢金その他

が名を連らねている〈プラウグ船 9 -29)。

それでもロシアの連邦体制を維持するためには、エりツイン政櫨としても地

方と妥協する必要があり、当初はその姿勢も示していた。しかし 10月4自の

騒乱を鏡匡した後、エリツイン政権は、その余絡をかつて、地方の保守派勢力

の一掃に乗り出した。 10月2日の大講領は、 [0月9日に通関評議会を開僻す

るという処分を発していた〈法令集93-40 おo9'が、その後の武力衝突を経

て、結局進邦評議会は開催きれなかった(独立新聞93-10 円。連邦評議会は、

連邦構成主体の立法・執行楊闘の長(計2却が自動的に議員になることになq

ていたが、それでほ!日1努力が温存されるからである。結局10月11日の大統領

令(後述〉で、連邦院の議員も直接選挙で選ぶように方針が変わるのである。

9月27日には「ロシア逮郊の段噛的憲法改革期における執行権力機関の機

能こついて』の犬統領令が発せられたが、それによれば新連邦議会の発足まで

道・州・自治州・自治恒・連邦構扇柿の行政長官の選挙は行わず、その任命・

解任は大統領が行うことになーた〈法令集鍋 40-3739)010月7日に俗「道・
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州 自治州 自治区および連邦指揮成市の行政長官の任命・解任手続について」

の大統領令が発せられ この人事は首相の提案に基づいて大統領が行うと定め

られた〈法令集93-41-3918.ん

大統領は、プ')帯ンスク州、ノボシピルスク州、アムール州、ペルゴロド州

などで宥政長官あるいはその代行の新人事を行ヲた〈法令集93-39-3棚、同

93-4ト拙ト拙&伺93-42-4014)010 ~ 11固には、大統領制を廃止して中

央政府にも反抗的伝モルドピア共和国に、大統領の代官を派遣する大伊領令が

発せりれ、また大統領に従わなかったベルゴロド州の行政長官を解任して新長

官を任命する大統領令が発せられた(ロシア新制鉛 10-13)09月21日の大統

領令を批判していた地方でも、 10月 3-4日の騒乱後は、エリツイン政権に

恐れをなしたのか、中央政府を支持す.傾向が現れ、地方議会の中には自主解

散する動きもみられた〈イ勾-10-9)。係守派の強かったト珍レ四エフ議長を

戯〈ケメロボ州議会も、事実上解散状轡となった〈イ 93-10-15)。他方でスベ

ルドロフスク州のように、ウラル共和閏創立宣言後憲法を物定して本格的に共

和国の還を目指している州もある村総 10-2め。

9月21日の大統領令では、地方議会はそのまま維持事れ昼ことにな令てい

た。しかし増田議会の多く俗この大統領令に異議を唱えたため、 10月3-4

日の銃身繊を経た後、大統領側は地方協会¢改革に乗り出した。 10月78に

低モスクワ市議会や市内の区議会等を解散する大統領令が発せられた〈法令集

93-41-3915)。これら離会が9月21自の大統領令の執行に反対し、 10月3-

4日の武装決起に加担したことを理由としている。

10月98には、「ロ γア連邦における代表権力機関および地方自治機閣の改

革について」の大統領令が発せられた図これは主権を有している連邦内の共和

国は対象外となっており、道・州以下の地方の代表機関の改編を目指したもの

である。代表機関の改革のための園家委員会を組織1..-， 10月15日までに改革

案をまとめるよう指示したものである。地方のソピェト(地方議会)が自主解
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散したり、あるいは観後麻簿に陥っていあ地方で肱、行政府がその機能を代行

することになってい忍 (0νァ新聞93-10-12)。

10月22日には、「段階渦憲法改革期におけるロシア連郊の道州・速邦構

成市 自治州および自治区の園家権力機関の組織および活動の基本原則に関す

る規程Jが大統領令によ勺て翠諒された(ロシア叡簡 93-10-26)0それによれ

ば代表機関の議員数は却人以下と少なく制限されており、また任期は2年と

短い。

10月24日、「モスクワ市・モスクヮ州の国家権力機関・地方自治機関の改

革に関するそスクヮ政府 モスクワ鮒人民代議員会議の措置の支援について」

の大統領令が公布され" "年12月12目に、モスクワ市議会〈ドゥーマ〉と

モスクワ州議会の選挙も合わせて実施されることになった。それによるとそス

クワ市議会はわずか缶入、州議会は 50人で構成されることになる。とれに付

随して 速の規程が発表された。モスクワ市選挙規程、モスクワ州議会選挙規

程、モスクワ州自民会臨時規程、モスクワ州地方国家管理・地方自治臨時規程で

ある (0シア新聞93-10-27、間総 10一泊〉。

10月26日には、「ロシア連邦における地方自治改革について」の大統領令

と、「段構的憲法改革期におけ忍ロシア速邦の地方自治組織の基礎についての

規程Uが公布された二。市と地区，従来の議会の活動は終了したとされ、その機

能はそれぞれの地方仕故府が行うことになった。地方自治F代表厳摘の選挙は

93年12月から 94年6月までに行うとされている。そして地方自治の仕組民

ついては、例えば人口 5万人以上の布や町で弘、代表者集会と行政長官(州レ

ベルの行政長官の任命〉または選挙される地方自治長官を地方自治績関とする。

農村の地区や柑では地方自治長官(行政長官)が地方自治機関であり、代表者

集会〈議会に相当)は必ずしも置〈必要はない。代表者集会は地方自治長官

(行政畏富〉によ勺て招集され、またその決定には地方自治長官の署名が必要

である。地方議会の権ゴ限を狭める内容となっている(ロ γア新聞 93-10-29)。
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10月"日には、 『地問自治機関選挙臨時規程」が大統領令によって公布され

ている〈ロシア新聞銘 11-3)。

10月21日には、 f道・州・連邦構成市 自制帥よぴ自治区代表国家給力

機関還準基本規程」が大続領令によって公布された〈ロシア新術総 10-30)。

こうして、その「主権」の放に中央権力が直接命令することのできない共和国

を除いて、他のすぺての地方接会についても新選挙が行われる ζ とになったの

である。

B 理論問題

メ連邦が解体し、ロシア連邦もその後を追いかけているようにみえる。しか

し両者の連邦明閣はかなり翼貿である。ソ連邦T連邦問題は民族問題の性格が

強かった。民族問題の噴出は、単にとれまで抑圧されてきた民放のzネルギ

が挙に吹き出したというにとどまらない。民族問題は新しく作られでもいる

のである。西欧近代においても、市場経済の発展とともにネイシ冒ンステ ト

は形成されてきた。これは資本主績の要請する統ー市場がさし当りは永イシ z

ンという共同体で抱絡することによる。それば市場の統一牲を保証すると同時

に、市場のもつ普遍性に対する民族共胴体の防衛線でもあった。市場の普遍性

は民族的共同性をも解体して拡大する傾向があるが、それに対する民族の防衛

本能がネイションを自立させたのである。旧世会主義諸国で民族運動が激発し

ているのは、単に隠蔽されてきた民嗣聞矛盾の露呈であるにとどまらず、市場

経済への移行被策に対する民族共闘体の防衛策でもある。

旧ソ連邦の連邦問題は、経済的利害得失を度外視した非妥協約な民族運動で

もあったか旬、合理的理性でそれを抑えることは困灘であったロしかしロシア

の連邦問題は民族問題であるよりは経済問題である。ロ Y ア連邦の構成障には、

民旗自治体と地被自治体のニつがある。前者は、 21の共和国(旧自治共和国

16と、その後央和国に格上になった旧自治州 5)、 1つの自槍州、 10の自治
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区からなる。しかし表 (83頁)に見るように、これらの民族白治体の主体と

なるべき少数民篠は必ずしも人口の多数を占めてはいないし、チヱチェン共和

国など郁の共和国を除き、民族独立の運動はそれほど搬しくはない。地域自

治体としての進・州なども、中央を牽制するために共和国格上げを宣言したり

しているが、これは主として経済闘争である。

"る意峠では、現在のロ γアの中央と地方の争いは、旧社会主義の遺産をめ

ぐる財産紛争である。以前経済学者シャタ リシは、日本の大企業の名を上げ

て、これは日本園の管棺か、それともどこかの県の管稽かというた事例をよげ

ていた図答はどちらでもない。企業は企業として独立であり、どこかの管臓に

属しているわザではない。しかし混在なお酉営企業が多数を占めロシアにおい

ては、企業はロシア逮邦管轄であったり、州の管繕であったりする。両者の聞

で利権をめぐる争いが展開されているのである。土地や地下資源も基本約には

固有である。サハ共和国のダイヤモント!が民間企業の所有物であるなら、逮郊

と共和国の聞に対立は生じない。私有化が進めば、とのような問題は解消する

のである。この意味では、連邦問題は単なる連邦問題ではなく、社会主義をい

かにして清算するかという体制転換の問題でもあるのであるロ

ロシアφ連邦澗題が経済問題であるということは、妥協の余地があり、解決

可能であるということでもあるロロシア逮郊の解体の危機が叫ばれるが、地方

にそれだけのカがあるわけでもないB 旧ソ速の新遠邦条約案とロシアの速邦条

約案を比較してもそのことは分るo I目ソ速の傷合、最終段階の連努務約案で6まん

ソ速はすでに国家迫舎に転換していた。固有財度の所有権は基本的には連邦で

はなく共和国にあり、租税徴収権も共和国にあって連邦の財政は共和国からの

提出金で賠われるととになっていた。法令の効力についても連邦と共和国は対

等の地位にあった。さらに、 1922年のソ速歩階成以来、共和国にはともか〈

も連邦脱退権が隠められていた@

91年8月のクーデター失敗後のツ速邦σ国家構造は、事実上国家連合に転
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換しており、連邦国家機関は共和図国家機関の連合体のようになっていた。例

えばソ連邦額商会議には独自の代議員はおらず、それは共和国の派遣する代議

員で構成されていた。共和璽はしばしば代議員を引き上げたため、最高会織の

会調院は成立しないことが多か弓た。共和国が租税を納付しないため、最後には

ソ連邦の公務員の給与は支払不飽に立っていた。

他方でロシアの連絡条約の場合はそとまではい q ていない。憲法協議会の連

邦条約案をみても、実際には運用次第ではあ.が、ロシアの連邦体制は維持さ

れており、国家連合には，"，ていない.草案の条文から現在の中央・地方の力

関係を直接に櫓胡することはできないが、ともかく現在のロタアの地方勢力}ム

ロシア逮邦を解体させ.だけのカはもっていないようであ Qo 91年のク デ

ター騒ぎは、共和国の独立を挙に加速したが、"年のエリツイン・ク デ

タ は逆に地方を萎縮させ、ともかくも中央の権限を高め各方向に作用してい

。。
ロシアが地方の「侯園」に分裂する危険性がよく指摘される〈ロシア新司00-

?一町。実際ロシアは侯閏の連合体のような扇がああ。 i日ソ速は決して正常

な中央集権国家ではなかった。むしろ常盤としての封建的な分散国家を、共産

党のカでつにまとめていたのである。訟待に媒之介された法治国家としての中

央集権国家ではなかった。共産党の権力が崩捜した今、ロシアが分散していく

可能性はある。中央地方の構成原理の問題としては、これは「二重の従属」

原則の制遍に関わっている。革命後oロシアでは「地方自治Jの原則は否定さ

れ、それ民代って登場したのが「二重の従属」原則であーた。

「二重の従属」原則とは、地方の行政機調は、垂直的・水平的の二重の従属

原則に服することをいう図例えば市の内務部は州の内務部や逮郊の内崎省に垂

直的に従属すると同時に、市の執行委員会や市議会(ソぜエト〉に水平的に従

属する。レーユン時代に「二重の従属」原則をめぐって訟争がるったのは検察

機関をめぐってであうたロレ ニンは検察機関については中央集権惨借りを主主長
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し、水平的従属を排することを主張したのである。このように例外はあった帆

ゾピエトの行政機関は原則として二重の従属というシステムにおかれていた。

これ怯ある意味では極めて分権的な極力構造である。しかし社会主畿の時代に

は共産党のカで、垂直的従属が元酌に支配していたのであ省。

しかL共産党政植が観鳩した今、地方を支配しているのは水平的従属だけで

ある.これまでのロシアの行政機構においては、中央の政策を直銀地問で実施

するメカニズムは存在せず、地方の行政機閣を垂直的従属原則で有田していた。

しかし現在ではそれは週崩しない.例えば租税の徴収についても、百本の秘務

署のように、中央Z国視庁の出先機関として地方で直接租税を徴収する機関は

ロシアには存在しなかった.地方行政機関の財政部がその仕事を行ったのであ

る。しかし市の財政部は市行政府や市議会に従属するのであって、中央の財政

省には従属していない。そとで徴収した税金を中央に納入しないといった現象

も発生す4るのである。 92年の統計によれば、ヤクーチア、タタールスタン、

チA チ孟ノ・イング シ、パシキリアの共和国は、ほとんど中央に税金を納め

ていない。他にも--l認しか納付していない共和国がああ(ロタア通報93-6-2 

6)。

現在ロシアに必要なのは法に基づいた効率的な中央集権国家である。そのこ

とを可能にす昼ためには、中央直轄の行政機輔も必要であるが、同時に二重の

従属原則を晶止し、地方自治の原則を確立することが重要である。地方機関に

中央の委任事暗を実行させるメカニズムを確立するのである。しかし現在のロ

グアで俗「地時自治」とは纏自の市・地区レペル以下の単位に適用される樋念

であり、州レベル以上は逮邦構成主体として地方自治の担い手ではないのであ

る。エリツイン大鱗領は白らの代理〈代官〉を他方に派遣するという方法もとー

たが、これは伝統的な「監督』前方法であり、有効ではない。代官働度の存在

自体k ロνアの権カ機構の分散泣の証切である。

憲法制定選程では、連邦檎憾Z単位の位置づけの問題が大きな争点となった。
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If接協議会の草案では、連邦構成単位は同権と規定されており(第5条〉、民

族を基盤とする共和国と地域を基盤とする道・州は平等でああ。しかし共和国

は「主権」国家と規定されてお旬、憲法や閣僚会議、市民権、国絡を有し、外

形上国家として¢形態をとる。他方で道・州は国家ではない。このζとが実質

的にどのような意味をもつのかは明確ではない。共和国側怯自己の優位を主張

し、道・州側は平等を要求する。そして双方とも連邦に対しては指限の拡大を

求めている。

旧ソ連邦の栂合と異なり、ロシア違郊の構成主体は連邦からの脱退権を有し

ていない。しかし共和国に主権を認めている以上、脱退を阻止することは困難

になるかもしれない。主権の承認は将来に対して禍穏を残すことになろう。憲

法の最終案では「主権J規定が宿除された。 10月政変後の脊利なカ関係を利

用して、大統僚側が巻き返したものであるが、これはロシア連邦にとって重要

な成果である。



ロシ?新憲法体制への遥濯 161 

ロシアの民農機成(人口健1関関芋) アガニヨーク誌何年 7号

初

9
m
m協
関

釘

ωmmamM縄
問

ω
濁

印

伺

則

的

関

川

副

プリャート

ダゲスタン
カパルジノ パルカル

カルムイク

トゥワ

別
四
%
鈎
稲
田
布
舗
四
凶
拙

a
m町
四
四
位
四

カレリア

ヨミ

マリ
モルドワ

iじオセチア

タタール

.， 1" .，ムルト

チι チ.ノ イングーシ
チュワシ

ヤクート

アヂィゲイ

アルタイ
カラチャヱポ・乎ェルケス

ヨミーベルミャク 16 36 
コリャータ 4 64 
ネネツ 5 " タイムィ N 6 67 
ウ Zチ・"レダ・プ').ート 14 "' J、Yティ・ ，<， y，，- 128 66 
チょzクチ 16 関
ヱペンキ 2 68 
ヤマ日・キヰγ 企9 羽

y>レタイ道 盟主2 86 
クラスJ

クラスノヤJレZク お1 86 
治海道 22s 87 
^'プローポリ



'" 
神戸法学年報第9号(1993)

(4)エリツイン クーデター

A 嵐の前の静寂

大説領主導の新軍法制定運動に対して、議会側はむしろ、現行憲法を前提と

したうえで、その部分修正によ勺てさらに大統領の権限を縮小することを狙う

ていた。 6月以目、最高会議の立法委員会怯廃止され、「憲法的立法委員会」

(憲法レベルの法令の立法を噂備する〉と、「司法改革・遜常立法委員会』に分

割きれた。立法委員会のミチ晶コ←フ委員長は中間謙で、保守派寄りの姿勢が

鮮明になったハズプラ トフ議長とは対立が生じていた(イ 93-6 -26)。委員

会の改組はこのミチュコ フ委員長を失脚させると同時に、憲法的立法委員会

によって憲法の部分改正を推進することにあった。後者の委員長に砿保守宅恨の

「ロ νア統→」プE ックのリーダ のイサコフ氏が就任した(ロシア速報鈎 7

"。
8月に入ってイサコフ氏が提案した憲虚改正案によれば、大統領は副首相の

伝命に際しても最高会識の同意が必要で、また離会は政府の個々の構成員を不

信任すあことができた。大綾領は執行権力の長ではなく、政府は議会に総属し

た。大統領ば保安評議会の機長ではなく、条約の縄開もせず、これりの機能は

首繍が果すことになあ。イサコフ氏は、これが憲法危機を解決する最も穏当な

方法であると述べている(独立新聞93-8-11、ロシア新聞協 8 -13)0イサコ

フ委員会は、閣僚会説法についても同様の改正案を提案し、さらに大統領の法

律署名権も制限」大統領が署名しない鳩合は議会の議長が代勺て署名できる

よう改正す.ことを提案した〈独立新調繍 8 -12、犯 8 -13)。

自慢会と執行府の闇D緊張は、別の但面でも激化していた。第7回大会 (92

年[2)の憲法改正で、政府は議会に報告義務を負うことになった。"年7月、

震高会識は鉛年前半の経済危機脱出政策の実情について報告するよう政府に

求めた。しかし政府は、東京で行われ'7カ圃首脳会議の噂備や最終局面を迎

えた憲法協議会での審議のため、経酒報告は無理でああとし、議会への報告は
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7月"日以降にずよると困答した。ハズプラートフ議長は、 ζ れはシャフライ

副首相による議会に対す.銚発的行動であ.として同国議長の解任を求める決

議案を提出した"、協会はそれを否決した〈イ 93-7-9、強立新聞9，3-7-g、

ロジア新闘鈎 7 -13)。

また同じ第7回大会の糧法改正で、最高会践は大統領令の効力の停止権(憲

桧議判闘に訴え、その結論がで.まで〉を与えらでいたc最高会議は、 93年

7月初日、この権限をd使して、 93年5月の民営化に関する大統領令の効力

を停止した〈イ 9-37-Z7)。予知問題も緊迫していた。赤字予算を組んだ畿

会の予算案に大統領が署名を拒否したときは(大統領は矩否権を有するが、再

度単純多数決で採択されたときは署名しなttnfまならない)、それを根拠に大

統領の解任を図るという目論見もあった〈独立新聞93-8 お)。

議会側(イサコフ委員会)は、「新憲法採択手続法」の制定作業も進めた。

それによると憲法制定会識の招集家は否認され、大会か人民投票で新憲法を制

定すべきだとされていた。例えば人民俊男需の場合は、有纏者(俊票者でなく)

の過半数の賛成と速邦構成主体の3分の 2の賛成という高いハ ドルを越える

ことが必要であった〈独立新閣総 7 -17、ロシア新聞鉛-8 -27)。ハズプラー

トフ議長は、議会車大鍛錬案、共産主義者案の三つを人民役票にかけるとい

う構想もしばしば藷q ていた。しかしこれは、 3つの案を投票にかけることに

よって、過半数の獲得を困難にし、衛法制定を諸産させる陰謀だと批朝されて

いた(独立新聞鈎-6-2、回シア週報93-6-3則。

7月12自に憲法協議会の憲法案が完成して以来政局は夏休みに入り、 時

的な落着をみせたロ大統領側も手詰りで、次の一手が打てないでいた。憲法協

議会は失敗だ。たと評価し、大統領¢強権発動を求める声も聞かれた(イ 93

8ー7、キワ鎗文)091年8月のクーデタ 事件後に、議会を解散しておくべき

であったという主張も聞かれた〈イ 93-8-10、コノネンコ論文〉。しかし当時

はロシア議会がク デターに対する抵抗の拠点になり、それを失敗に終らせた
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のであったかb、あの時点で議会を解散す.ことは不可能であヲたろう。

他方で、憲法の制定について俗、憲法協援会案と議会側@公式3艇を折衷した

統一壌を作成する試みも続けられた.議会倒産話語員会の責任書記レミャンツ&

フも統一案の作成を呼びかけていた(独立新聞93-8-18)。エリツイン大統領

の処分により、 .. 会側の憲法委員会にも、大統領に協力的忽')ャーボフを長と

する作業認舎が設けられた。問委員会は10月5日までに統 案を作成し、そ

の後窓法委員会(議会側〉と憲法協議会(大統領舶の合同会議を開催すると

とが予定されていた(独立新聞93-9-15、関伺 9 -16)。

このように廊者の協力が進む方で、嵐を予感させるような兆候も現れた。

9月1目、大統領は汚職の疑いが指摘されていた大統領側の第一副首相シュメ

イコと反大統領側の副大統領ルツコイを喧嘩両成敗のようなかたちで、ー略的

にその職務の執行から排除するという措置をとった(法令集鍋 36-34(0)。副

大統領¢職務を一時停止させる法的綬拠は疑わしいがミ大統健法第8条に依る

ものとされている。それに依れば大統領は一般に公務員を排除する権限が与え

られているが、その公務員に副大統領が含まれているとは恩えない。これもH

フライ副首相の入れ知恵のようであるロもともと副大統領は大統領の委任各受

げて個々の寝捕を行うのであるが、この時点ではすでに副大統領には何も委任

されていなかヲ?とから、彼には担当すべき職務がなかったのであるロその後γ&

メイコ第ー副首紹は検察庁により嫌疑が晴れたと 8九磁務に復帰した。

9月18自には副大統領の権限に関す.やや奇妙也大統領令が発せられた。

副大統領は大揖慣の委任に基づきその個々の権隈を行使するのであるが、この

委任悼大統領令または大統領処分のかたちで行われること、また大規額不在の

場合の大統領の職務の代行の決定も、大統領令によって行われることがそこで

確認されている〈法令築関-38-3518)。何かを予感させるような決定であった。

同局者任後約半年同経たなし坤問機的なロポフ第一副首相が解任され、ガイ

ダル氏が第一副首相として政滑に復帰した(法令集鈎 39-3636)。大臣の提案
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権は首相にあるから、かたちのうえではチェルノムイルタン首相が提案したと

とになっている。

B. 9咽年9月21自の政変

93年8月、エリツイン大統領は、 9月に入ーたら断固とした措置をと.と

言明していたが、従来の言動からして、必ずしもそれが具体的忽意味をもって

いるとは恩えなかった。しかし、 1993年9月21日、エリツイン大統領は「ロ

シア連邦におけ.段階的窓宏改草について」の大統領令を発し、古賀会D活動を

中止させあとともに、新議会が選出されるまでの過渡期の大統領特別勝治体制

を敷いた。 3月20日に-!!発動しかけながら止めた非常措置をついに採用し

たのである。 ζの大統領令のなかで、非常措置をとる理由としては次のような

ことが夢肺ヨされていあ。人民代議員が新憲法の採択をさぼっていあこと、憲法

体制抑基礎(人民権力、権力分割、連邦制)が侵害されていること、ロシア逮

邦は新しい国家であからソ連邦時代に選出された篇会に代る新選挙が必要であ

ミることなどである。また現行憲議は新しい憲法の採択手続を定めていないから、

大統領主奪で行うという趣旨のことも密かれている。

この大統領令の基本的な内容は次Dとおりである(ロシア衛関93-9-2問。

①大会・最高会議の立法・処分・統領機能の実現を中止させる。新議会の

活動開始までは大統領令と政府決定が指導すL こり大が領令に矛盾しない限

り既存の憲法・法令は有効である。

②憲法委員会と憲法協議会は、憲法委員会の作業グル プの動舎に従い、

12月12日までに憲法の統 合意案を提出せよ。

③憲法および連調3集会[議会]の選挙法の採択と選考旨の実施まで、 93年7

月12日の憲話協機会が家認した憲法案に基づいて準備された「移行期におけ

る連邦権力機関について」の規程を実施する。遮邦評議会には連邦集会の院の

醐旨が与えられ、移行期規穫の定める権慢を有する。その権限の行使は、国家
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院の選挙の実施後始まる。

@人民代織員と憲法協議会によって作成された「国家院議員選挙規程Jを

導入する。連邦集会は大潟領選挙の問題を審理する。

⑤国家践の還挙を 12月 11-12日に実施する。

⑨画家院選挙のための選挙委演会を組織する。

⑦その選挙費用は連邦予算から支出する。

⑧連邦構成主体の代表権力機関の権限は維持され00

⑨人民代議員大会の会議は招集されない。人民代議員の権限は終了した。

議会職員は新援会が開催きれるまで休眠とす'0
⑩憲法強判所には新連邦集会の活動開始まで会識を招集しないよう提案す

る。

さらに⑮閤僚会議の任務、⑫中央銀行の任務、@検事総長¢佳積、⑬内務省

の任務、⑬舛務省の任務が定められている。

この大統領令によって議会は廃止さ九一時的に大電車領令によってすぺてが

規律されることにな勺?と。 93年 12月に新議会が選出されるまでは大統領特別

統治体制が敷かれることになる。この大統領令は、もちろん憲法違反である治人

応憲法の人民権力の規定〈第1条第2条)や4月25日の人民投京の結果

に依処したかたちをとづている。憲法危機のなかで主権者である人民こそが最

終的な決定を行うべきであり、 4月25日に表明されたその意思に従うべきだ

というのである回以前から噂されていたベル型クーデターがついに実行に移

されたのである。

同じ9月21目、大娘婿令によって「移行規における連邦権力機関に関する

想濯」が採択されたが、逮邦集会(議会〉と政府の二章からなる簡単Lt..もので、

新議会成立から新憲法採択までの短期間の極力槍造を規定したものである白ま

た岡田、国家院議員選挙規程も発表されたが、国家院議員400人のうち、 270

人は小選挙区で選出さ九 130人は全国区で比例代表制により選出される ζ と
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にな勺ていた。任期は4年であった(イ路 ¥1 -24)。その後 10月1日の大統

領令は、上記の二つの規程に修Eを施した。国家院の定員は'50人に増員さ払

その半分は小選挙区制で、残る半分は比例代表制で選出されることになうた.

選挙の日取は"年12月12日であった (0::-ア新聞 93-10-8)0 9月24日に

は中央遷拳委員会の組織化に関する大飯領令が発令された(ロシア遜報関 9-

2粉。

9月22目、大統領代行を名乗っていたルツコイ副大統領の命令を違法とす

る大統領舎が発せられた〈法令集舗 39-3悶栂〉。中央銀仔総裁としてゲラシ&

ンコ氏が、検事総長としてスチエパンコフ氏が改めて大統領によって任命され

た〈法令集鈎 39 お仏鵠46)。いずれも大統領派とはいえない人物であり、

後者はその後解任されるロ

g月23日には「ロシア連邦大統領の任期切れ前還挙について」の大統領令

が発せら払 94年6月128に大規領選挙を行うことを決定した。大続傾還挙

訟は、新し〈選出される連邦集会(議会〉が例年2月1日までに制定す.計

画であった〈法令集93羽 S問1)。

同じ 2泊目に怯日関O年-1995年任期のロシア連邦人民代議員の社会保障

について」の大統領令も発せられている。現在の人民代議員!;t90年に遅出さ

札本来の任期は"年までであった。したがってそれまでの期聞は給与、住

宅、医療援助、不可侵特種等々の特典を保障される白また最高会践の常動議員

は再就職 CI日職への復帰等〉の世話も受けることができあ(ロシア温報鈎 9

鉛〉。議会を放棄して再就澗を望む議員も相次いだ (0νア還報93-9 -21¥)。最

高会磁の常勤暗にいた 38，人のうち、 10月38までに 85人が政府機関等

ι再就職した〈ロシア週報93-10-14)0 最高会越副機長だったりャーボフは 12

月12日の選撃のための選挙委員会委員長に舵任した(ロシア通報93-9 -30)。

ステパーシン最高会議防衛・保安委員長は保安省第ー決官ヘ最高金識のポテ

ノック予算委員長は財政省次官へ、最高会議立法委員長を務めたミチ品コーフ
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は大統領付屍立法提案委員長に転身した〈ロシ7週報幻 9 -2泡〉。

この立法提案委員会は、議会が存在しないという状況下で、旧人民代議員に

活動の場を提供しつつ、その経験を活かそうという盤旨であ.(法令集鈎 40-

373η。この立法提案委員会の規程は!o月 22目に制定された(回シア新聞93-1

0-26)が、ぞれをみると国家法制局の機能と重なっているようである。ロシ

アにしばしばみられるパラレりズムの一例でああ。

9月25日には、 9月2!日の大統領令に違反した者の責任について定めた大

統領令が発せbれた。また解散を命じられた後に議会側が行った邦法改正は無

効であり、それを適用することを禁止した大統領令も公布された〈ロシア通報9

3-9 -29)。

以上のようなエリツイン クーデターに対して議会側も直ちに反応した勺 9

月21日最高会議幹部会は「べ・エヌ・エリツイン・ U シア連邦大統領の権限

の却時の終了についてjの決定を採択したゐ"年の第?回大会の憲法改正で、

大統領が議会を解散したり活動停止にしたとき弘直ちに大統領の権限は終了す

ることにな勺ていた(第!21条の6)が、勝部会はこの規定に依拠して、大統

領が先の大統領令に署名した瞬間にその権限は終了したとみなし、憲法第 12

1条の[[により、副大統領のルツコイが大統領代将すであることを確認したの

である。またとの「圏家ク デタ jを穣麺とする晦時λ具代議員大会を9月

228に招集することを決定した(ロ ν7新聞鈎 9 -23)。

憲法裁判所の反応も阜く、 9~ 21日には先の大統領令e同日の大統領の市

民宛アピールを審理の対象とし、問目、 r19悶年9月 218のロシア連邦にお

け各段階的憲法改革についての大統領令および 1993年9月21日のロシア市民

への訴えに関漣したべ・エヌ・エリツイン・ロシア連邦大統領の行動および決

定のE シア憲法への適合性について」のロシア連邦憲楼裁釈断の結論を発した。

大統領の決定と行為ほ、権力分立、代表制度等@憲法¢一般規定や、大統領に

よる議会の解散活動停止を禁じた第[2[条の5の[[号、第 121条の 6、大
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統領令の憲法・法律への従属性の規定〈第121条の 8)などに違反していた。

憲法裁判所はそのように結論いこのことはエリツイン大統領を噌蹄から解任

する綴槌になると断じた〈冒ジア新聞侭 9 -23)。この結鏑とは別に、憲法裁

判所のゾリキ y長官は声明を発し、憲法危織を脱するための解決策として議会

と大統領の同日選挙等を提案してい否。

とζろで、先にみたように最高会議幹部会はすでに大統領は失権したという

立場をとったわけであるが、憲法裁判所は人民代議員大会による解任という方

法をとるべきだと解した。議会側もそれに従い、大会の場で解任しようとした

が、大会は代議員の結集が思うように進まず成立に蓋らなかq たから、結局大

統領を解任できなかった。しかしこの点についてt久大統領は自動的に失権し

たとみなす方が憲法の解釈論としては正しいであろう。もともと憲訟乙規定さ

れていた大統領の解任手続とは別の手続を7回大会は定めたのであり、大統傾

は畿会の強制解散によって町時に大統領の職務を終ったと解すべきである固た

だそれを確認する手続等を窓法が定めていないため面倒なことになったのであ

る。現実には幹部会による確認とルツコイ代什自身による犠務代IT宣言という

形式がとられたが、そのような方法も容認でき.と恩われる。いずれにしろ憲

法ではな〈実力が問題を解決したから、憲法解釈論の虚しさを改めて思い知ら

せたわけである。

9月2沼目、最高会識は改めて大統領の職窃終了を確認する決定、ルツコイ

氏が大統領代行になったことを確認す.決定ミ大揖傾のd為を曜肇家クーデター」

と断じ、憲法裁判聞に訴えるととを決めた決定、および人民や軍隊へのアピー

ルを採決している。ルツコイ大競領代:fTも グラチzフ冨防相を解任してアチャ

ロフ氏を任命し、ゴルγヲ保安相を解任してパランユコフ民を任命し、イー

')ン内帽を解任してドゥナーエフ氏を任命する大統領代行命令を発し、それぞ

れ最高会識が同意を与えている。さらに最高会議は、中央銀行に最高会議開決

定に従うよう指示した決定を採択し、ルツコイ副大統領は、エリツイン大統領
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の命令を無効と宣言し、関係機関に速の指示を与えた命令と、アピ ルを発

している〈ロシア新聞93-9 -23)。

さらに最高会識は、パプ リン議員の提案によって新法を改正し.r憲法体

制同暴力的変更に向けられた行為jを10年-15年の懲役または死刑に処すと

する追加を行おうとした。エリツイン大統領の行為はこれに該当するというの

である。またイサコフ議員の提案により「反糧法的臣家クーデターの克服のた

めの緊急措置について」の決定案を審議した。それは国家クーデターの噂備を

促進した市民に刑事劃を科すという内容のものであった〈イ随一 9-23)。しか

しいずれ民しろ議会には120人しか集まっておらず、すでに定足数に達してい

なかった。

93年9月21日のそスクワ市内での調査によれば、この致変でだれに共唱す

るかという関いに対して、エリツインー5.5%、最高会自民・ハズプラートフ・

ルツコイ 8%でおる。還与については、大統領と議会の同時選挙支持が30

%、議会を先にが38%、大統領を先にが11%である。一般にソビエト袋徒会う

について、維持すべきが22%、廃止すべきが 58%であった〈面白拠と事実 93

39)。

(5)関年 10月革命

93年9月21日の大統傾令による事実上のク デターに対して、議会側は議

会の建物に立て篭った。大統領側がそれを包囲す.かたちでしばらくの聞腸着

状態が続いたが、 10月3目、ついに流血の騒乱が起った。議会側を支持する

民衆が議会になだれ込&、議会側指導部の指示で隣接す.モスクワ市庁舎ピル

を占蜘し、さらにオスタンキノ・テレピ局を製革したのであるa エリツイン大

統領は 10月36モスクワ舟に非常事態を宣言し、議会の制圧にのりだし、岡

田中に制圧に成萌した。同日ロジア政府も、連絡構成主体の国家権力機閣の指

導部と連名で声明を発し、大統領の支持を訴えた〈ロシア新聞93日 6). 
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非常事態令は、まず非常事態の宣言が必要となった事情を述べ、 10月 10日

までの 1週間、モスクワ市に非常事緩体制を導入することを宣言した白そして

政府や関係省庁にしかるべき行動をとるよう命じている(ロシア通報駒山

5)。その後 [0月9日の大統領令で、非常事態体制I-UO月18日まで延期され

(ロシア沼報 10-10-12)、その日で終7した。 [0月3日には、同時にルツコイ

副大統領を解任する大議領令も公布された〈ロシア通報93-10-5)。穴統領特

別統治体徹下であるか旬、大統領にはできないこと怯何もないであろうが、本

央宮大統領を解任する拠阪はない。それならそれで緩恵法的に行えばいいので

あって、わざわざ憲法の条項に無理に依拠しているのは欺浦的である.せいぜ

い4月25固に表明された人民の意思と念、大統領法第8条の公務員の解瀞権

(それも本来無理であるが)に依拠しうるだけである白

次いで10月4日には、「モスクワにおげる非常事態体制Djji!:M[のための緊急

措置について」の大統領令が公布された。それは、因坊、保安、内務の 3大臣

は統合作戦本部を設置して、秩序回復のための措置をとること、モスクワ市議

会、市内の区議会の活動を一時停止するとと、司法省は大衆騒乱その他 2違法

行為に参加した社会団体の活動を停止し、所定の手続でそD団体の解散の問題

を決定すること、中央銀行は活動停丘団体の銀行預金を凍結すること、出版・

情報省は非常事燈虐第23条の措置〈出版 マスメディアの自由の規制、検閲

制導入、出版物の押収等)をとること、その他関係機関に必要な措置をとると

とを命じている〈独立新聞93-10-5)。これらの婚量倍、いずれも非常事態法

に依拠したものである。翌10月6目、非常事態令の実施を保証するための追

加措置についての新たな大統領令が発せられ、外出禁止時間の設定、モスクワ

への涜入の自民限、移動同自由の制限、検問、集会等の制限等の績置をとった

〈ロシア新路93-10-6)。

大統領令と軍モスクヮ管区ク')コフ司令官の命令を受けて、 10月4目、司

法相はー遣の団体の活動停止処分をと勺た。独立新聞紙はその 'Jストを掲げて
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いる〈滋立新開 93-10-1、ィ 93-10-7)が、その内容は次のとおりである。

国家復興党〈数+入、エリツイン解任運動、プリドユエストル独立運動等、

救国戦線加入)、ロシア全人民同盟(約1千人、パプーリン代表、数回戦線か

らは脱退、愛国センタ 創設〕、ロシア党(数十人、ミロセルドフ代表、反共・

反キリスト敬・反シオニスト団体)、ロシア民族会議(数百人、スチ ι ルリゴ

フ代表、右派連合組織)、ロシア民族統 @生育入、バ ミャッチ系が創設、

反ユダヤ主蓑〉、救国戦線(コンスタシテノフ議長、大衆超級にはなっておら

ず、数十人の政治家のグループだが、政府反対派の急先鎌だった)、民族愛国

戦線パ ミャッチ (4月25日の人民俊豪に際してエリツイン支持を呼びかけ、

10月3日の事件の膝ほハズプラ トフ、ルツコイを共産主畿者・ナチスと厳

しく批判)。以よほ右翼的図体である.

左翼的団体としては、勤労ロシア(アンピ ロフ代表、モスクワに 3干人以

内、ロ γア共産主義労働者覚が創胆)、勤労首都(勤労ロシアの支奇久 10月3

自に主賓と衝突入金連邦ポリシ&ピキ共産党(j千人以下、ニーナ・アシドレー

エワ書記長; ロシア退期暁産党 (60万人、ジ旦ガノフ中央執行委員会幹部会

議長、議会内会派「ロ Vア共産主務者J、旧共産党を継承入ロシア共産主義労

働者党〈約6万人、アンピーロプ書記入ロシア共産主義青年同盟 C数百人;、

勤労者統一破線〈数十人)がリストアップされている。

軍人の組織として、将校同盟〈予備役将校の間体、チz レホフf匂句、軍人・

軍勤萄員・その家族の社会的・法的嶋護同盟「僑J(もともと民主派の主要人組

織であづたが、同名の二つの組織に分担した)の二つが上がっている。

同時に発禁措置がとられた出版物は次のとおりである。共産f党に近い「プラ

ウグJ紙と[ソピエツカヤ.0 シアJ紙、週刊誌「グラースノスチ」、ロシア

共産主義労自信者党の機関紙「モルニヤム救国戦線に近い「ジェーニj紙， rわ
がロシアJ紙、「クラ スナヤ・プレ スニャ」紙、ロシア・キリスト数民主

運動の「プチJ紙、ロタア独立労組と工業家・企業掴司盟の機関紙「ラポ チャ
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ヤ・ト')プナ』紙、反ユダヤ主範の「ルスカヤ・ガジaータ」紙、「プリ

ス・ト。シナJ紙、「ロシアの日曜日J紙。

10月6目、大統領は今回の事件について市民へのアピールを発した。その

なかで大統傾俗、騒乱を起したグループを共産主義者=ファシストと呼ぴ、彼

らが「血の共産主義=ファシスト独裁の樹立斗を企ゐだと最大級の悪掃を裕び

せていo.同日大統領は、「軍事国家ク デタ の試みの結果の除去措置につ

いてJの大瀧領令も発し、復旧措置を命じた(ロシア新聞93-10-7)。

同日大統領はスチェンパンコフ検事総長を解任し、カザンユク氏を新検事総

長に任命した(法令集93-41ー掴34，3935)0同氏は第 困のソ迎邦人民代援員

大会で、ヱリツイン氏に最高会議織員の地位を譲ったことのある人物である

制稿「ソビエト議会のドラマ的展開」、『神芦法学年制第 5号、~-鎚頁). 5人の

検事縄張代理も任命された〈法令集93-42-4016、4022-め45)010月 20日に

は「ロシア逮邦の段階的憲法改革期における検察庁の活動について」の大統領

令がA布された〈。νア新聞93-10-20)。また空市首となっていた出版・情報相

に第副首相のシュメイコ氏を当てた〈法令築関 41-39;鋪).大統領に反抗し

たアムール州とノボシピルスク州の行政長官を職務から排除し、それぞれば℃行

を任命した(ロシア新聞93-10-7、イ 93-10-7)。

非常事態令の下で、検閲も行われた。 10月5日と 6日の独立新聞紙に怯数

箇所空自の部分が残ったが それは検閣で削除された部分であo.しかし検聞

に対する批判の声は強〈、 2日間だけで廃止された(ロシア通報 93-10-7)。

停刊を命じられていた出版物も、人事移動等を行った後順次再刊が認められ、

活動停止の政治グループも徐々に活動の再開を認められていqた。

先こみたように、 9月23日の大統領令により、旧人民代議員はその本来の

任期中の社会的保障を約束きれていたのであるが、 10月5回、大統領は新た

な大統領令を発し、新たな条件を付けた。社会的幌護を受けることができあの

は、 10月3固までにその受領に同意し、 10月3.までに際会への多加を止め、
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10月3-4日の騒乱に参加しなかった者だげである。この 3つめ条件を合わ

せて満たしていなければならない。すでに扶助料の支給を受けている者でこの

条件に違反した者は金額返還を命じられる(ロシア新聞93-1D-円。

10月7日の「ロシア連邦窓法裁判所について」の大統領令は、憲法裁判所

を厳しく批判したものであった。それは rl993年に憲法裁判所は、 2皮[3

月20と9月21日の大統傾の行動を憲法違反と認聞にわたって、自らの性急

な行動および決定ごよって園を内戦の淵に追いやった」とし、しかもこの内臓

が現実のものとなったときしか忍べき手を打たなかったと批判している。「政

治崎争の道具になった」とも批判している。大統領令は、新憲法の制定まで憲

法裁判所の活動は不可能であるとし、そω会議を招集しないよう命じた〈法令

集93-41-3921)。その大統領令に先立q て、憲曜掛判所長官ゾリキンは長官を

辞任していた(裁判官としては差是る〉。憲法裁判所内部からもその政治的行動

に対する批判の声があ令た〈数立衛問鶴一10-7)ロ

同じ 10月7目、政変で混凱した法体系を盤序するため、「ロシア漣郊の段階

的京法改革期におりる接的規制についてJの大統領令が公布された惜令集"

41 鈎19)。これは既成の法令の効力を再確認すると岡崎に、新畿会が活動を始

めるまで』左翼民会の権限に属していた諸問題の法的煩制は大統領が行うとしてい

る。大統領令がゑ高の立法形式となるのである白大統領に法案を提案するとと

ができるのは閣僚会醸や大統領付属の立法提案委員会等に限られているが、実

際には大統領の側近がいろいろその彫響力をd使しようと大統領に働きかける

ことも多いようである。

10月8固に位、大統傾令によって連邦集会(議会)の事務機捕が定められ

た CI:IVア務関93-10-8)010月9目、モスクワ市における非常事態令を 10

月18日まで延長する大統領令が発せられた〈ロνア新聞関←10-12)010月18

日で非常事態は解除されハそれ以上延長されることはなかった。

10月11日には、「ロシア迫郊の連邦集会連邦曜の還挙について」の大統領
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令が公布され、 r1993年ロシア連邦の連邦集会連邦院議員選挙規程」が発表さ

れた。国家肢と並ん守連邦集会'"睦〉を動成する速邦院(連邦評議会うは、

g月21日の大統領令では、各連邦構成主体の立法機関と執行機関の長が自動

的に議員となあはずでaるった。しかしその後地方議会が大統領の措置に批判的

な態度をと q たとともあって、こちらも普通選挙で議員を選出することにな勺

たのである。選挙日程は国家院と司じく 12月12日Tある(ロシア新聞蛤 10-

19λ 以上の改定に伴って9月218の過渡忽連邦権力機関規程も修正された.

さらに10月15目、エ')ツイン大統領は「ロシア連邦憲法草案の全人民投票

の実施について」の大統領令を発し、 rl鈎 3年 12月12日ロシア連邦憲法草案

金人民投栗規程」が公表された。懸案の新憲法の制定は、ついに人民投票@方

法で制定され.ことになったのであ答。ちなみにここでの会メ民設票は、やは

りrO!lOCOllaUoeでおってレフェレンダムという言葉肱用いられてい低い。

人畏投票にかけられるのは「大統領の提案するj憲法案であり、対案を出すわ

けにはいかない。人民役豪は有権者の退学教の参加で成立し、役票者の過半数

¢動戒があれば憲法は採択される。人民修理による憲法材定の楊合位、有権者

の過半数脱や、連邦構成主体の3分の 2以上の賛成樹等も主張されていたから、

それ民比べると緩やかな基準となり、憲法の制定は容易になった〈ロシア新聞

93-11)-19)。なお10月11日には、憲法協議会に社会局〈サプチャック氏が長

を君事める)が設置され、世論を憲法案に反映させる努力をすることにな勺た

〈法令集駒 42-<0ω)。

人民投票に付される憲法の最終案は11月10日に公表された勺懸案の新憲法

はついに備制定の運ぴとなっ丸ちなみに10月28の都市住民のアンケート調

査によれま、均年中に憲法を制定すべきだとするもの必%、反対，，%であっ

た(固まノア週報関 10-23)。

10月3-4日の渉妥当聞に対する世論の反応怯どうか。 10月4自にモスクワ

市内での電話によるアンケ ト調査では、大統領と政府を支持する者71%
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最高会議やハズプラートフ氏Aルツコイ氏を支持する者4%である(論拠と事

実(13-40)010月9-10臼にそスクワ市で行われたある調査では、この事件で

漉血の責任を負うべきはだれかという問いに対して、最高会議39.0%、どち

らかと言えば最高会議14.5%、大統領2.5%、どちらかと言えば大鋪鋼1.0"旬、

双方24.5%、回春司難 18.5%であった(論拠と事実93-41)。事件直後、改革

派政治勢カは大統領の行動を支持したが、ルツコイ氏の自由ロシア人民党や、

中間派のロシア民主党工業家・企業家周盟、社会民主史λさらにはパーミャ

チのような間体も大統領を支持した(独立新聞93-10-5)。勝ち馬に乗ったと

いうこともあるが、先に武力を使q た議会側に非難の矛先が向けられている感

じである。

おわりに

鈎年9J=t21日のエリツイン大筑領による事実上のクーデターと、 10月8

-4目の武装抗争の帰結としての大鍵領による権力集中"，奏曜のロシアの改

革史の上でどのような意味をも勺ているのであろうか。

この政変に改革の行き詰りゃ逆流をみる見解もあるが、筆者厄改革φ前進と

考えている。議会は、古い社会主義の途産を物噴灼な根拠として改革に抵抗し

ていた。「共産主畿が死に暢所を求めているJ(伊東孝行之、「エコノミスト』羽-

10-26)という評価に筆者も賛晴である。あれだけの権勢を誇った共産主義は

そう簡単には歴史の舞台から退場して陪くれない。

ロシアの議会俗、「ソピエト」機構¢遺産であり、また実際今日まで「ソピ

エトjの需を維持してきた。最高会議の原語は「院高ソピエトJであるし、地

方酪会も「ソビエトjの跨をそのまま使用してきた。そのため最近のロシアの

文献は、「大統領エリツインはゾピエト権力の歴史に終止符を打勺たJ(イ 93

10-28)とか、「ポリス・ヱリツインはもう 度ゾピヱト権力の終湾を宣言し

たJ(数立新聞93-10-26)と解価している固「今回のソピエトは旧ソ連邦共産
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党の事実上の継承者である」とし、今回の政変を「ソピヱト権力からの解放」

と説く者もいる。 rl9l7年 10月から 19帰S年 10月ヘ」の長いソピエト権力の

歴史にやっと終止符が打たれたのである(トル ド93-10-12)。ペレストロイ

カの過程でソピエトは議会裂の機関に変質しつつあり、 91年のソ連邦の崩壊、

社会主義の放棄とともに、ソピエト体劇もすでに倒蟻していたから、このよう

な評価は正確とは言えない。しかし根拠はある。

他方で、大統領による議会の解散を独裁極力の確立として危ぶむ声もある。

革命前のぶコヲイ 2世による園会の解散や、 1918年のポリシzピキによる憲

法制定会識の解散と対比してその危険性を指摘する芦もある姐立新慨93-9

24)。しかしエリツイン大減傾は独裁者にはなりえない。彼の個人的資質とし

ては暴君的な体質があるように感じられる。しかし彼を支えているいPゆる民

主勢力は、現在のロシアにおいてはともかくも自由と民主主義の価値を謹輔し、

西欧楕固との協調の重要性を恕醗している部分である。さらに重要なのは、大

統領が市樋経済への相仔政策をともかくも推進しているととである。市局経替

と独毅政指は基本的に相容れない。つまり市楊経済の推進者が独裁者になるこ

とはありえないのである。

大統領が強権を発動することはありうる図しかし、旧体制を打破するために、

また半封建的・分権的な地方の墜を破。て政策を実現す"ために、それはむし

ろ必要なことである。とは言っても、今回の政変が、エ '1ツイン大統領自身に

とっても汚点を残したことは事実である。革命は既存の法体系を乗り超えて進

むとはいえ、法制酒家について多少とも学んだロシアにおいてほ、とれはエリ

ツ4ンをマイナス評価する様拠になるロそのよつなマイナスを敢えて侵しても

忽お国民の実質的な支持が得われるならば、その行為は正当化される。きたる

べき選挙が公平に行われるべきであ忍し、そこで人民の選択が行われる。その

判断を待つしかない(鉛年 11月10日λ
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資斜 1関崎年ロシア連邦憲法

以下怯 93年 11月初日に公表されたロ γア連邦憲法の最終草案である。同

年 12月 12日の人民役棄で正式に憲法として採択された固 [ 1内の註記は、

93年7月12日に発表された憲法協議会の窓法案〔旧案〕との相違点を示すも

のである。

なお旧案では条文中の項の番号を示す数字憾なかった。

ロシア連邦・法 ('993年)

われわれ[われわれの語一£且加]ロシア速郊の多民族からなるメ民は、

この大地に共通の運命で結ばれ

人の権利および自由[権利と自由の語順入オ替え1[、尊厳なる生活ー剖徐]

ならびに市民的平和および協調を確認し、

歴史的に形成されてきた国家的統一を維持し、

諸人民の平等権および自決の一般的に承認された諸原則に依拠し、

祖国への愛および敬怠[敬意 追加。と、書およびlE'"に対する【旬かしい

ー削除]信念をわれわれに[旧索それに]伝えた祖先の記憶を呼び戻し、

[このパラグラフは悶躍では第2バラグラフであった1

ロシアの主施国家体制を復興し、その民主的基礎の不動性を確思し日日東

基礎を揺るぎないものとし]、ロシアの発展と繁栄を保証するよう努め、

現在および未来の世代を前にして自らの祖国に対する責任を負b¥

自らが世界共同体の 部であることを自覚し、

ζ こにロシア連邦窓法を採択する。



第，.竃榛体制の基礎

第"忌 臼諒規定:l

ロνγ新筆法体制への道糧

第 1・
1怜

① ロシア逮邦 ロシアは、[主権を有し削除]、民主主義に立劇し、連邦

体制をとる法治国啄であり、共和制統治形態をとる。

② 「ロ γア連邦」と「ロシアH 名祢は司義である。

篇2条 〔最高の価劃

人、その権利および自由は、[ロシア速邦にお付る 首悌1最高の価値であ

るa 人および市民の[奪うことのできないー剖劇権利および自由の承忍、道

守および擁護は、国家の義理密である。

第3条 〔人民主権〕

① ロシア逮邦iこおけ.主権の担い手であり、権力の唯 の源泉であるのは、

そ¢多民族からなるメ民であ'0
② [ロ γア連邦¢ー削除1人民は、直接に、また国家権力機関および地方

自治機関をとおしてその権力を行使する。

⑧ 人民の権力の最高の童接的表現[旧家一室銭的権力の最寓表現]は、人

民投票および自由な選挙である。

④ いかなる者もロシア連邦における権力を積書写することはできない。権力

の毒取または権力の権限の横奪は漣邦の法律によって追及される [18案ー園家

権力の被奪怯特に重大な犯罪である]。

第4条 〔国家主権1

① [金的で不可分の国家として¢ー削除1ロシア遮邦の主権は、その全

額士に及ぶ。

② ロシア連邦憲法および連邦の法律は、ロ νア連邦の全領土で最高性を有

する日日案ロシ7連邦は、内政外交政策を策定実飽し、その全領土で最

高牲を有する憲法および連邦の法律を採択する]。



180 神戸法学専報第9号(19剛

③ ロシア連邦俗自ら領土¢金一牲および不司優位を保証する[旧案 ロシ

ア連邦の領土上で、国家権力の紘一性が保証される]。

第5条 段脚制固

① 直邦国家としての 宵隙司ロシア連邦は、ロシア逮郊の伺権の構成主

体として¢共和国、送、州、連邦噂戚浦、自治州および自治置によ q て構成さ

れる。

②共和国〈国家主は自らの憲法および立法を有す答。送、州、連絡構成市

自治州および自治区は、自らの監寧および立法を有する白 I旧東一共和国は主

権国家であり、ロシア逮郊の線吸単位であ.ロ共和国によ6その主緒的背権利

の行使他、ロシア連邦.. 誌と矛盾してはならない回選、点、連邦議政市、自治

州および自治区は、国家的・地域的精成体でdちり、ロシア連邦の構成単位であ

る。進邦権力機閣との関係において、ロシア違郊の構成主体は相互に問権であ

る。]

③ ロシア連邦の連邦体制は、その国家的金一位、国家権力システムの続

性、ロνア連邦の国家樹力機関とロシア逮郊の梅成主体の国家権カ機閣の聞の

管轄対象および権限の区分、ならびにロシア連邦の賭人震の同権および自決に

基礎をおく。[旧黛ーロνア連邦o国家体制は、その統一性、権力の非集権位、

ならびにロシア連邦を構成する諸人民の問権および自決を保医するJ

④ 逮邦国家権力機院側との関係において、ロシア連邦のすべての構成主体鼠

相互に問権である[旧家2項の最後の文を少し表現を変えて4項とLて独立さ

せた]。

第.. 長 〔市民権]

① ロシア連邦の市民権は、連邦の法律に従うて取得され、終了する.ロシ

ア連邦市民権は単一であり、その取得の事凶に関同りなく平等である日日案で

は1つの文だったが2つに分劃札旧S項をl項へJ.

② ロシア連郊の各市民は、その領土上で、ロ νア連邦憲法の定めるすべて
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の権利および自由を享受し、平等の貌務を負う[日 l写E。

③ ロソア逮邦市民は、自らの市民権、または市民権を変更する権利を奪わ

れることはない[旧4項]。

[旧2項荷除ーロシア連邦の構成単位である共和国は白らの市民権を定める

ζ とができる.共和国の全市民はロシア連郊の市民である。ロシア連邦の市民

はその居住している共和国の市民のすべての権利を享受する，]

館7条 〔社会国罰

② ロシア連邦は社会国家であり、その政策は、しかるべき生活およびメ間

の自由な発展を保証する条件の創造に向けられる日日夜一個人の精神的および

物質的要求を粛たし、人および社会の福抱止を保障するととに向げられる]。

② 司 νア逮邦においては、人々の労働および健康が保護され、[最低生活

費が定められ育除J最低労働報酬保証[保謹づ皇加]額が定められ、家族・

母性・父性、児童、障害者および高働者への園家[酉家ー追加]援助が保障さ

れ、社会的な職務〔ボランティア活動〕のシステムが発展し、国家の年金、扶

助料およびその他の社会的保護の保障が定められる.

館".[自由経済〕

① ロシア連邦においては、経済的空事守の統一位、商品、サーピスおよび財

政資金の自由な流通、競争の支援[旧案一線腹]、ならびに[法待で禁止され

ていない一首除]経済活動の自闘が保障される。

② ロ，-，y連邦においては、私的、国家的、自治体的およびそ¢他の形飽の

所有が認められ、等しく保護されるロ

第時 [土地]

① ロシア連邦における土地およびその他の天然資源は、その地域に居住す

る人民の生活および活動の基礎として利周され、保護される白

②土地およびその他の天然資話は、私的、国家的、自治体的およびその他

の形燈畑仕¢他の形態F寸阜刷所有のもとにおかれる。
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第 10条 〔権力分立〕

ロシア逮邦におけ.園家権力は、立法、執行および裁判権力の分割に基づく。

立法、執行および裁判権力の諸機関は、自主的であ. [1目案第1l条 2項より

移動]。

第"'長 (権力噛網開)

① ロシア連邦大掛領、連邦曜会〈連邦院および園家鴨〕、ロンア連邦政府

およびロシア連調理判所怯、ロシア連邦の園家権力を行使す'0
② ロシア逮邦の構威己主体の組織する国家権力諸機関ほ、[ロシア連邦憲法

に従い商剛、ロシア連邦の構成主体の国家権力を行使する。

③ ロシア連郊の国家権力諸機関とロシア逮郊の構成主体の国家権力積損闘

の，.の管籍対象および権限の区分は、この憲法ならびに管暢対象および権限の

区分に関する速多臨条約およびその他の条約によってなされる[旧案第 10条の

一部を多少修正して移動]。

第 12袋 [地方自治〕

ロνア連邦においては地方自治が認められ岬証される。地方自治は自らの権

限の範圏内で自主的であ答。地方自治相闘は留家権力機闘のシステムには入ら

T目"、。
第"条 〔複数主義、平等、反憲法的団体の額制〕

① ロタγ連邦においては、イデオロギー的多様性が認められる。

② いかなるイデオロギ も闘定イデオロギーとしてはならず、また強制し

てはならない。

③ ロシア連邦においては、政治的多様性および彼数政党制が認められる

I旧東の1項後半を分割してB項へ]。

④社会団俸は法律の下で平等である[旧3朝。

⑤ その目的および行動が憲法体制の基礎の暴力的変更、ロシア連邦D金一

位の侵害、国家の安全の被様、[ロシア連邦憲法および連邦の法律の定めてい
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ない権力構造の創設削悌]、長奇襲部隊の創設、または、[社会的・民族的・人

種的もしくは宗教的凋腐を指標とした解除もしくはあらゆo形喧同差別の宣伝

を含めー削嗣、社会約・人種的・民接的および宗教的反目の扇動に向けられ

ている社会団体のa憎および活動は禁止される [18築許きれない]。

第 14条 巴宗教と国家の分離)

① ロシア連邦は世俗国家である.いかなる宗教も国教として定めることは

できず、また強制してはならない。

②宗教団体は国家から分離さ九法律の前で平等である。

第 15条描休期

① ロヅア連絡憲法は最高の法的効力を有し、直接に作用し、ロシア遮邦の

全領土で適用きれるロロシア連邦において採択される法律およびその他の法令

はロシア遊間憲法と矛盾してはならなし、

②医家権力槍機関、地方自治賭棋風公務員、市民およびその団体はロシ

ア連邦憲法および法律を退守すあ義務を負う。

③法律ば公式に公表されなければならない。公表されない法偉怯適用され

官い。人および市民の権利、白歯および義請に関わるあbゆる緩範的法令は、

それを周知させるために公式に公表されていない限り適用すoことはっききなL、

④ 費回目禁法の 般的に認めちれた諸原則およぴ諸規範ならびにロシア連郊の

締結した園際条約は、ロシア連邦の法システムの構成部分となo.ロシア速郊

の締結した園際条約が法律の続定とは異なる規則を定めてい.場合は、国際条

約の規則の方が適用される。

第 16議 〔憲法第1章の意績〕

① 憲法の本宣言の諸規定はロシア迫郊の憲虚体制の[鰭ぎなき一覧鎗ヨ基礎

をなし、この憲法問定め6手続による以外には変更す省 ζ とはできない。

② この筆法の他のいかなる諸規定も日目寮憲法のその他の諸規定拡]、

ロシア連郊の憲法体制の基礎と矛盾してはならなL、
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篇2・人および市民の繍利および自曲

第 17条 〔一般規定つ

① ロシア逮邦においては、国際法の一般的に承認きれた諸原則および諸規

躯5、ならびにこの葱怯[この憲法一追加]に従い、人および市民の権利および

自由が認めら九保障される。

②人の裳本的権利および自由低調良り並すことができず、出生とともに各人

に帰属する。

⑧人および市民の権利および自由の実現は、他の人の権利および自由を侵

害してはならない。

館 18条 〔直接の効力]

人および市民[市B十→a加]の権利および自由は直接に効力を有する。それ

りは法律の意晴 内容および適用を確定し、立法および執行権力ならびに地方

自治の活動を定め[旧索立法および執行権力ならびに地方自治を拘束しょ

司法によって保障される。

第 18象 〔平罰

② 万人は法律および裁朝五時の下で平等でおる。

②国家は、性、人種、民肱言語喝出生、財産上および職務上の地位、居

住地、宗教に対する態度、信念、社会図体への帰属、またその他の事情に関わ

りなく、人および市民の権利および自由を平等に保障する。[旧案では、国家

によ勺て保障されるという受身表夢訂.社会的、人種問、民族的、言語的また

は宗教的帰属に基づく市民の権利の制限は、いかなる形態でおれ禁止される

開 2の文は追加〕。

⑧男女は平等の権利および自由なりびにその実現のための平等の可能性を

有する。

第21J;¥1 C生命権〕
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①各人は生命権を有する。

②死刑は、それが廃止されるまで、陪審員の参加する義判所で事件の審理

を受ける権利を被告人に与えたうえで、生命に対する特に重大伝犯罪民対す.

例外的な刑問手段として、連邦の法律によって定めることができる。[18案で

は、陪審員の参加する貌判所の判決によってのみ科すζ とができる、という表

現があった。]

第21条 〔個人の尊厳等}

①個人の理事般は国家によって[国家によって追加]保護される。いかな

ることもそれを霊視する線拠とはなりえない。

② 何人も拷問、暴力、またはその他の残員長なもしくほ人間的な尊厳を傷つ

けるような扱いまたは刑罰を受けることがあってはならない。何人も、自発的

同意なしに、医療的、科学哨またはそ¢他の実験を受けることがあってはなら

"，、。

第22条 〔人身の不可侵)

①各人怯自由および人身のオ司侵の権利を有する。

②勾留および拘禁位、裁判所の決定によってのみ許される。裁判所の決定

以前に、4s時間を越えて鈎東することはできないロ

第23条 [通信の秘密等〕

② 各人は、私生活の不可を妻、個人的および家族的な秘密、ならびに自らの

名管および名声の擁護の権利を有する。

②各人は、文還、電話による還語、郵便、電信およびその他の通信の秘密

の権利を有する。この権利の制限は、議判所の決定に基づいてのみ併される。

第24条 〔プライパシ の権利等'1 [旧".日

①人の私生活に関する情報の収集、保存、利用および被布比その者の同

意なしには許されない。

② 園家権力[権力一追加司機関および地方自治機閣ならびにその公務員は、
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漆律で別段の定めがなL、限り、各人に、その権利および自由に直接関わる記録

および資料を閲覧する可能性を保涯しなければならない。

第25i1長 〔住居の不可侵〕

住居怯不可侵であ名。何人も、逮邦の援律で定められた場合、または銭判胴

の決定に基づく場合を除いて、そこに居住する者φ意思に反して住居に侵入す

る極刑を有しない。

第26条 [民接的帰属の決定権)[旧 24条]

①各人は、自らの民族的帰属を[自由にー削除]定め、申告する権利を脊

する。何人も自らの民族的帰属の決定および申告を強制されてはならない.

②各人は、母唱の利用、な勺ぴに交際、養育、教育および創造のための言

語の自由な選択の権利を有する。

第21条 [移転の自由) [旧26条]

① ロシア連邦の領土上に合法的に存在している各人は、自由に移転し、所

在地および居住姐を自由に選択する権利を有する[移転と選択の語怯、名詞か

ら動詞に変わ勺た]。

⑨各人は 自由にロνア連邦D領域外に出ることができる。ロシア逮邦市

民は、妨げられることなくロシア遠郊に戻る権利を有する。

第，，<長 〔信教の自由)[旧 21劃

個人的にまたは他人と期間で任意の宗教を信仰し、またはいかなる宗教も信

仰せず、宗教的およびその他の信念を自由に選択し、保持し、流布し、それ

[田泰 自らの信念]に従勺て行動する権利を含め、各人に、良心の自由およ

び信教の自由 Tの権利一削除]が保障される。

第'"長 {言論の自由等) [旧"嗣

②各人に恩d想および言論の自由IXli.保障される。[旧家←各人は、思想およ

ぴ言論の閏曲、ならびに自らの意見および信念を妨げられることなく表現する

権利を有するJ
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'" 
② 孝士会的、人種的、民族的または宗教的憎悪および敵対を和放する宣伝ま

たは扇動陪許されすよい。社会的人極的、民続的、宗教的または言語的優越性

の宣伝は禁止される。 [3項ー追加]

⑧何人も、自らの意見および信念を表明するよう、またはそれbを放棄す

るよう強制されることはない。[目 2事a
④各人は、任意¢合法的方法で、情報を自由に探索、入手、伝達、生産お

よび流布する権剰を脅する[旧家ー情報を探索、入手、伝達、生産および被布

する自由の権利]。圏家機踏である情報のじ網羅的ー醐陽司リストは、逮郊の

法律によって定められる。[旧3項7

⑤ マスメディアの自由は保障される。検聞は禁止される。[旧4司

第舗条 描祉の閏幽J[旧"条]

①各人ば、自らの利益を擁護するための労働組合の倉般の権利を含め、結

社 [aCCOUHaUKaから 06もe凪盟諸 eHl!eへ1の権利を有する。社会図

体の活動の自由は保障される。

②何人も、何らかの団体への加入ま剖孟そとへの出席を強制されることは

ない。[@結祉の自由の権利の利用の制限は、蜜語#制の基礎の鎌誕のため

に、またはその他法律で定められた目的のために、ロシア連邦憲詰に丞づいて、

または連邦の法律もしくは畿判所の決定に基づいて定めることができる。 削

除]

館31条 {集会の権利) [旧3c条1

ロシア速郊の市民は、武器を持たずに平和的に集合し、集会、会合、示威運

動、行進およびピケッティングを行う権利を有する。

第32条 (国政参加権J[旧31条4

① ロシア連邦市民は、回家の事務の管理に、直接に、または自ら¢代表を

とおして参加する権利を有する。

② ロシア連邦市民は、国家権力機閣および地方自治測闘の選挙権および被
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選挙権、ならびに人民投票への参加権を有す'0[旧"条1項 ロシア連邦市

民は、法律に従い、国家権力機圃および地方自治機闘の濁挙権および被週挙権

を有する。ーを修正]

@裁判断によって行為無能力と認定された市民、および裁判所の羽決に基

づいて自由剥奪地で服役している市民は、選挙権および被選挙権を有し江い。

日日32条3項より移動]

④ ロシア連邦市民は、国家@職務への平等な接近可能性[公務員の係周劃

を有する。 f旧2朝

⑤ ロシア連邦市民は裁判機能に参加する権利を有する。 [5項直加]

[旧32条2項←18裁に達したロシア連邦市民は選挙に参加することができ

る。 剖嗣

第33条 [国家機凋等への訴え)Gf<加]

ロシア逮邦市民は、回家機嗣および地方自治機関に直接訴え、また個人的お

よび集団的訴えを送付する権利を有する。

第"条 [経済活動の自由)[旧部副

①各人は、自らの能カおよび財産を、企業活動およびその他の法律で禁止

されていない経済活動のために酋由民不用する権利を有する。[旧葬トイ芸人に・.

権利が帰属する]

②数占および不公正競争に向けられる経済活動は許きれない。[国家はい

かなる者にも、任意の経湾活動記従事するための特別のまたは優先的な権利を

与える権限を有しない。 削除1

第35条 (私的所有権]【旧"条1

①私的所有権は法律によヲて保護される。[旧案一私的所有権は人の自然

継である]

②各人は、単独で、または他人と共同で、財産を所有し、それを占有、利

周および処分する権利を有す省。
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⑧何人も、[連邦刀法律に基づく場合および削酔J裁判所の決定に奉づ

〈場合を除いて、自らの財産を奪われることはない。園家的必要のための財産

の強制収用は、事前の等価補償という条件の下でのみ行うことができる[国家

的必要以下『醐]。

④相続権は保晴される。[旧3項から独立1

第3B条 [土地所有権:) [1日35条]

①市民およびその団体は、[法律に従って取得した帽除]土地を私的に

所有する権利を有する。

②土地およびその他の天然資源の占有、利周および先扮は、それが周囲の

環境に損害を与えず、他人の[悶案当該地域に居住する人の]権利および合

法的利益[権利および合法的の喬一迫力也を侵害しない限り、その所有者によっ

て自由に実現される。

③土地の利周の条件および手続は、連邦の法律に基づいて定められあ[旧

索法律によって定められる]。

第37条 〔労働の自由等) [悶36条]

①労働は自由である。各人は自らの労働能力を自白に処分し、活動および

職業の種類を自由に遷択する権利を有す'0
②強制労働は禁止される。

③各人は安全およむ衛生の要求に応える条件下で労働する権利、いかな否

差別もなし連邦の直邦国一追加]法律で定められた最低労働報酬額以上の

報酬を受け取る権利、ならびに失業かり保護される権利を有する。

④ ストライキ権を含め、連邦の法律で定めりれた解決方法を利用して団

郊の法律以下ー追加]個人的および集団的労働争議を行う権利が臨められる。

⑤各人は休息権を有する。労働契約に基づいて働く者は、連邦の圃郊の

→車同法律で定められた労働継続時閑の府明、休日および観目、ならびに年

次有給休阪が保障される。
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館"象 〔家族の保護等o[旧31条1

①母性、児童および家族[田泰家族、母性および児童]は国家の保護の

下に置かれる。

②児童およびその養育についての配慮は、両績の平等の権利であり、義端

である。[児室の養育についての労働は、社会保障を受げる犠縄とな石。 間

劇[181項から独立7

③ 18歳に遣した[旧家一雨2人した1労働能力のある子は、労働無能力の

舗について配慮しなければならない。

第"象 〔位会保障の権利)[旧38条1

①各人は、表齢、病昆障害、[労働能力喪失ー前隣組および扶餐者喪失

の場合に、子の養育のために、および法律@定めるその他の場合に[子の養育

以下←追加J[園衰の負担でー削除]社会保障が保証され石。

②年金および社会扶助料の制度が法律によって定められる。[旧安年金、

社会扶助料および社会的観助は、法律で定められた最低生活基準以上の生覆水

首位を保障しなければならなし」旧3項7

⑨ 自発的な祉会保険、社会保噂の迫加的議形態の倉憎および慈善事業が奨

励される[旧2国

館40条 〔住宅幡][旧 39条]

①各人は住宅権を有する。何人も窓意的に住居を奪われることはない。

②園家楓関および維由自治機関は、住宅鐘設を奨励し、住宅権実現のため

の条件を創造する。

⑨貧民および住宅に困窮している法律の定めるその他の市民叫ま、集桝で、

または入居料を支払って、国家、自治時本またtまその他の住宅資産から、法律の

定める基準に従って、住宅が提供され否。

館41条 [健康将司[旧ω条]

①各人は、健康保護および医療捜助の権利[国案医療援助を含め、健康
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保獲の権利]を有する。園家および自治体の保健施設における医療援助は、そ

れぞれ予算、保険料またiまその他の収入によ.資金の負担において、無料で市

民に提供される。

② E シア連邦においては、住民の健康の保護および強ヒの速郊プログラム

のための予算措置が鴛じられる。園家、自治体および私的な保健システムの発

展措置がとられ、人の[国家ー各人の]健康の強化、体育およびスポ ツの発

展、ならびにエヨログー上および衛生上・伝染病予防上の安全を促進する活動

が奨励され'0
③人々の生命および健康に脅威を与え.事実および状況を隠匿した公務員

は、連邦の法律に従ーて自らの[自らか4富加]責任を関われる。

第42条 [環境権1[旧41条1

各人は、良好む環境の権不本その状況についての信頼しうる情報を得る権柄j

Iその状況以下一迫湘]およびエコ E ジー上の法違反によってその健康または

財皇が被った観客の補償を受ける事利を有する。

第"条 〔教育権1[旧42条]

①各人は教育権を有する。

②国家および自治体の教育の施設および企業において、彼料でだれでも入

学できる学齢前の教育、基礎的な[旧案一中劃普通教育および中等職業教育

が保証される。

③各人は、国家または自治体の教育の施由および会業において、競争試駿

をとおして、高等教育を無料で受げる権利を有する。

④基礎的な普通教育は義務である。両親またはそれに代わる者怯、児童が

基繍約な普通教育を受けられるよう保証するものとする。

⑤ ロγ ア違和ま、連邦国家教育基噂を定め、教育および自主学習のさまぎ

まな形態を支援する。

第"条 〔創造の自由等) [旧43条1
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①各人に、文学、芸術、科学、設術およびその他の形態の創作の自由、な

らび民それらの教育の自由が保障される。知的所有摘は法律によって保護され

る。慣現が少し釦白

②各人は文化的生活への多加権、文化施設の利用権および文化財へき書する

権測を有する。

⑧ 各人ば、歴史的および文化的企重量の保存に配慮し、陵史上および文化上

の記念物を大切にしなければならない。

第45条 〔権利の保護J日目44条1

① ロシア連邦において、人および市民の権利および自由の国家による保麓

が保証される。

②各人は、法律で禁止されていないあらゆる手段によって、自らの権利お

よび自由を擁護する権利を有する。

第46条 〔裁判を受ける権末'J)

①各人には、その権利および自由の義剰による保護が保証される。

②国家権力[権力→直刷機調、地方自治機関一社会団体および公務員の

決定および行為は、貌判所に訴えることができる。

⑧各人ほ、既存のすべての圏内の法的保護手段を尽くした後に、 U γア連

邦 D締結した国際条約に従L¥人の権利および自由の保護のための匡輝樹関に

訴える権利を有する。

鮪47条 〔抽審栴等〕

①何人弘法曜によってそれを{旧案一当該事件を]管舗とする裁判所お

よび裁半官において事件の審理を受ける権利を奪われることはない。

②犯罪実行の疑いで訴追されている者は、連邦の法律が定めてい.腸合は、

陪審員の参加する裁判所で審理を受げる権利を有する。

館48条 (弁護人依頼緬)

。各人には、水準の高い桧律哨援助を受ける権利が保証きれる。法律の定
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め.場合法律的[旧案ーとの1援助は級哨で提供される。

②犯罪実行の嫌疑で逮捕、勾留また怯訴追されている者はすべて、それぞ

れ逮摘、勾留または訴追の提起の時から弁護土(弁護人)の援助を受げる権利

を有する。

篇..条 〔無罪推定原III[

②犯罪実行の嫌疑で訴追されている者はすべて、その有責性が連邦の法律

の定める手続で立鉦され、[権調ある独立かっ公正な 削憎]裁判所の判映に

ょうて確定され、それか宅建効するまで比無罪とみなされる固

② 被訴追人は、自らの無責性を立証する義脅を負わない[周1項から独却。

⑧人の有責性に試い去ることのでき江い疑いが残る場合でも、それは被訴

追人に有利なように解釈される。

第印象 〔一事不再理等]

①何人も、同-c犯罪[旧費健一法違反]について繰り返して有罪宣告を受

けること憾ない[旧寮責任を追及されることはない]。

②ゑ.~権の行使に際して、連邦の法律に違反する方法で得られた証拠の利

用[の粛周 追加]は許されない。

⑧犯罪のために有罪釈決を受けた者はすべて、逮郊の法律の定める手続で

上級裁剰所に割決の再審を求め、また特赦もし〈は誠刑を求める権争Jを有する。

節目条 f宣言の免除〕

①何人も、自分自身、その配偶者および逮邦の法律が定める範囲の近親者

について不利な証言をする農務を負わない。

②連邦の法律によって、証言提供の議務を免蝉されるその他の場合を定め

ることができる。

第52条 〔被害者の権利〕

犯罪および権力濫周のために被害を受けた者の権利は、法律によって保護さ

れる。国家は、被害者が f旧索彼が]裁判所に訴え、被勺た損害の補償が受
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げられるよう保証す否。

第闘条 〔国家賠償〕

神戸法学嘩報第9号(1鋭裂の

各人は、国家権力[権力づ島刷機関また俗その公務員の違法な行為〈また

は不作為，)[またはー追加]によって被勺た損害について国家の補償を受ける

権利を有す否。

第“条 (刑事法不遡及原則〕

①人の責任を定め、またはそれを加重する法律体遡及効をもたない。

②何人も、その実行の時に法違反と認められていなかった行為について責

任を悶われ否ことはない。法違反め実行の後にその責任が除去さ九または軽

減された場合は、新しい法律が適用され忍。[1項、 2項に分割]

第関条 〔権不の制服等〕

① ロνア逮邦憲法に基本的な犠利および自由を列挙することは、その他の

一般に認められた人および市民[市民ris加1の抱利および白白を否定し、ま

たは縮小するものと解釈してはならない。

② ロタア逮邦において憾、人および市民の権利および自由を破棄し、また

は備わする法律を発してはならない。

③人および市民の指刺および自由隊、憲法体制の基礎、他人の道纏輔念、

健康、権利および合法的利益の雛護、ならびに国の防衛および国障の安全の保

障のためにそれが必要とされる限度においてのみ、連邦の法律によ q て制限す

ること"できる。

第"象 [非常事態)

①非常事態の条件の下では、市民¢安全の保局および筆法措輔の擁護のた

めに、連邦の憲法的法律に従い、その効力の範囲と期闘を明示したうえで、権

利および自由の個々の制限を定めるζとができる。

② ロシア連邦の全領土におげる、またはその個々の地域におけ.非常事態

体制は、連邦の憲法的法律の定める事由カ培在する場合、その定める手続に従っ



E ツア新憲法体制への道濯 1~ 

て導入するととができる。

③ ロシア連邦憲法第20条、第21条、第23条c1項〉、第24条、第28条、

第 34条c1項〉、第40条c1項〉、第46条及至第日条の定める権利および自

由は制限することはできなL、。匝文のズL等で表記は変わっているが、実質

的には変化なし]

館 57条 〔納税の義蕗〕

各人位、合法的に定められた租視および公課を支払う義務を負う。新しい租

税を定め[旧家導入しJ、または納秘者の負担を強化す.法律は遡及効をも

たない.

第開条 〔自然保護義務〕

各人は、自然および環境を保持し、自然の富を大切に扱う義務を負う。

第鴎条 〔防衛義務〕

①租園の防衛は、ロシア連邦市民の責務であり義務である。

② ロγア逮邦[ロンア連邦一追加]市民弘、退郊の法律に従い兵役と就く。

③ ロシア連邦[ロシア連邦「皇加]市民は、その信念および信教が兵役の

負担と矛盾する場合、また連邦の法律の定めるその他の場合に、それを市民約

職務で代替す.ょう求める権利を有する[表現が少し変化]。

第ω条 〔成人年齢7

ロシア連邦市民は、 18歳になったとき[成人と認めりれ削除]、自らの権

利および義務をその完全恕範圏において自主的に実現するとができる。[法律

はその例外を定めることができる。 商附

鎗61条 〔圏外追放の禁止等〕

① ロシア連邦市民は、ロシアの領域外に追放Sれ、または他圏に送還され

ること6ま"い。

② ロシア連邦位、その領域外に存在する自らの市民に、保護および庇護を

保証する。
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篇回復 に重国管劃

① ロシア連邦市民は、連邦 D法律またはロ γア連邦の締結した国際前約に

従い、外国市民権〈二重市民権)を有するζとができる。

② ロジア連邦市民が外国の市民権を有していることは、連邦の法律または

ロシア連邦り締結した国際条約に別段の定めがなし情更り、その権利および自由

を羅I'J、するものではなしまたロシア市民権から生じる義奮を免燃するもので

もない。

⑧外国市民および無園籍者は、ロシア連邦において、逮郊の法律または

I紹互性の融市二基づいて寸劇ロシア連邦の締結した国際条約によって定

められた犠合を除いて、ロシア連邦市民と等しく[田索 その市民の]権利を

享受し、畿務を負う。(3項は旧63条〕

第63条 {亡命権o[旧64条]

① ロγア連邦は、 般に認められた国際法規範に従い、外国市民および無

国籍者に政治的避難所を提供する。

② ロシア連邦においては、政治的信念のために、またロシγ遮邦において

は犯罪とは認められない行為〈または不作為，)[伝孤内 追加]のために追及

されている者を他国に送還することは許されない.犯罪の実行のために[実行

一吐息加]寄お息されている者の送還、また他国で刑に服すための受弗膚の号陣は、

連邦D法律またはロシア追邦の締結した国際条約に基づいて実施される。

館"条 〔憲法における本意の位置) [追加]

本幸の諸規定俗ロシア速邦における個人の法的地位の基礎をなしており、本

語憲法の定める手続によ.以外に変更することはできない。

車3章連努体制

第'"長 暗郊の構成単位〕

① ロシア速邦を構成するのは、次の連絡有普段主体である。
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アディゲヤ共和ヨ(アディゲヤ)、アルタイ共和圏、パシコルトスタン共和

且プリャーチア持和ヨ、[ダゲスタン・ソゼエト社会主義共和国一削除]

ダケスタ y共和国菌、イングーシ共和圏、カパルゾノ・パルカル共和国、カルム

イキア共和国ーハルムク・タンクテ、カラチャエポ・チ品ルケス共和国、カレ

リア共和国、ヨミ共和国、マリ ・エル共和国モルドピγ共和国日日;案ーモ

ルドゥ・ソビエト社会主義共和国]、サハ共和国(ヤクーチア〉、北オゼチァ共

和国日目案北オセテア ソピエト社会主議共和国}、タタールスタン共和国

(タタールスタン〉、トゥワ共和国、ウドゥムルト共和弘ハカシヤ共和且 h

チ墨ン共和ヨ、チ品ワシ共和国ーチャワシ共和国

アルタイ送、クラスノダ ル道、クラスノヤルスク道、治梅道、スタプロー

ポリ道、ハパロフスク道

アム ル介k7ルハンゲリスク州、アストラハン州、ベルゴロド州、プリ*

ンスク州、ウラジーミル州、ボルゴグラー V州、ボログダ州、ボロネグ州、イ

ワノボ州、イルク ック州、カリーニングラ ド州、カルーガ州、カムチャッ

カ州、ケメロポ州、キ ロフ州、コストロ マ州、クルガン州、クールスク州

レエングラード州 'Jペツク仲しマガダン州、モスクワ州、ムルマ yスク州、

ユジェゴロド州、ノプゴロド州、ノポシピルスク州、オムスク州、オレンプレ

ク州、オリョ ル州、ペンザ州、ぺルミ州、プスコフ州、ロストフ州、リ+ザ

y州、サマラ州、サラトフ州、サハリン州、スペルドロフスク州、スモレンス

ク州、タムポフ例{、トゥベリ州、トムスク州、トゥーラ州、チュメエ州、ヴリ

ヤノフスク州、チ品ラピンスク州、チタ州、ヤロスラプリ州

モスクワ、サンクドペテルプルク一連邦構成市[旧寮連邦構成市として

のそスクワ、連邦構成市としてのサンクト・ペテルプルク]

ユダヤ自治州

アギン・プりャ ト自治区、コミ ペルミャック自治区、コりや ク自治区一

ネネツ自治区、タイムィル(ドルガノ・ネネツ)自治区、ウスチ・オルグ・プ
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リ+ ト自治区、ハントゥイ・マンν』自治区、チュクチ自治区、エペンキ自

治慮、ヤマロ・ネネッ自治区

②新しい連邦鴇成主体のロシア連邦への受け入れおよび:A成は、連邦D憲

法的法俸の定める手続に従って行われる。[2項は旧"条5項を修正1[J日 2

項ー共花園、道、州、逮邦機成恥自給州および自治区の名綜の変更}まん連邦

構成主体によって自主釣になされる。 削除]

館側条 [漣邦情威主体の地位〕

①共和国の地位は、ロシア連邦憲法および共和国の憲法によって定められ

否。

②道、州、連邦機成市、自治州および自治区の地位は、ロシア速邦憲法な

らびに道、州、連邦構成市、自治州および自治区の、それぞれのロシア連邦の

槽感珪体の立法(代表)織田によって採択される憲章[(基礎となる法偉) 削

除]によって定められる。

[0 yァ通関憲法危らびに 0:/ア逮邦の構成主体のそれぞれの憲法および

憲章に従い、管明書対象および権限の区分に関する条約によって、ロシア速郊の

個々の構成主体に特別の地位を与えることができる。この場合、ロシア連邦の

漕結措調の基礎および他の槍成主体の権利を侵害してはならない。 旧8項剤

除4

⑧ 自治州および自治置の立法および執行機関の提案に基づき、自治洲およ

び自制区に関する連邦の法律を採択することができる回[旧4項]

④道または州の構成部分である自治区の諮関係は、連邦の法律、および自

治区の国家権力機関と対応する道または州の国家権力の聞の条約によって規制

することができる。[，項は追加1

⑤ ロジア連邦の構成主体の地位は、連邦D積院長的法律に従い、ロヅア連邦

とロシア連邦情成主体の相互の合意によって変更することができる。[旧案ー

ロシア速郊の構成主体の法的地位は、その同意なしに変更することはできないJ
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第.，条 {領土J

① ロγア連邦の領土は、その構成主体の日目案共和国、道、州、連邦揚

成市、自治州および自治区の]領土、ならびにロシア連邦の内海、領威および

領空をその内に含む。

② ロシ7連邦は主権哨諸権利を有し、連邦の法律および国帯法規範伝よっ

て定められた手続に従い、ロシア連邦の大鐘概および専管 t専管一迫蜘]経済

水坂白管鰭維を行使する.

③ fロシア迫邦構思出体の領土は、その同意なしに変更することはできな

い。 削配ロシア連邦嫡師自体調の境界は、その相互の合意に基づいて変更

するととができる。[ロシア連邦構成主体の発議によって、構成主体問の境界

の変更の問題を、当該領土上に居住している住民の人民投震に付すζ とができ

る帽除]

"'''条 (言語〕

① ロシア漣郊のその金領土においてロシア語が園請でるるo [ロシア語俗、

ロシア連邦 Dすべての圏家の機関および施段において使用される 削防相

②共和国は自らの国語を定めることができる。共和国の園語俗、共和国の

国家権力機関、地方自治樹倒および国家施設において[旧案共和園の国家の

機潤および施設において]、ロシア連邦D園語と並んで使用される。

③ ロγア連邦[旧家国家]は、ロシア連邦の金人民に、母需の維持なら

びにその学習および受曜のための条件時曲する権利を保障す'0
集69条 〔先住少数民鉄の権利〕

ロシア連邦は、国際訟¢一般的に承臆された梼原則jおよび諸規範、ならびに

ロシア連邦の締絡した園際錨句に従い、先住少数民族の諸権利を保障する。

[旧寮ト先住少数民族の諸権利は、国際法四ー般的に承認された酪原則および

誇規範、ならびにロシア連邦の続Sきした国際銅色に従い、ロシア連邦書法およ

び連邦の法律によって保障される。]
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篇70象 〔薗の象徴、首都〕

① ロシア連邦の園旗、国章および圏歌、なりびにその内容およびA式の利

周手績は、連邦の憲法的法律によ qて定められる。[旧家ーロシア速邦は国旗、

回章および国放を有する。その内容および公式の利用手続は、連邦の寵桧的法

律によって定められるJ

② ロシア漣郊の首都はモスクヮ市である。首都の地位は連邦D法律によっ

て定められる。

鮪71条 〔連邦管繕]

ロシア連邦;o管諸に属するのは次の事項である。

.) ロシア漣邦の憲法および逮邦の法律の採択および改正、ならびにそれ

らの遵守の僻制

b) ロソア速邦の逮邦体制および領土

，) 人および市民の権利および自由の規制および保穫、ロシア逮邦の市民権、

ならびに少数民族の権利の調整および保擾

d) 連邦の立法、執行および裁判機関のシステム、むらびにそれらの組織

化および活動の手続の制定、ならびに連邦国家権力[権力一追加]機関の形成

，) 週郊国家所有およびその管理。連邦の政策の基礎8確立、はらびにロシア連邦の国家均、経済的、エコ

ロジー的、社会的、文化的および畏族的発展の分野におげる逮邦綱領

g) 統一市場の法的基礎の確立、ならびに金融、通貨、信用および関税の

続風 通貨発行、価格政策の基礎、ならびに連邦銀行を含む連邦の経済的職務

h) 連邦財政、連邦の種続および公課、連邦の地域発展基金

;) 連邦エネルギ ・システム、原子力エ永ルギ 、按分裂物質、連調勝良、

交通手段、情報および逓信、ならびに宇宙での活動

j} ロシア速邦F外交減策および国察関線、ロシア連邦の園野条約、ならび

に戦争および平和の問題
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k) ロシア連邦の対外経済関係

1) 防衛および安全、軍需生産、武器・弾薬・軍事後衛およびそ白他の寧鴇

品の売却および鴫入手畿の決定、[検分裂物質、 制時J毒物および麻薬性物

質の生産およびその利用手続

m) ロシア連邦の国境、領海[海の原語が水から梅に変化]、領空、専管

[専管追加]経済水場および大型短縮の地位の決定[決定一追加1および防衛

.) 裁羽所制度、検察制度、刑事・刑事訴訟および刑事執行に関すあ立法、

大赦および特数、畏謬・民事訴訟および仲裁訴訟に関する立法、ならびに知的

所有権の法的規則

。) 連邦低触法

p) 気象業務、規幡、度量衡、メートル法および計時法、測地法および地

図作成、地理上の対象の名称 E地盤上の以下追加1ならびに公式統計および

簿記

q) ロシア連邦D国家褒賞および名寄総号

，) 連邦国家公務員制度

第 72条 供岡管轄}

① ロシア連邦およびE シア連邦初威主体の共同管穏に属するのは次の事項

である。[表現が多少変化1

，) 共和国の憲法および出得、道、州および連邦構成市の憲章、法律およ

びその他の規範的法令、ならびに自治州および自治区の規範的法令札口シア

連郊の憲法および連邦の法律伝適合するよう保証すること

b) 人および布民の権利および自由の擁種、少数民族の権利の擁種、合法

性、法秩序および社会的安全の保証、ならびに国境地域の管理体制

。土地、地下資源、水資源およびその他の天然資源の占有、利用および処

分の諸問題 C歴史的に形成されてきた伝統的経営形態の維持および支援、なら

びに当該地域における天然讃源の利用の必要性を考慮にいれた相互の約定に塞
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づく連邦天然資源の地位の決定育係]

d) 国家的所有の区分

，) 自然利用 環境保種、エコロジ目的な安全の保証、特に保種きれる自然

地編、ならびに歴史的および文化的事己念物の傑豊富

。養育、教育、科学、文イム体育およびスポーッの一般的晴問題

g) 保健の諸問題の関撃、家族、母性、父性および児童の保鏡、ならびに

社会保障を含む祉会的保護

hJ 大惨事、自然災害および伝染病との闘争方法の実現[1日案 実施]、な

らびにその結果の除去

il ロジア連邦における課税および公課の一般的諸原"Jの確立

j) 行政、行政訴訟、労働、家飯、住宅、土地、水および森綜に関する立法、

ならびに地下資源および環境保護に関する立法[表現が多少変化J

k) 裁判および法維持機関の要員育成、弁護士制度および公証人制度

1) 少数民族社会の古来からの居住環境、および伝統的生活様式の擁護

m) 屋家権力および地方自治[国家権力 追加]の諸機関のシステム[諾

働羽の γステムー追加]の組織の 般原則の確立

.) ロシア逮邦構成主体の国際的および対外経済的議関係の調整、ならび

にロシア連邦2締結した国際条約の履行

② [ロシア連邦憲法第5条に従い削除]本条の諸説定は、共和国、道、

州、連調晴晴市、自治州および自治区に平等に適用される。

第73条 (逮邦構成主体の権限〕

ロシア連邦の管轄開範囲外では、また U シア連邦とロシア連邦構成主体の共

同管轄の対象としてロ γ ア迫邦の権限が及ぶその施酒外では、ロシア連邦の構

成主体がすべての完全な国家権力を保持する。[旧案←国家権力のすべての権

限はロシア逮郊の梅成主体によって自主的に行使される。]

第74条 〔商品等の自由な流通に対する徹隈)
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① ロシア連邦の領土上に日自家 領土上における]、商品、サービスおよ

び財政資金の白歯な移転に対する関税凍壁、鼠線金、手数料およびその他のい

かなる障害を設けあことも許されない。

②商品およびサービスの移転の制限は、それが安全の保障、人々の生命お

よび健康の保護、ならびに自然および文化財の保護のためにそれが必要な場合

は、迫郊の法律に従って導入することができる。[表現多少変化]

第75条 〔週貨・租秘・国国

① ロシア連邦における逮貨単位はル プルである。通貨発行はロシア逮邦

中央銀行によってのみ行われる。ロ γア連邦直邦一追加]にお砂る他の通貨

の導入および発行は許きれない。

② ループルの安定の擁鐙および保証は、ロ νァ連邦中央銀行の基z料幾絡で

あり、この機能をロシア連邦中央銀行は他の国家権力機関から独立に行う。

[2項追加]

③連邦財政のために徴収される租税システム、江りぴにロ γア遂邦におけ

る課税および公環の一般原則依連邦の法律によヲて定められる.[日 2項]

④国債は、連邦の法律の定め忍手続で発行され、[厳格に 首除]希望者

にのみ割り当てられる。[旧8項、表現が多少変化]

第 76条 〔法令の序列〕

① ロシア迄邦国管健対象について"、ロシ?連邦の金領土で直接効力を有

す忍連邦の憲法胡法律および逮郊の法律が採択される。

② ロシア連邦とロシア連調晴成主体の共同管轄の対象については、連邦の

法律および連邦の法律に従って採択され忍ロシア速歩併普成主体の法律およびそ

の他の規範的法令が採択きれる。

③逮郊の法律は、連邦の温度法的法律と矛盾してはならない。 t旧4項1

@ ロシア連邦国管轄の範聞外、かっロシア連邦とロシア逮多隅成主体の共

同管轄の範囲外で、共和国、送、州、速歩間稼成布、自治州および自治置は、法
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律およびその他の規範的法令の採択を含め、固有の法的視制を実施する。【旧

3項]

⑤ 本条官事1項および第2項に従って採摂された f本条以下一追加]ロシア

連邦構成主体の法律およびその他の規範的自伝令は、連邦の法律と矛盾しではな

らない。連邦の法律とロシア逮邦において発せられた他の法令が矛盾する場合

は、逮郊の法律の方カ唱力を有する。

⑥連邦の法律と、本条第4項に従q て発せられたロシア連邦構成主体の規

範的法令が矛盾する場合除、 p シア連邦構成主体の規範的法令カ噛カを有する。

[6項ー追加]

第刀条 G墓邦携威宜体の権力機関システム〕

①共和園、進、jJ;，連邦機成市、自治州および自治区の国家権力機関のシ

ステムは、ロシア連邦の憲法体伽の基礎、ならびに連邦の法律によって定めら

れた国家権力の代表および執行機閣の総織の一般原則[ならびに以下ー追加]

に従い、ロシア速邦構成主体によって自主的に定められる。

② ロシア連郊の管絡内で、またロシア連邦とロシア連邦構暗主体の共同管

輸の対象については 0;';ア逮郊の権曜の範囲同で、逮邦執行権力機闘とロシγ

連邦構成主体の執行循力機聞は、ロシア連邦における執行権力の続 システム

を形成す答。

第 78象 [連邦と漣邦構荻主体の執行権力楓関の関係)

① 連邦執行権力機関は、自らの権限の仔健のために、自らの地域機関を創

設し[旧築地域単位の支局を設け]、それぞれの公弱員を任命することがで

きる。

②連邦執行権力機関は、ロシア逮邦構成主体の徐行権力機掴との合意のう

えで、ぞれがロシア遠邦憲法および速邦の接待に矛盾しない限り、ロシア連邦

構成注体の執行権力機関に、自らの権限の一樹3の行使を委ねることができる白

⑧ ロνア連邦構成主体の酎T権力歳関位、逮多時'"権力機閣との合意のう
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えで、後者に自らの権限の一部の行使を委ねるととができる。

④ ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府は、ロシア連邦憲法こ従い、ロ

シア連邦の金領土において、連邦国家権力の和販の行伎を保証する。

鮪79条 $白河事団体への加盟]

ロシア遠邦は、もしそれが人および市民の櫓利および自由の制限をもたらさ

ず、またロシア逮邦の憲法体制¢塞礎と矛盾しないならば、国療団体に参加」

国際条約に従勺て自らの権限の 部をそれに委ねることができる。 [2文を 1

文にまとめ、表現に変化あり1

第4傘ロシア連邦大続領

第80集 〔暴本書F反ヨ
① ロシア連邦大統澗は国家元首である。

② ロシア逮邦[ロシア速><-i皇加]大統領弘、ロシア連邦憲法、ならびに

人および市民の権利および白歯¢輔臥である.大統領は、ロシア連邦[司シ

ア連邦一迫力羽憲法の定める手続に従い、ロシア連邦の主権、その独立性およ

び国家的一体性の保陵措置をとり、[園家の内政・外交政策の基本方針を定め、

別融J[すべての一首除d国家権力[権力一過咽]機闘が協調して機能し、

相互に協力するよう保証す省。

③ ロシア連邦大統領は、ロジア連邦憲法および連邦の法律に従い、臣家の

内政および外交政策の奉本方針を決定す'0[旧2項の一部を修正して独立化]

[ロ γア連邦大統領は、選挙で掲げた政治・経済綱領を実行するために、ロ

シア連邦憲法および連郊の法律によって大銑領に与えられた権限を行使する。

旧3項背除]

⑧ ロシア連邦[ロシア連邦一追加日大統煩は、l国家元首として、圏内およ

び国際関係においてロνァ連邦を代表する[最高公職者である一目除]。

第81条 〔大統領選挙〕
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① ロシア連邦大統領は、ロシア速邦市民により、普通・平等直倭選挙権

および秘留置票制によって、 4年の任期で選出され'0
② ロシア連邦[ロシア連邦F 追出]大統領に選出きれる資格を有するの俗、

ロシア連邦に10年以上恒常的に居住するお歳以上[0)歳以下噛除]のロシ

ア逮邦市民である。

⑤ 同一人物は、連続して二期を越えて大焼領の職務に就くことはできない。

[田4項]

@ ロシア連邦大統傾の還挙手続は、連邦の法律によって定め bれる。[旧

3朝

第"条 白室嘗〕

① ロシア連邦大統領は、その職事警に就任するに際して、人民に対して次の

宣誓を行う。「ロシア連邦大統領の続出磁の行使に際して、人および市民の権利

および自由を理事責・援護し、憲法を道守・擁陵し、図家の主権および独立 t独

立ー若嗣]、ならびに安全および一体性を擁護し、片足に誠実に穆仕するとと

を誓う。j

②宣誓は、遠邦院議員、国家院議員およびロシア連邦憲倍裁判所裁判官の

出席φ下に、[旧表現ー宣誓は連邦集会において、ロシア連邦憲法裁判所の出

席の下に、]厳かな雰囲気のもとで執り行われる。

第"条 f連邦大統領の人事権]

ロシア連邦歩調傾ほ、

.) 国家践の同意を得て、ロν 7連邦首稲を任命する。[旧表現一国家1院民

ロνア連邦首澗の任命について提案するJ

b) ロシア連邦政府の会績を主宰する権利を有する。【b号~底力町]

，) ロシア連邦政府の総辞職について決定を採択する。[[日表現一国家院に

対して、ロシア連邦政府の向島瀞職両極を提唱するJ

d) 国家院に、ロシア連邦中央銀行総裁の職著書に任命するための候補者を
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提案し、国家主鬼に対して、ロシア連邦中央銀行総裁の解任ゴ同踊を提起する。

，) ロシア連邦首相の提案に基づいて副首相および速邦大臣を任命し、それ

らを解任する。[表現が多少変化]

。連邦院に、ロシア連邦憲法裁判所、ロシア逮邦最高銭判断およびロシア

a到車両仲裁裁判所の裁判宮の喰務に任命するための候補者、ならびにロシア

連邦検事総長の候補者を提案し、連邦院に対して、ロシア連邦検専総長の解任

を援案L、その他の連邦裁判所の裁判官を任命する。[表現が多少変化]

g) ロシア逮邦の保安評議会を組織し、その長となる。保安評議会の地位

は逮郊の法律によって定めbれる。 [g号一返却nl

h) ロシア連邦η軍事ドクトリンを承認するロ [h号一追加]

i) ロシア連邦大鋸領府を組織する。[その長官を径命し、解任する。 削

除1

j) ロγア連邦大統領の金権代表を佳命し、解任するa

k) ロシア連邦軍最高司令留を任命し、解任する。

Il 連邦集会の関係する委員会および院の委員会に諮問した後に、外国およ

び国際組織におけるロシア連邦¢外受?な衰を任命し、召還する。

節制条 〔国家院の解散、人民投康指定等〕

ロゾア連邦大統領ほ、

.) 0シア連邦糧法および連邦D法律に従い、国家院[回表現漣邦集会

両閣の選挙を指定し、

b) ロシア速邦憲法の定める鳩合に、その定める手続に従うて国家院を解

歓し、

d 連邦の憲法的法律の定める手続にようて人民投票を指定し、

d) 国家院に法案を提出し、

，) 連邦の出程績に署名し 公布する白[旧 f号]。園の状態について、また国家の内外政策の基本方針嘩本方金ト唱加]
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について、年次[年次 追加日教書を連邦集会に送付する。[旧e号]

"85象 {権力機関の紛争の解決〕

① "'>〆ア連邦大統領は、ロジア逮邦の国家権力機粛とロシア連邦力構成主

体の国家権力機間同商、およびロシア連郊の構成主体の函家権力機凋陶互聞の

不一致[旧表現一議坤]の解消のために協議手続を利用することができる。大

統領は、協議が整わなか勺た縫合は、紛争の解決をしかるぺき畿判所の審理に

委ねることができる[旧表現委ねる権利を有するJo

② ロγア遵邦大統領は、ロシア連邦D構成主体の執行権力機関の法令がロ

シア連郊の憲治、連邦の漆律[逮郊の法律--is加]もしくはロシア遠郊の国際

的義務と矛盾し、また依人および市民の権利および自由を侵容する楊合は、し

かるべき裁判所によ.ζの問題の解決までこれら法令の効力を停止する権剰を

有す.$0[1目案には、違反を除去するよう、 Lかるべき裁判所に訴える権利を

有するーという表裏があ勺た。]

第筒条 〔外交〕

ロシア速邦大統領は、

，) ロνア連邦少外受政策を指導する。

b) 交渉を行い、ロシア連邦の締結する国家条約に署名するo

d 批准嘗に署名する。

d) 外国の外交代表の信任状および召還状を受理する。[旧家は '-d号に

分割せず、 lつの文であった辺]

第87条 [軍最高指令官等〕

心 ロシア連邦大統領は百シア連邦軍の最高指令官である。

b) ロγア速郊に対する攻撃または攻阜の車競の脅威が発生した場合、ロ

シア連邦大統領は、ロシア連邦全土[旧表現一会橿]に、またはその個々の地

域に戒厳令を敷き、直ちにとのととを連邦院および画家院[国家院追加lに

遜知する白
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OJ 戒"'.令の体制については、送手Sの憲法的法律によ勺て定められる。

第8B条 〔非常事態〕

ロシア連邦大統領は、[ロシア連邦憲法または削除司連郊の憲法的法律に

定められた事情が存在する場合には、その定めた手続に従コて、ロシア連邦D

全土またはその個々の地域に[ロシア連邦同全土以下一追加]非常事態を宣曾

し、直ちにそのことを逮邦院および国家鴨[国副院ー追加]に通知する。

鮪凶条 f市民権、国家褒賞、大相

ロシア連邦大統領は、

.) ロシア速郊の市民権の諮問題および政治亡命の許可の問題を決定するo

b) ロシ7連邦の国家褒貨を授与し、ロシア逮郊の名誉称号、最高軍事称

号および最高特別陣号を与える。

0) 特般を決定する。

第 90条 [大統領令等)

① ロシア連邦大統領は、[ロシア連邦窓法および連邦の法律によって課き

れた権限に従L¥一間臨む大統領令および処分を発する。

② ロシア連邦大説領の犬統領令および処分は、ロシア連邦の全額土で執li

が[執行，，-追加]義趨づげちれる。

⑧ ロシア逮邦大就領の大統領令および処分は、ロシア遮郊の憲法および連

邦の法律と矛盾してはなりない。

第91条 〔不可侵特権]

ロシア連邦大統領は不可侵特権を有す'0
鏑92条 〔大統領の権限終了〕

① ロシア連邦大統領は、その宣誓の実胞の時からその権限の執dに入り、

その任期が揃了して新たに選出されたロジア辺邦大統領が宣醤を行った時にそ

の執行を終了する。[表現に多少変化あり]

② ロシア連邦大説領は、その静任の樋合、その健康状態のため自らど帰属
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する権限を行使することが継続的に不可能忽場合、または職務を解任された場

舎に、任期満了前に権限執行を終了する。この場合ロγア連邦[ロシア逮邦{

追加d大統領の選挙は、権限の執行[執千子一追加]の任期情了前の終了の時か

ら3カ月[18案 2カ月]以内に実施されなれければならない。[表現に多少

変化あり]

③ ロシア連邦大鏑満出自bの職務を遂行するととができない場合はすぺて、

ロγア連邦首相が臨時にその喰務を遂行する。ロシア連邦大筋領代行11，国家

院を解散し、人民役粟を指定し、またロシア遂邦憲法の諸規定の改Eおよび再

検討の提案を行う権利を有しない。[第2の文は追加]

第"条 {大統領の解径}

@逮邦院は、国家に対する裏切りまたはその他の重大な犯鮮の実行の疑い

で園家躍によって提起された大統領に対する告発に基づき、ロシア連邦[ロシ

ア連邦一迫力凶大統領ω行動に犯罪の構成要素が存在していることがロγア連

邦最高裁判所の結論によーで確認さ札かっとの夫摘領の告瀧の提起が所定の

手続を遵守してなされたことがロシア連邦憲法書記判所の結鎗によって確認され

た場合にのみ、ロシア連邦大統領を職普から解任することができる。[旧 92条

3項、 l日1ω条より、表震変更]

②告発の提起に闘する国家院の決定、および大揖傾の職務からの解任に関

する連邦鳴の決定は、国家院の組織する特別委員会の結論を得て、各院の総裁

の3分の 2以上の多数によ勺て採択しなければならない。[旧 108条より、表

現変更]

③ ロシア連邦大統領の磯署毎かbの解任に関する遠邦院の決定は、国家慌に

よ.大統領に対する告発の提起から 3カ月以内に採択しなければならない。と

の期咽内に連邦院の決定が採択されない場合は、大統領に対する告発は却下さ

れたとみなきれ'0[悶1開条より、表夢変更]

[大統領の解任について、旧案では蝉曜会の章噂5章)に次のような詳し
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い規定があった。

旧第l個条仁大事野倹の解任]

国家院は、国家院議員総数のS分の 1以上の議員グループの提案に基づき、

ロシア連邦大統領を国家に対する裏切りまたはその他の重要請E罪の実行の嫌疑

で告発する根拠となりうる事実を審理するための委員会を組織する。

国家隅¢委員会の活動の結果、議員総数の 8分の2の多数によって、園会に

対す名裏切りまたはその他の重要捌骨実dのためロシア連邦メ措領の告発が

決定さ払ロシ7連邦最高畿判所"、大統領の行動吋岬の構成要件が存在す

るか否かについて結論を提示すあょうi乙質問を発する。

連邦院は、民家院の提起した告発に基づき、ロシア連邦大統領の行動に犯罪

の構成要件が存在す忍というロシア連邦最高裁判所の結論、および告発の提起

が所定の手続を遵守してなされたか否かについての連邦院の質問に対するロシ

ア連邦憲法裁判所の結論を得た後に、逮邦院の議員総数の8分の2の多数でロ

シア連邦大説領をその職務から解任する権利を有する。

ロシア連邦大統領をその職務から解任するという連邦院の決定は、園家院に

よる大統領の告発の提起から 3カ月以内になされなければなbない。この期間

内に連邦院の決定が採釈されなかった場合は、大統領に対する告発は却下きれ

たものとみなされる固]

lI!5奪還開集会

篇"条 (基本限定) [1百鎚条]

ロシア連邦の器障会一議会は、ロシア連邦D代表・立法楓闘である。

第"条 [2院制)[目斜条]

①連邦集会は連邦院および園家院の2院によって織成されるe

②連邦院は、ロシア遥邦義の構成主体から各2人の代表[代表代議員]

一国家権力の代表および執行機関から 1人づっ[圏実権力以下追加] が構
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成員となる日日家一選出される]0

⑧国家員は4刷人[旧業~-4∞人]の議員で構成される。

"'''条 (議員の任期等) (旧s5条]

① [海邦院および削除]園家院は、 4年の任期で選出されるロ

② 逮邦院の形成予緋 r旧閣一連邦院議員]および園家院議員の遷掌手掛ま、

連邦の法律によって定められ.固

第97条 〔議員資格等) (国96条]

① [連邦院議員およびー削除]園家院議員として選出することができるの

は、 21裁に逮」選挙に参加する権利を有するロシア連邦市民である。

②同 人物が、同時に連邦院および国家院の議員になることはできない。

国家院議員は、その他の国家権力の代表機関および地方自治機関の議員になる

ことはできない。 I旧案では第2の文に連邦院議員も含まれていた]

⑧ [連邦院議隅およとト削配国家院議員は、恒常的に専門離として務動

する。 f連邦障害J議員および-， 嗣国書記院議員は、国家公務員にな q たり、有

給のその他の活動に従事することはできない。但し、教育、研究およびその他

の創造的活動はとの限りでない。

第"条 [議員の不可侵特権II[旧97条]

①速邦院議員および国家院議員は、その任期の全期間にわたり、[議員と

しての一高徐]不可侵特砲を脊す'0議員は現行熔逮捕の場合を除いて、逮捕

され、勾留さA 後索を受けることはない。議員は、他人¢安全を保障するた

めに連邦2法律によって定められた場合[田案 それが不可欠で~る場合]を

除いて、身体検査をされることはない。

②議員の不可侵特権の剥奪の問題は、 Iそのために特別に組織される連邦

院または国家院の委員会の結論に基づき、一再除]ロシア連邦検事総長の提案

に基づき、連邦集会の当援院によって決定される。

[連邦院滋員および国家院議員は、その野月した憲見採決に際しての立車
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および議員の地位に基づくその他の行為のために、その伝舛の結了後も含めて、

法律的貿径を追及されることはずμ 、。 目8項削嗣

第90条 〔連邦集会の招集制[旧総剖

①連邦集会は恒常的に活動する機関である。

② [連邦院および一首鵬]国家院は、選挙後 30日目にその最初の会議の

ために集合するロロシア連邦大統領は、この期間以前に、国家院[旧宗一連邦

集会の院1句会鍵を招集するととができるロ

⑥国家院[旧案一院]の是初の会議は、最長老舗品が開会する。

④新期の櫨邦院または削除]園家院の活動の開始とともに、前期の園

家院[旧案それぞれ@院]の権限は終了する。

""ω条 〔演の会議劃 CI日90条]

①連邦院および国家院は別々に会識を聞く。

②連邦院および国家院の会瀦は公顔で行われる。践の[院の→皐則規則

が定める場合、院は秘密会を行う権利を有する。

③両院は、ロソア連邦大統領佐教省、ロジア連邦憲法ゑ平所の教書、およ

び外国指導者の演説を聴取するために合同会識を聞くことができる図

第 101条 〔院の構成等) [旧1∞条]

①連邦院は、その楊成員の中から、連邦院議長および同面議長を選出する。

国家院は、その構成員の中から、国家並議長および同副儀長を選出する.

②迫邦院の謀長および国議長、ならびに国家院の議長および副蟻長は会議

を主宰し、瞬間内部規律を維持する。[副機長の霞2ヶ所一追加]

③連邦院および臣家院は合同委員会および磁の委員会を組織し、その管略

する諸問題について f競合統制を行い、 融闘議会@聴胡[およぴ調査←削

闘を行う。

④各院は I旧定一遍凋院および園家隣同自らの議院規則を制定し、自ら

の活動凶内郁規律の諸問閣を解可決する[旧家ー誕抽およびその活動手織の償問
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題に関して処分を発するJ.

⑤追録予算の執行の統制を行うために、連邦院および国家院は会計院を組

織するが、その構成および活動手続は連邦の法律によって定められる。

費制限条 〔連邦院の管鰭J[旧 101剖

①連絡院の管繕に嵐するのは次の事項である。

.) ロシア連邦D権威主体¢聞の境界の変更の承認

b) 戒厳令の導入に関するロシア越邦大統領の大統領令の承認[旧築確

認]

e) 非常事態を宣言したロシア連邦大統領の大統領令の承認[旧家確認l

d) ロシ7逮郊の領土外でのロシア逮邦軍の使用の可能性に関する問題の

決定

，) ロシア連邦大統領の週挙の指定

f) ロシア連邦大統領の犠務からの解任

g) ロシア遮邦憲法裁判所、ロシア連邦最高裁判所およびロシア速邦最高

仲裁毅判所の裁判官の任命

h) ロシア連邦検事総長の任命および解任

i) 会計践の副院長および検査官の半数の任命および解任

②連邦院は、ロシア連邦憲法によってその管轄とされている諸問題に関し

て決定を採択す否。(表現に多少の変化あり]

③連邦誌の決定は、ロシア追邦憲誌によって決定採択のi訟の手続が定めら

れていはい限り、連邦院議員総数の虚半数によって採択される。

第削条 〔園家院の管暢] [18102割

①国家院の管轄に属するの低次の事項である。

.) ロシア連邦首相の任命についてロシア漣邦大統領に同意を与えるロ[旧

来 ロシア連邦首相を任命すoJ

b) ロシア連邦彦府の信任[および総辞職ー削悌]の問題の決定
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。〉 ロシア連邦中央銀行総裁の径命および鯛旺

d) 会計院の院長および検査官の半数の任命および解任

e) 連邦の憲法的法律に従って活動する[逮郊の以下一追加]人権オンプズ

マンの任命および解任

f) 大激の公示

g) ロシア連邦大統領解任のための告発の提包

②園家院は、ロシア連邦憲法によってその管舗とされている諸問題に関し

て決定を採択するo [表現に多少の変化あり]

③園家院の決定は、ロシア連邦憲法によって決定採択の別の手続が定めら

れていない隈り、国家院篇員総数の過半数によーて採択さきれる。

'" 10'条 〔立法発議権)[旧103条]

①立法発議権は、ロシア連邦大統領、連邦院、連邦院議員、国家院議員、

ロシア速努暗府およびロシア連邦構成主体の立法(代表)機関に帰属する。立

法措議権は、その管轄する諸問題に関して、ロシア連邦憲法裁判所、 E シア連

邦最高裁判所およびロシア連邦鰻高仲裁裁執所にも帰属する。[旧家で倍大統

領は国家院議員に次いで4番目に規定されていた]

②法案は圏家院に提出される。

⑧ 租税の導入もしくは廃止、租税納付の切除、国柵¢発行、または国家の

財政僚理事の変更に闘す.法案、その他直邦予算からの支出を必要とす忍法案は、

その問題についてE ジア連邦政府の結講を得てのみ提出することができる。

第 105条 圃家離の優越性) [旧104条1

①連邦の法律'"国家院によ勺て採択きれる。

②連邦の[溜邦の寸皇加]法律は、ロシア連邦憲法によって却閣の定めが

ない限り、国家院自民買の総数の過半数によって採択容れる。

③ 国家院によって採釈された遠郊の[連邦のー追加]法律は、 6日以内に、

審理のために連絡院に送付される。
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④連邦の[連邦の一通帥旧法棒は、逮邦院の議員総数の過半数がそれに賛

成投票したとき、または 14目以内にそれが語辞6襲によって審理を終らなか。

たとき、連邦院によって支持されたものとみなされる。連邦院が連邦の民叡翠

の 追加]法律を拒否したときは、両院は生じた不ー致を克服するために箇議

委員会を設置することができ、その後遺郊の[逮邦¢ー追加]法律は園家院で

再度審議しなげればならない図

⑤国家院が連邦院の決定に不司意の場合は、再役票に際して、国家噛の議

員総数の3分の2Q上が賛成投票したとき、連邦の I連邦ー迫U加]法律"採択

されたとみなされる。

第 106*' (連邦曜の義務的審議) [1日105条]

次の問題に隠して国家院の採択した連邦の法律は、連邦院で必ず審議しなけ

ればならない。

.) 連邦予算

b) 連邦の租税および公謀。金融、通貨、信用および関税の規制、ならびに貨幣発行

d) ロシア遠邦の締結した国際条約の批犠および廃棄

e) ロシア連絡同[ロジア速郊の寸島加]国境の地位および防衛

。戦争および平和

箆107条 〔大統領による法律の署名) [旧 106条J

①採択された連邦の法律は、署名および公布のために、 5日以内にロシア

連邦大統領に送付される回

② ロジア連邦大統領は、 14日以内に連邦"[連邦のー追加]法律に署名

し、ぞれを公布するー

③ ロγア連邦[ロνア連邦→帥，)大統領が連邦の法律を受け取ーた日か

ら 14日以内にそれを拒否したときは、国家院および逮邦院は、ロシア逮邦憲

法の定める手続に従h¥当骸法律を新たに審議する。再度の審議に際して、連
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邦の[連邦のづ畠刑法律が、以前採択されたのと同じ内容で、連邦院議員お

よび国家院議員の[f日家「各院の議員]総数のS分の2以上の多数の賛成を得

たときは、大統領は7日以内に [7日以内に寸皇加]それに署名し、公布しな

ければならない。

第四条 〔憲法的措南 [18101剖

①途郊の愈法的法律隊、回シア連邦憲法の定める諸問題に関して採択され

る。

②連邦の憲法的法律は、連邦院議員総数の4分の 3以上および圏家院議員

総数の3分の2以上の多数が賛成したときに採択されたとみなされる。ロシア

逮邦大統領は、 14日以内に、採択定れた連邦 2憲法的法律に署名し、公布し

なければならない。

""関条 〔国家院の解散〕

① Eシア連邦大統領は、ロヨYア連邦憲法第 111条および第117条[日案

116条]が定める場合、国家院を解散することができる。

②園家院を解散した場合、ロシア連邦大統領は、新しく選出寄れる国家院

を解散の白から4カ月[悶案--90日J以内に招集することができるように選

挙の日程を指定する。

③国家嘆の選挙の日から 1年以内は、ロ νア連邦憲法第 117条[出案

116条]の定める根拠に基づいて園家院を解散することはできない。

@国家院が大統領に対する告発を提起したときから連邦曜によるしかるべ

き決定が採択されるまでは、国家院を解散することはできない。

⑤ ロシア連邦の全土に戒厳令または開厳令寸帥]非常事態が宣言され

ている期酒、およびロシア連邦[ロシア連邦一追加]大統領の任期の終了前の

6.月間ば、国家院を解散することはできない。

第.. ロシア連邦盈府
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第 110条 f連邦政府の構成等〕

① ロシア連邦D執行権力を行使するのはロγア速邦政況をである。

② ロシア速邦 [cシア連邦一追加]政府は、ロシア連邦首稿、ロ νア連邦

[ロシア逮邦ι云皇加]副首相および逮邦大臣によって構成される。

[ロ νア連邦構成主体の執行権力の援は、職務上ロシア連捧政府の構成員と

なる。 旧3項階僻]

第 111条 〔週邦首相の任命〕

② ロシア連邦首相は、国家院の同意を得て、ロシγ逮邦大統傾によって任

命される。

[旧費量 ロシア連邦首相は、ロシア連邦夫議舗の提案に基づき、医家リ院こよっ

て任命される。ロシア連邦首相の候補者は、新湖の国家院の最初の会議後2週

間以内に提案するものとす'oJ

② ロシア連邦首相の候補者は、新たに選出された E シア連邦大統傾が就任

した後もしくはロシア追邦政府総評駿後 2週間以内に、または圏家院による候

補者の拒否の白から 1週間以内に、提案されるものとす'0[大統領の提案し

た候補者を国家院が拒否したときは、大統領は首相任命の問題を新しく審理す

るよう国家院に握留する。 旧2項ー削除1

⑧ 国家院は、ロシア連邦大統領によョて提案されたロシア連邦首相の候補

者を、候補者の提案の白から 1週司以内に審理するものとすQo [3項←迫加]

④提案きれたロシ7連邦首相候橋者が国家院によ勺て 3団拒否きれた場合

は、ロシア連邦大競領怯ロシア連邦首相を任命し、園家院を解散して新遥挙を

指定する。[旧案8項および4項国家院が候補者を再度傾否したときは、大

畿領は、最初の鍵案の日かり1ヵ月以内に、 3度ぴ、首相候補者の審理を園家

院に提起する。大統領は同U候補者を2度提案する権利を有する。それでも国

家清治噌相を任命しなかったときは、大統績は国家院を解散する決定を採釈し、

首相代行を任命することができる斗
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第 112条 〔連邦政情の構成等〕

① ロγア連邦首相は、その任命後1週間以内に、連邦執ぽ権力機関の構成

に関する提案をロシア逮邦[ロシア連邦一追加]大統領に提出す'0
② ロシア連邦首相は、ロシア連邦大統領に、ロシア連邦[ロシア連邦→阜

加]副首相および連邦大臣の候補者を提案する。

第 1惚袋 〔連邦首相の職務〕

ロシア連邦首相は、ロシア連邦憲法、連邦の法律およびロシア連邦大統摂令

に従い、ロシア連邦[ロシア速舟昔加]教府の活動の基本方針を決定し、そ

の活動を組織する。

第 114条 【酎冊府の職務〕

ロシア連邦政府民

.) 連邦予算を作成し、面会院に提出し、その執行を保証す'0遠邦予算

の執行について国家院に報告を提出する。

b) ロシア連邦における統 した金融、信用および適貨政策の実施を保証

する。

"' ロシア連邦における文化、科学、教育、保億社会保障およびエコロジー

の分野の統一された園家政策の実施を保証する図

心連邦所有財産の管理を行う。

自) 国の防衛および国家的安全お保障、ならびにロ γア速郊の外交政策の実

現のための手設を行使日日案一採用]する。。合法性、市民向権利および自由の保障、ならびに所有および社会秩序の

保曜、ならびに犯罪との闘いのための措置を実行する白

g) ロシア連邦憲法、連邦の法律およびロシア連邦大統領令によって政府

に擬されたその他の権限を行使するロ

② ロシア速歩間賞守の活動手続は、連邦D憲法的法律によヲて定められる。

篇 115. (連邦政晴の決定等]
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① ロシア連邦憲法、遠郊の法律および規範的な性格をもっ[規範的な、以

下追加]ロシア連邦大統領令に基づき、その執行のために、ロシア連邦政府

は決定および処分を発し、その執行を保証する。[遁邦大臣は命令を発する。

削闘

② [その権限の範闘内で発せられた削配ロシア遠邦政府の決定および

処分[ならびに連邦大臣の命令ー削除]は、ロ γ ア連邦において執行が義務づ

げられる。

③ ロシア連邦波情¢決定および処分がロシア連邦憲法、連邦の法律および

ロνア連邦大統領令と矛盾する場合は、ロ γ ア連邦大統領はそれを破棄すあこ

とができる。

第 116条 〔大統領選出に伴う政府の樹園解除) [jsIJlJ 

ロシア連邦大統領が新たに選出された場合、ロシア逮邦珍府はその権限を解

除される。

~ 117条 〔漣邦祖政府の総語学環器、不唱任)[回116劃

① ロシア連邦政摘は自ら総辞職を求めることができるが、ロシア連邦大統

領はそれを受け容れ、または拒否する白

② U シ7連邦大統領は、ロシア連邦政府の総辞職の決定を採択す.ことが

できる。同案 。シア連邦メ揖傾は、国家院に対して、政指の総静職の問題

を提起するととができるJ

[政府の総辞職に関する大統領の提案がその提起の時から 1週間以内に園家

院で審理されない場合は、大統領ば再度政府の総欝職を宣言することができ、

それによって国家院による問題の審理なしに政府は総辞職となる。 I日S項

削除]

③国家院は、ロシア連邦政府に対して不信任を表現することができあa ロ

シア連邦 [0:/7連邦追加]政府に対する不信任の決定は、国家院議員総数

の過半数によって採択される白国家院によるロシア連邦[ロシア連邦て追加]
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政府不信在の表明後、ロシア連邦大鏡領は、ロシア遂邦[ロシア連邦追加1

政府の総辞職を宣言するか、または園家院の決定に同意しない権利を有する。

園家院が8ヵ月以内に再度ロシア濃割瞳府に対す忍不信任を表明したときは、

ロシア連邦夫摘額ほ政府句総辞職を宣言するか、また肱国家院を解散する。

[旧4項、 5項を統合]

@ ロシア連邦首相俗、国家院に対して、ロシア逮調融飛不信任の問題を提

起することができる。国家院が信任を拒否した場合、メ揖跡ま7日以内にロシ

ア逮勇敢府の総辞職@決定を行うか、または国家障の解散および新選参の指定

の決定を行う。[4項ー追加]

⑤ ロγア逮邦政情は、経辞職また俗権限解除の場合、ロシア連邦大統領の

萎任により、新しいロシア速多臓府が組織されるまで機能を続ける。[5項

追加1

I旧第 117条{新首相の提案〕 削除 (lll条に対応) 司シア連邦政府が総

辞職した鳩合は、ロシア連邦大鏡領は、 2週間以内に、ロシア連邦憲法の定め

る手続に従って政府を組織す忍ところの新しいロシア逮努噌相の候補者を国家

院に提案する。]

第7牽穂判権

第 118条 〔般規定〕

① ロシア連邦において裁科塩を行使するのは裁判所のみでああ。

②裁判権は、憲法訴屋、民事訴訟、什政訴訟および刑事訴訟をとおして実

現される。

③ ロγア逮郊の裁判システムは、ロシア逮調暗法および連邦D憲法的法律

によ qて定められる。特別裁判所の創設は許きれない。

第'"条 {義判官の資格}

譲歩判官の資格を有するの1;1.:， 25歳に逮し、最高法律教育を受け、 5年以上
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法律の専門職の経歴を有す.ロシア連邦市民でああ。ロシア連邦裁判所の裁判

官に必要とされる追加的要件を連邦の法律は定めることができる。

第 12句集 〔裁判官の独立) [旧122条]

①裁字官は独立であり、 U シア連邦[ロシアよ軒居追加]憲法および連邦

の[連邦の--iß~a] 法律にのみ従う。

②裁判官は、事件D審理に際して、園家機関またはその他の機関の法舎が

法律に適合しないことを確認したときは、法律に従ヲて決定を採択する。

第 '21条 f裁1判官の身分保証) [1目120条J

①裁判官は更迭されない。

②裁判官の権限は、逮郊の法律の定める手続および根拠[旧案 「手続」

と「根拠」の語順入れ替え]による場合を除いて終了することはなく、停止さ

れることもない。

第 122条 [裁判官の不可侵特権) [旧121劃

①裁判官は不可侵である。

②裁判官は、連邦グ法律の定める手続によるJ<，l?j.に刑事責任を追及される

ことはない。

第 123条 〔裁判の諸原則〕

① あらゆる裁判断において事件の審理は公開である。秘密会議における事

件の審理は、連郊の法律の定める場合にのみ帯され<0
②裁判所における刑事事件の欠席審理は、逮郊の法措り定める場合を除い

て許きれない。

③訴訟は、対審制および両当事者の平等権の原則に基づいて行われる。

③ 漣邦の法掃によって定められた場合、訴訟は陪審員の霊参加のもとに行わ

れ否。

第 124条 〔裁判所の財政]

裁判所の財政は、連邦の法律[の要求自鵬]に従い、連邦予算によっての
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み賄われ裁判を完全かっ独立に実現する可能性が保証されなければならない。

第 125条 [憲法畿判所〕

① 司シア連邦憲法裁，*所は 19日日寮 18]人の裁判官で構成される。[旧

4国

② o i/T連邦憲法裁字断は、ロシア連邦大統傾、連邦院、国家院、連邦院

議員もしくは国家院議員の5分の l、ロシア連邦彦府、ロシア連邦最高額刑軒、

日ジア逮発理高仲裁裁字師、またはロシア連邦構成主体の立法もしくは執行権

力機関の質問により、次に列記する法令のロシア連邦憲法、の適合性に閣する

事件を解決する。[2者一追加]

.)連邦の法律、ならびにロシア連邦大統領、連邦院 国家院およびロシ

ア連邦政府の規範的接令

b) 共和国憲峰、ならびにロシア遮夢醐成主体の憲章、法律、ならびに E

シア連邦国家権力機閣の管暢およびロシア連邦国家権力機関とロシア連邦機威

主体の園家権力機関の共凋管轄に属する諸問題について発せりれたそ¢他¢規

範的法令

。ロシア迫弗哩家権力機関とロシア連邦構成主体の聞の条書弘および司シ

ア連邦構成主体の国家権力機関の相互聞の条約

d) ロジア連邦の発効前の国際条約

日日1項 ロシア逮邦窓法裁判所は、法律、連邦院および周家院の決定、ロγ

ア連邦大統領令、その他の速姥機闘の法令、共和国の憲法、ロシア連邦構成主

体の法律、窓章およびその他の規範的法令、ならびにロシア逮郊の逮邦内およ

び園際的な条約のロシア連邦憲法への適合性、ならびに社会団体の創設および

活動の合窓性に関する事件を解決するロ]

③ ロシア連邦憲法裁割所は次の権限に関する紛争を解決する. 

. ) 連邦国家権力機別問相互間

b) ロシア連邦画啄権力機関とロシア連邦嫡成主体の国家権力機関の聞
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0) ロシア連邦構成主体の最高国家権力機関の聞

[旧2項 ロシア連邦憲法銭平所は、進邦国家者機関の相互間、連邦国家機

関とロシア連邦噛鼠住体の国家曙摘の問、 Uらびにロシア連邦構成主体の国家

諸機関の相互聞の権限をめぐる紛争を解決するJ

④ ロシア連邦憲法裁事明1は、市民の憲法上の権利および自由の侵害に関す

る訴願に基づき、または裁判所¢質問に2基づき、具体的事件において適用され

た、また肱適用すべきである法措Z合憲牲を、速郊の法徳の定める手続で点検

する。[日 3項ロシア連邦筆法議期所は、個人の訴繭に基づき、人および市

民の憲法上の権利および自由の保護に関する法適用実務め合意性を点検する。]

⑤ ロシア連邦憲法裁引所は、ロシγ連邦大統領、連邦院、園家院、ロシア

連邦政情またはロシア連邦暢成主体の立法権力被関¢質問に基づき、ロシア逮

邦窓法の解釈を行う。[5項寸阜加1

⑥憲法違反と認定された法令またはその個々の規定は効力を失う。ロシア

連邦憲法に適合しないロ γア遠郊の締結した圏第条約，"，発効させるととはで

きず、適用することもできない。同項ー追加]

⑦ ロシア遠邦窟法裁布所は、連邦院の審聞に基づき、国家に対する裏切り

またはそ¢他の重大な犯罪の実行の嫌疑によあロシア連邦大統領の告発の提起

が所定の手続を謹守しているか否かについて給油を与える。[7項ー追加]

第128条 f巌高裁判所〕

ロシア連邦最高裁判所は、民吾、刑事、行政および通常の裁判所の管轄に属

するその他の事神に関する最高裁判樹関でお旬、連郊の[連邦¢一追加]法律

の定めあ訴訟形態において、それりの活動に対すあ裁判監脅を行い、裁字実務

の諸問極に関して[裁判上の一首除]解説を与える。

第 127条 [最高仲裁裁判所〕

ロシア連邦最高仲裁裁判所は、経済紛争および仲裁裁半所で審理されるその

他の紛争の解決に関する最高裁判機関であり、連邦の[連邦か寸皇制桧律の
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定める訴訟形態において、それらの活動に対する裁判監督を行い、裁判実務の

諸閑題に関して[裁判よの 削鵬]鰐践を与える。

第 四条 (裁判官の任命等)

① ロシア連邦蜜法裁判所、ロ"'']'"連dl曙高裁判所およびロシア逮邦最高仲

裁玖判所の裁判官は、ロシア連邦大統領の提案に基づき、連邦縫によって任命

される。

②その他の逮ヌ噛剰F制裁判官位進邦o法律の定める手続に従い、ロシ

ア連邦大続傾によって任命される。

③ ロシア連邦憲法裁判断、ロシア速多蝿高裁判断、ロシア連邦最高仲裁裁

判所およびそ¢他の速郊の裁判所 tおよび以下一追加]の権担、組織手続およ

び青春勤手続は、連邦の憲法的法律によって定められる。

第 129;$; (検察機関〕

① ロシア連邦検察庁は統 的集権γステムを構成し、下畿検事は上級検事

およびロシア連邦検事総長に従属する。[1項直加]

② ロシア連邦検事総長は、ロシア連邦大銑領の短家に差ゴき、連邦践によョ

て任命され、解任される。

⑧ ロシア逮邦構成主体の検事長は、その構成主体の同意を得て、ロシア連

邦検事総長によって任命される。 [3高島加]

④ その他の検事はロシア逮邦検事総長が任命すco[4項追加]

⑤ ロγア連邦検察庁の権限、組織および活動手続は、連郊の桧俸によ勺て

定められ-50 [5夜追加]

[回1項ーロシア連邦検事総長を長とするロシア連調噛察庁は、犯罪事件の

捜査の合法性の監督、裁判所におけ.園家訴追の維持、国家の利益・市民の権

利および自由の線電債のための民事訴訟の裁布所への提起ふならびに国家機関・

地方自治機関および公務員の違法な法令の裁判所への異議申立を行う。ー噛僻J
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篇8章地方自治

第 130条 〔基本阪司

① ロシア連邦における地方自治は、地方レペルの諸問題の住民による自主

的[かっ自己の責任による 首除]決定、ならびに自治体所有財産の占有、利

用および処分を保証する。

②地方自治は、人民投票、選挙およびその他Z且相納底思表示¢形態によ勺

て[旧索 きまざまの諸形態の直接的意思表示〈人民役票、集会、寄合)によっ

て1、また被選挙線開およびその他の地方自治の鰭機関をとおして実現される。

第 131条 〔地方自治の単位)[旧 130条の 3、4項]

①地方自治は、市、村議およびその他の地域で、歴史的およびその他の地

方¢伝統を考慮して実現される。地方自治機閣の携造は住民によって自主的に

定められる。[旧案 130条3現地方自治は、共和国、述、州、連邦携成市、

自治州および自治区内の市、地区 町、村およびその他の地核単位情調の民

族的特殊性を考慮にいれて形成されたものを含む)において実漠される。]

②地方自治が行われる地機[単位一自除]の境界の変更は、当該地域の住

民の意見を考慮にいれて[旧索同意を得て]のみ併される。

第 132条 〔地方自治の権限) [旧 131条、 133条]

①地方自治機関肱、[法律に従い、ー潜除]自治体所有周産を自主的に管

理し、地方予算を策定、承認および執行し、地方の租税および公課を定め、社

会秩序を維持し、地方レベルのその他の諮問題を決定する。

② 地方臼治機リ関に、法律。乙よって個々¢国家的指限を譲与し、その実現の

ために必要法物質的および財政的資産を提供す忍ととができる。譲与された権

限の実現は、国家の統制下におかれる。[旧 133条1項]

[悶 131条2項 ロシ7連邦の国家権力機関およびロシア連邦構成主体の国

家権力機閣は地方自治に協力す率。 削除d

[旧 133条2!両地方自治の課題の実現のために連合体〈同盟)を倉闘する
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ととができ石。 削除]

第 132象 地方自治¢保劃[旧 122条]

ロシア連邦におけ各地方自治は、裁判によ.保護を受け否権澗、園家権力機

関によって採択された決定の結果生じた追加的支出の補償を受ける権利、なら

びにロシア遥邦憲法および迫郊の法律によって定められた地方自治の諸権利の

僻晦¢策止〔旧案から噛除トならびに地方自治の内部構造の自主的決自によっ

て保証される。

[旧2項地方自治の組織および保証の般的諸原則は、連邦の法律によっ

て定められる。 問時]

館 g意憲珪改正および竃法の再検討

第 134条 〔改正の提案〕

ロγア連邦憲法の諸規定の改正および再検討を提起することができるのは、

E シア連邦大統顔、速報事弘国家院 ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体

の立法(代表J機関、および連邦院議員または園家院議員日日案一連邦集会の

両院の1つにおける議員総数]の5分の1以上の数の議員グル プである。

第 135条 {憲法の第 1章等D改正〕

① ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章[第2君主以下一追加]の諸

規定については、連現理会は再検討することはできない。

② ロシア連邦憲法第 1輩、第2章および第9章[第2章以下追加]の諸

規定の再検討日日案一変更]の提案が連邦院議員および圏家院緩員日目案速

邦集会の各院の議員]総数の 5分の 3によって支持されたときは、連邦の憲法

的法律に従い、'法集会が招集される。

③憲法集会はロシア速邦憲法を変更しないことを確認するか、またはロシ

ア連邦の新憲法草案を作成する。新憲法は憲法集会によりその株成員総数の 3

分の2の多数によって採叙されるか、または金人民投票に付される。全人民投
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票に付した場合、ロシア連邦憲法は、有権者の過半数が設票に参加し、役票に

参加した選挙人の過半数が賛成した場合に採択されたとみなされる。[18案

憲法集会怯ロシア連邦憲法の不変更を確認するか、または新憲法を採択する。

憲法集会の議員は、国家院の選挙のために定められた手続および基準に従って

選出される。憲法集会の自慢員は平等であり、各自 1票を有する。]

第1お条 〔憲法第3宣言~第8重量の改正)

② ロシア連邦憲法第3輩[旧家第2章J-第8章の[諸規定の 削除]

改itは、連邦勿憲法的法律の篠択のために定められた手続にようて採択され

ロシア連邦構成主体の 3分の 2以上の正法権力機関の[立法権力機関 追加]

賛成を得たときに発効する。

[回2項 ロシア連邦憲法第2編の諸規定の酌jE'立、本条第1項の定める手

続で採一決されるが、ロジア速郊の当該条約に署名し?と全構成主体の賛成が必要

である。一削除]

第'"条 〔憲清第街粂の改正〕

① ロシア連邦D構成を定めたロシア連邦憲法第65条の[諸規定の噛除]

変更は、ロジア連郊の新構成主体のロシア連邦への受け容れおよび形成に関す

る連郊の憲法的法律、およびロシア連邦構成主体の憲法上の地位の愛更に関す

る連邦の憲法的法律に基づいてなされる。

② 共和国、道、州、連邦得成市、自治川および自治区の名称の愛更の場合、

ロシア連邦織成主体の新しい名称は、ロシア連邦憲法第"条の中に含めりれ

るものとする。

[表現に多少変化あり]

[次の第2編は砲定した新憲法のものだけで、 7月12目棄との比較は行っ

ていない1
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第21町結び規定および温嘩的規定

1 ロシア連邦管法"、人民投票の結果に基づき、それが公式に公表された

日に発効する。

金メ戻授票の日である [9鈎年[2月[2回は、ロシア連邦憲法採択の日とみ

なされるe

同時に、 1978年4月[2日に採択さ九その後変更・追加されたロシア逮邦

ロジアの憲法(基本法〉の効力は終了する。

連邦条約 ロシア速郊の連邦国家権力機闘とロ γア速邦を構成する主権共和

国の園家権力機閣の聞の管稽対象および権閣の区分に関する条約、ロシア連邦

の連邦国家権力機関とロシア連邦の道、州、老スクヮ市、およびサンクト・ペ

テルプルク市の圃家権力噛関の閣の管轄対象および権限¢区分に関する条約、

ロシ7連郊の連邦圏家権力機回開とロシア連邦を構成する自治州および自治区の

国家権力機闘の聞の管鯵対象および権限の区分に関する条約、ロシγ連邦の連

邦国家権力機関とロシア連邦構成主体の国家権力機閣の閣のその他の条約、な

らびにロ γア連邦構成主体@国家権力機関相互聞の集約の諸規定が、ロシア連

邦憲法の規定に適合しない樋合は、ロシア連邦憲法の規定の方が動力を有する。

2 この憲法の発効"ときまでロシア速郊の領土上で有効であ勺た法律およ

びその他の法令で、ロシア逮邦憲法と矛盾しない都分は適周される。

a ロシア連邦 ロνアの恵法(基窓法)に従勺て選出されたロシア連邦大

統領は、この憲法の発効の白から、との憲法の定める権限を、その選出された

時¢任期が満了するまで行使する。

4 ロシア迫郊の閣僚会議一寸政府は、との憲法の発効の日から、ロシア逮邦

憲法の定め.ロシア速夢閣情の権利、議務および責任を獲得し、以後ロシア逮

捕宮府と称する。

§ ロシア連邦における裁判官怯 この憲法の定め畠権帽に従Lヘ裁判権を

行使する。
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ロシア連邦 Dすべての裁判所の裁判官は 憲法の発効後、その選出された任

期が満了するまで自勺の権限を緩持する。欠員は、この憲法の定める手続によっ

て繍売される。

6 陪審員の参加する裁事所による事件の審理手続を定める逮邦初法律が発

効するまで、それぞれ事件の歳刻所による審理の旧来の手続が軽持される。

この憲法の規定に従ってロ yア連邦の芳国訴訟立法が導入されるまで、犯罪

実行の疑いがある者の勾留、拘禁および逮捕の旧来の手続が維持される。

7 第1期の逮邦院および第1期の国家院は、 2年の任期で選出される。

8 連邦唱は、選挙の 30日後に最初P会議のために集合する。連邦院の最

初の会議はロシア連邦大統領によって開会される。

9 第 1Jt11o::国家院議員は、同時にロシア連邦政府の構成員であることがで

きる。匝家院議i員でもあるロシア連邦坤府の構成員にl歩、代議員の不可侵特権

に関するこの憲法の規定のうち、職務の遂行と結びついた行為(または不作為)

に対する責任の鶴田は適用されない白

第1甥の連邦民端員は、非常勤Dかたちで自らの権潤を行使する。

資料連邦条約草(93-7-12) 

(以下は93年7月12臼案のみ、最終案=新憲法には条約は付いていない)
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.2・ロνア連邦の遅刻周家極力機関とロシア連邦を構成傷分である主権

共和聞の継カ縄開の聞の管・a対象および権限の区分に周す.条約

われわれE シア連邦の連邦国家権力機関とロシア迫邦を纏践する主権共和聞

の権力機関の金権代表は、

ロγア連邦の儲メ民の歴史、伝統、文化、言語および民族的尊厳に敬意を表

し、

ロシア連邦初諸人民の歴史的に形成された国家的続、およびそれを構成し

ている共和国の一体性および領土の維持を自らの責務と認め、

民族聞の合意、信頼および相宣理解の迎晩および強化を目的として掲げ、

民族的帰属および居住地域に関わりなく人および市民の権利および自由の優

位性ならびに請人民の自決権を実現し、

権限の自発的配分およびその効率的実現の原則の上に、連邦"'，係の質的刷新

に努め、

自らの権限の範囲内で、ロシア連邦を構成する共和国の国家権力積機関は、

それぞれの地域でこの権力を自主的に行使することに依拠し内

ロシア連郊の国家主権宣言、ロシア連邦を構成する共和国の国家主権宣雪、

ならびにロシア連邦におげる連邦構造および連絡鳴係の諸問題に関するロジア

連邦人民代議長大会およびロ γア逮邦量最高会識の請決定に導かれ、

以下のように約定した。

第1禽 [連邦管暢]

1 ロシア連郊の連邦国家権力機関の菅絡に関わるのは次の事項である。

① ロシア連邦軍康法および連邦の法律の採叙および変更、ならびにそれらの

遭守¢続溺

② ロシア遠郊の連邦体制および領土

⑥人および市民の権利および自由の規制、少数民族の権利F保護ならびに

ロシア連邦の市民権
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@連郊の立法、執行および裁判権カ娩鳴のシステム、ならびにその組織化

および活動の手視の確立、ならびに連邦国家捜測の形成

⑤ 連邦国司家の所有およびその管理

⑥連邦の諸政策の基礎の確立、およびロ νア逮邦における園家的経盟凪

エコロジー的、祉会的、文イt的および民B集約発展の分野における連邦綱領

⑦統一市場の法的基礎の確立、金融・遡貨・信用および関税の規制、通貨

発行、価格政策の基礎、なりぴに連邦銀行を含む連邦の経済職務

⑥速邦予算速邦の租税および公謀、なbびに連郊の地域発展基金

⑨連邦zネルギ ・νステム、原子力エネルギおよび核分裂物買、逮邦

輸送、交通手段、情報および通信、ならびに宇宙での活動

⑩ ロシア連邦の外交政策および国牒潤係、ロシア連邦の国際条剖 ならび

に戦争および平和の臨閣

⑪ E シγ連邦の対外経済関係

⑫ 防衛および安金、軍需生産、武器・弾薬・軍事機械およびその他の軍事

物資の売却および購入手続の決定、核分裂物質・毒性物質および麻薬性物質の

生産およびその利府手続

⑬ ロシア連邦の国境、領海、傾室、経済水媛および犬謹栂の地位および防

衛

⑬裁引所付制度、検察庁制度、刑事・刑事訴陸および刑事執dに関す.立法、

大赦および特数、ならびに民事・民事訴訟および仲裁頃訟に闘する立法

⑮連邦劃妙法

⑮雪事象業務、頬絡、度量衡、メ トル法およ乙計時法、ならびに測地法、

地図昨手弘公式就計および簿記

⑫ ロシア連邦の圏家褒賞および名誉称号

⑬連邦公務員制度

ロシア連邦を構成する共和国の極力機醐怯 ロシア連邦憲法および逮邦の法
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停の定める範囲内において連邦の権限の行使に診加する。

ロシア連邦を構成する共和国には、ロγア速郊の連邦国家権力機目伺への代表

権が保証される。

第2条 〔共同管糖]

1 ロシア逮邦の逮邦国家権力機関とロシア連邦を構成する共和国の国家権

力機関の共同管絡に属するのは次の事項である。

① E シア連邦を構成する共和園の'法および法律が ロシア連邦の筆法お

よび法律に適合するよう保挺する。

②人および市民の権利および自由な、ならびに少数民族の権利の保護、な

らびに合法佐‘法秩序および社会的安全の保証、ならびに国境地得の管理体制

の確立

③ 国家的所有の区分

④ 自然利用、環境保設、およびエコロジ 的安全の保証、特に保護される

自然地域の管理、歴史的および文化的記念物の保護

⑤ 餐育、教育、科学、文化、体育およびスポーッの一般的諸向圃

⑥保健の諸問題の調整、ならびに家族、母性、父性および児童の保護、な

らびに社会保障を含む社会的保護

⑦ 大惨事、自然災害および伝染病との闘争措置の実施およびその結果の除

去

⑧課税および全課¢一般原則"確立

⑨行政、行致傷後、労働、家臨土且住宅、水および森林に関する立法、

地下資額および環境踊護に関する立法、ならびに知的所有権の法的規則

⑩裁判開制度、弁護士制度および公認i人制値、ならびに法維持機関の要員

動成

⑪少数民族社会の古来からφ居住環境および伝統的生活様式の保護

⑫地方自治組織のー般原閣の確立
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2 本条第 1項に列挙された諸問越に関して、ロシア逮邦の逮邦国家権力機

関は基本告を制定し、ロシア連邦を構成する共和国の権力機関は、それに従っ

て、法律およびその他の法規範の採択を含め 圃有の法的規制を実施する。

8 本条第1項に列挙された共同管轄の対象に関する法律の草案は、ロシア

遂邦を構成す.共和国に送付され、そのしかるべき提案は ロシア違邦の最高

会議で審理され率。

第3復 〔共和国の権限〕

l ロシア逮郊を構成する共和国〈国家)は、この条約に従い、ロシア連邦

の劃圏家権力機関の管籍に委ねられた(管轄に関わる〉権限を除いて、金額

土で、すべての完全な園家(立法、執行および裁判)権力を有する。ロシア連

邦を構成する共和国の領土および地位は、その同窓なしに変更すること怯でき

ない。

2 ロシア連邦を構成する共和国弘、それがロシア連邦D憲法および法律

ならびに本条約に矛盾しない限り、国際関係および対外経済関係、ならびにロ

シア連邦の他の共和圏 道、 IH，自治州および自治区との協定の自主的な参加

者である。ロ γ ア連邦を構成する共和国の国際関係および対外経済関係の劇撃

は、ロシア遮邦を構成する共和国と共闘で、ロシア連郊の連邦園家権力機関に

よって実権される。

3. 土地およびその地下資源水域および動植物界は、それぞれの共和国の

領土上に居住する人民の財産(所有物)である。土地地下資源、水およびそ

の他の天然資源の占有、利用および処分の諸問題は、ロ Y ア連郊の着本法およ

びロシア連邦を構成する共和国の立法によって規制される。ロシア速邦の連邦

国家権力機関とロソア連邦を構成する共和国の園家権力機関の相互の約定によ

り、連邦の天然資源の地位が定められる。

4 ロシア連邦の連邦国家権力機関により、ロシア連邦を構成する共和国の

領土上に非常事態が宣言される場合は、当該共和国 D国家権力機咽の事前の同
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意が必要である。非常事態噂入の穏拠となる事情が、ロシア連邦を構成する 1

つの共和ヨの領土にのみ関わる場合は、当骸共和ヨの国家権力機関は、連邦の

法律に従ってその共和ヨにおける非常事態を宣言することができるが、ロシア

共和ヨ大統領およびロシア連邦最高会議に直ちに通知するものとする。

第..居 直邦と共和国の権限の一部移譲]

1 ロシア連邦国連邦国家権力機関は、台シア逮邦を構成する共和国の権力

機関との協定により、自らの権限の 部2行使を後者に移譲するととができるa

2 ロシ7連邦を構成する共和国の極力機関は、ロシア連邦の速邦国家編力

機関との協定により、自らの権限の一部の行使を後者に移譲することができる。

第，;0 【連邦法T効力等〕

1 ロシア速邦回連邦国家極力機関とロ γア連邦を構成する共和国の権力機

関位、遠邦の法律およびロジア連邦のその他の法令を、ロシア連邦の立法の定

める手続に従い、ロシア連邦を構成する共和国において執ITする.

2 ロシア連邦および共和国の極力機関によって発せりれた法律的文書は、

その機関、施設および公務員の権限の範囲内で、ロシア連邦の全領土上で承認

される。

第6条 〔紛争の解決等]

l ロシア連郊の連邦園家権カ1機調は、ロνァ逮邦を構成すあ共和国の国家

傷力機関の管轄に関わる諸問題について法令を発することはできない。ロシア

連邦を構成する共和国の権力機M婦が、ロシア遠郊の遠邦国家権力機M関の排他曲

管轄に関わる諸問題について法律およびその他の法令を発したときは、逮邦の

法律の法が適用される。

2 ロシア逮邦の速邦国家潅力嶋閣とロシア連邦を構扇甘る共和国の園家梅

カ機闘の闘の関係は、ロシア連邦憲法、共和国憲法、穏互の尊重および相互責

任に基づいて機築される。紛争は、ロシγ連邦の憲法および法律の定める手続

により、協議手続を必ず事聞して解決されるロ
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3 本条第 1項に列挙された諸問題、および本条約第2条に従い共同管轄の

対象となっている諸問題をめぐる紛争は、ロシア連邦憲桧畿判所によ。て解可決

される.

鴛"長 {管轄・権限の一方的変更の禁止]

本条荊で定められた管織対象および権限の区分は、一方的に変更す.ことは

できない。

第"長 〔本舗相発効)

本条約はそ¢調印の日に発効するロ本多必句は、ロシ7連邦人民代議員大会で

賛成を得た後にロシア連邦憲法の構成部分〈独立した編〉となる。ロ ';'-1主主邦

憲法の本編の変更および追加は、本条約に調印したロシア連邦を構成する共和

国の同意を得てなされる。

ロシア連邦を構成する各共和国は、この条約に調印する権"'、およびロシア

遂邦軍野法およびロシア連邦を構成する当骸共和国の憲法に従い、 Uシア速郊の

逮邦国家繕カ機関との極限の区分に関する自らの態度を規制する権利を自ら維

持する。

*ロシア連邦の逮邦国家権力機関とロシア連郊の道、州 をスクヮ市およびサ

ンクト・ペテルプルク市の権力機関との掲の管健対象および権限の区分に関す

る条約

ロシア連邦め逮邦国家権力梅酒とロシア連邦の構成部分である自治州および

自治区の傷力欄倒の聞の管繕対象および権限の区分に関する条約

〔共和国の場合と差木的に共通であるが、部分怖に異なる。それも単なる字句

の修正か、それとも本質的な愈味があるのかよく分らない。もともと U シア連

邦の構成単位は平等とされており、ただ形式的に、共和国は主稚園家といろ形

態をとる〈憲法をもち、政府を有する等)点で区別されるにすぎないとされて

いる。との条約案で若子相違点があるのは、もともと連邦側が用意した意観的
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な区別jか、それとも相互の交渉過E程での妥協の結果なのか分からない。いずれ

にしろ草案の段階なので細かく詮索しても意味は少なく、主要な点のみふれる。

道、州等を州で代表させることがあるけ

三つの速邦鐸論句集の相違

前文にも若干相違があるが省略する。

連邦管轄州との連邦条約、自治州との逮邦条約に方には、共和国の場合と

異なって「測地学』や「地図作成Jが入っていない。他方で州θ方に位、『新

しい道、州の禽般の承認ム「進、州等の境界¢変更暗魁司、州等;O){埴・

執行権力機関のシステムの組織の一般原則の承認Jなどが付げ加わっている。

また立法管障のうち、「行政訴伝法」、「家族法ム「知的所有糠の法的規制jは、

州や自治州の方では連邦管轄にな勺ているが、共和国の方では共同管轄になう

ている。これは実質的な意味をもちうる。

共同管轄の列挙共和国との連邦象品句集にある事項のなかで、「国家的所有

ω区分J，I少数民族の権利保護Jは、他¢速邦条約案にはない。立法管鱈の相

違点は先に指摘した。法維持機関の要員の養成は共和国の方は共同管織になっ

ているが、他にはない。租税の般原則の制定について、州の方は「道、州、

モスクワ市およびサンクト・ペテルプルク市における」という限定が付いてい

る。自治州の方も同様である。共和国の方弘、「地方自治組織の 般原則の制

定」が掲げ勺れているが、州や自治州の方は、「州や自治州等における」地方

自治と限定が明記され、他に「行政区画」の一般原則の制定も掲げられている固

連邦楊成主体の管職規定は、三つの逮邦条約案それぞれ表現が違う。共和国

の条約案は構成主体の権限が番強力に表現されている。共和国が連邦管絡に

引き渡した権限を除き、共和国朗国家権力の金権を有するという表現である白

州との条約案では、連邦管信と割問管轄を除く国家権力の金箱阪が州の園家権

力機関によ 9 て行使されると表現されているロ自治州等の場合は、連邦管需と

共同管繕島外の国家権力の権限は、個別の自治州法、自治区法、その他の法令
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によって定められとされているが、これらの法律は自治州等が提案し、逮郊の

最高会識が篠択す4るものである。また共和国の楢合は、その領土地位は共祖

国の同意江しに変更できないと断記されている。

土地、地下資源等について、共和国との条約案には、それbが当露共和国に

居住する人民の財産であるという規定がある。とれは重要な表現のようにみえ

.が、従来からロシアで使用されている活動味からすれば、 般原則以上の具体

的訟意味はない。ただしペレストロイカ以後のソ連・ロ γ アでは、ぞれまで無

意味だった一般原UIIJを根拠に具体調な主張が展開され、しかもそれを無視でき

なくな勺た事実がある。例えばソ連邦からの脱退権の煩定程どがそうであった。

土地に関する規定も、連邦の権限を一切否定する根拠になりうる。

連邦が共和国に非常事態を宣言する場合は、当該共和国の事前の同意が必要

である。また共和国は白園に非常事態を宣言するこ ξができる〈直ちに連邦の

大統領および最高会議に逝知す忍)。州や自治州等については遂邦の国家権力

欄聞が非常事態を導入し、州等の権力機関に通知する。

共和国と白連邦条約案には、そ¢発効について多少詳しい規定がある。条約

は調印後発効し、憲法の 部となるが、その改正には署名した共和国の同窓が

必要である。共和国は署名す.か否かを決定する権利、また連邦との権限の区

分に対す.自らの態度を決定する権限を維持す'0
連邦条約案については以上でああ。憲法案では、第2編のこの連参時約案に

鏡いて、第3編に「経過規程」が置かれてい'0しかしとれは憲法が正式に制

定されて初めて意味をもつものだかb、ここでは省略する。

資料 1992年 12月の憲法改正

*前文を次のように改める。

「ロ γア連邦=ロシアの人民代議員大会は、

ロシアの運命に対する歴史的責任を自覚し、
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ロシア連邦のすべての人民〔ナロ ト〕の楕権利に対して敬意を表し、

人およびロシア連邦の市民の諸権利の優越性を承認し、

ロシア連邦=ロシアの暢人民の意思を表現し、

239 

その金領土におけるロシア連邦=ロシアの国家主権を確認し、民主的法治園

家~jlj股する決意を表明する。」

*第3条1項の「道、州jの語の後に、「モスクワ市およびサンクト ペテル

プルク市」の帯を追加する。

安第4条l項を次のように改める。

「ロシア連邦およびそのすべての国家機関は、合法性に基づいて行動し、法

筏序、社会の利益、ならびに人および市民阿梅副および自由の保穫を保障する。」

女第5条の「圏家生活」の語の後に、「ロシア連邦D憲法および法律によって

定められた手続に従い」の績を追加するe

食第 7条を次のように改める。

「すべての政党、その他の社会団体および大衆運動は、その綱領および甥J句

に定められた目的を遂行するに際し、ロシア連邦D憲法および法律、ならびに

ロシア連邦内共和国の憲法および法律の枠内で、また自治州、自治区、選、州、

モスクワ市およびサンクト・ペテルプルク市の人民代議員会議の法令に従って

行動する。

憲法体制の暴力，抗政変、ロシア連邦の金一位の侵害、および国家の安全の解

体~ロシア連邦の憲法および接律に規定されていない権力構造ならびに不濯な

武装部隊の倉崎、ならびに種族的、民族的、人種的または宗教的帰属を指標と

した排除およびあらゆる形態の差別の宣伝を含む社会的、民族的および宗教的

反自の扇動を目的とす.政党、社会団体および運動の倉設および活動ば許され

ないoJ
*第 10条を次のように改める。

ロシア連邦においては、次のような所有形態が認められ、保護される。私的
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所有(法人および市民〕、集官同有〈含有 06国 allCOBMeCTHaπ006 

および共有 o6mafl瓦 OlleB3厄 c06.)、画家的所有、自治体所有ならび

に社会同体所有。

周家は多様匂所有形態の発展のための条件をつ〈り、すべての所有形態の平

等な保護を保障する。

所有は、社会の利益ならびに他の市民の権利および自由と対立する目的に利

用す墨ことはできない。

財産の没収および収容は、法律の定める場合にのみ、法律の定める手続によっ

てのみ許される。

法律は、社会的利益に依拠し、経済活動の自由の限界を定める。

*第11条3項を次のように改める。

ロシア連邦こおいては、天然資源に対する次のような所有形態が定められる

一国家的所有(連邦所有、ロ γア内共和国所有、自治州所有、自治区所有、泊

所有、州所有、壬スクヮ市所有およびサンクト・ぺテルプルク所有〉、自治体

所有ならびに私的的所有(法メ所有、市民所有)ならびに劇団所有(含有およ

び共有〕ロ天然資源の占有、利用および処分はロ νア連邦およびロシア内共和

国の法令 ("κoH olla T eJlh CT B 0)なりぴに自治川、自治区、道、州、

モスクワ市およびサンクト・ペテルプルク市の人民代議員会議の法令

(upaBOBO雌 3KT)、ならびにその権当調慢の範囲同で発せ旬れた地方人民代議

員会議の法令(BKT)によって続制される。

*第 11条の 1の4項に、「モスクワ市およびサンクト ペテルプルク市」の語

を追加する。

女第 12条の3項を次のように改正して3項、 4項とする(第4項、第6項を

第5項第6項とすo)。

所有物として受け取った土地、または取得した土地を、その所有者は、それ

が所有物とな勺た期聞の長さに関わりなく、その周途を変ることなく、売却を
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含めて、被渡することができる。

その場合、人民代議員会費障に対しては、その土地が提供された時と同じ条件

で、その後この土地に費やされた費用を考慮にいれて譲渡することができる。

自然人および法人に対しては、個人画案経営、別荘地経営、菜園および個人

住宅鐘設のために、契約価格で譲渡することができ各回

本条3項が定めている栂合を除き、他の鳩合はすべて、土地を無償で所有物

として受け取勺た繊合は、 10年以上経過して、有償で取得した場合は6年以

上経過した後に、契約価格で自然人および法人に譲渡することができる。

*貿信鈎条を次のように改める。

「ロシア連邦は園の安全および防衛能力を保障し、ロシア連邦武装力に必要

なすべての装備を保証する。

国の安全保障およびその防衛能力の強化に関する国家諸機関、公務員および

市民の義務は、ロシア違郊の法令 (3aKOHOnaT en b C T B 0) によって定

められる。J

食第58条を次のように改める。

rcシア連邦市民は住宅権を有する。この権利は、園家および自治体住宅資

産のアパ トの居室を、居住面積適正箪の範関内で賃貸借〔買a邑MJの契約の

条件に基づいて提供することにより、または面積制限なしの賃貸借

(apeHlla]の条件によあ提供、もしくは住宅の取得もしくは建殴の方法に

よって保証され'0
所鷹の基準を満たす住宅を保障されていない市民に対して、国家は、賃貸借

契哨に基づ〈屠室の提併を使命とする国家および自治体住宅資産の建盟を促進

し、また住宅の建設、維持および修理の支出に対する補償(補助金)および特

典の制度を活用するととによって援助を与える。J

*第61条のgを次のように改める。

「ロシア速邦市民は、連邦法に従い、人民参審員または陪審員として司法の
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実現に参加する。」

合第争O条2項 3項の[州」の語の後に、「モスクワ市およびそナンクト・ペテ

ルプルク市Jの誌を追加す'0
*第 71条2項の、「カラチャエボ チ品ルケス・ソピヱト社会主義共和国」

「コミ・ソピヱト社会主義共和国」および「マり ソピエト社会主義共和国エヨ

マリ ・エル共和国1の語を、それぞれ「カラヂゃエボ・チ zルケス共和国J、

「ゴミ共和国Jおよび「マリ ・エル共和国」に改め、アレファペット順に並

〈変える5。

第 71条2項の「共和国管轄」の語を、「連邦構成リに改める。

*第"言の 1の名称を [0シア連邦内の道、州および連邦構成市Jに改める。

食第M条の7を次のように改める。

「ロシア連邦の構成には、道、州および連邦機成市が含まれる。」

*第84条の 8を次のように改める。

「道、州および連邦布陣成市i之、ロシア連邦D憲法および法律に適合し、その

特殊性を考慮にいれた白りの憲章を有する。

道、州および連邦機成市の憲章、ならびに道および州 民代議員会議、モス

クワ市およびサンクト・ペテルプルク市の人民代議員会議がその権限の範囲内

で採択した法令は、ロシア連邦の法律と同じように当該地核において国家的に

雛譲される。」

女第84条のgを次のように改める。

「道、州および退手隅成市の領土は、それぞれの道、州および連昂構成市の

同意なしに変更すあことはできない。」

女第84条の 10を次のように改めるo

[0νア連邦の法律は、すべての道弁1、モスクワ市およびサンクト ペテ

ルプルク市の領土において拘束力を有し、同ーの効力を有す答。」

女第84条の 11の1項の4号を次のように改める。
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f道、州、モスクワ市およびサンクト・ペテルプルク市の領土上における園

家的所有白区分 ロシア連邦におげる予算システムおよび課税の般腺則の制

定 j

第84条の 11のl項の12号は商験する。

*第86条の 1の「自治区』の籍の後に、「モスクワ市およびサンクト・ペテル

プルク市の人民代議員会議」の語を追加す'0
*第87条2項の二箇所の「区」の後に、「モスクワ市およびザンクト・ペテル

プルク市」の轄を追加する。

女第 92条S項の最初の文を、次の二つの文に改める白

「ロシア連邦関僚会韻書院長、第 副首相〔複数)、副首相、大臣、ロシア連

邦園家委員会委員長、ロシア連邦政府のその他の構成員、およびそれらの代理

位、間障にロシア迫邦の人民代議員にな.ことはできない。ロシア速邦内共和

国の閣僚会議〈内閣〉の機成員になっている者一首相を除く一、ロシア連邦同

共和国の省庁の長、ならびに道および州の行話時、自治州、閏治区、モスクワ

市およびサンタト・ペテルプルク市のd政府、地方行政府、行政府の部・諜そ

の他の行政省軍局の長、ならびにその代理は、対応する国家権力または地方自治

¢代表機閣の代議員になることはできない。」

第92条に次のような 4項を追加する。

「本条3項に定められた職務に任命または遷出されたロシア漣郊の人民代議

員の権限は、その職著書に任命または選出された時点で終了する。」

第92条の4項を5項とする。

*第104条§項の「共和ヨメ民」の僑を「会人民」に改める。

女第 106条3項の fおよび自治国の語を「自治区、モスクヮ市およびサンタ

ト・ペテルプルク市」に改める。

女第1凶条2項ω「および自治区」語を「自袷区モスクワ市およびサンクト・

ペテルプルク市』に改める。
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食第 109条 1項 3号を次のように改める。

f③ロシア連邦倒僚会議=政府の哲相、ロシア連邦外相、ロシア連邦国勝拡

ロシア連邦保安相、およびロシア速湾内相の酸潟への伝命に周愈を与えるJ

第 1ω条1項4号に「ロソア連邦中央銀仔総議を任命する」の舗を追加する。

第 109条 1項6号から「法奥を採択するJの穏を背除する。

第 109条 1項に次のような 6号の 1を"，，0する。

rnシア速邦の連邦国家権力紙羽と、ロ νア連邦内共和国、自治州、自治区、

道、州、モスクワ市およびサンタト・ベテルプルク市の園家権力機関の共同管

轄事項に関する基本法および連邦F告を1断定し、ロシア連郊の連邦国家権力梅酒

Z管轄事項に関して法典および法律を制定する。」

第 109条 1項に次のような 8号の lを追加す否。

「ロシア迷邦内共和国の最高会議と共同で、ロシア連邦内共和国の憲法のロ

シア逮邦憲法への適合性を保証する。」

第 109条 1項 9号を次のように改める。

ri軒Sの立記長、執行および裁判機関の組織北および活勤の手続を定め、ロシ

ア逮郊の領土上における5代表権力機関および執行繕カ撤関のシステムの組織化

の般的諸原則を定める。」

第 109条 l項 10号を次のように改め忍。

「ロシア連邦の全傾土でその活動を行う社会団体の法的地位を定める。j

第 109条 1項 11号を次のように改めるa

「ロシア連邦の人民代議員会議の活動に指針を与える。」

第 109条 1項 12号の「共和国直轄市Jの誘を『連邦構成子行』に改める。

第 109条 1項目号を次のように改めあ。

「ロシア連邦の裁卒所によって有界判決を受けた者の大放に関する法令を発

する。」

第 1ω条 1項 19号を次のように改め'0
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「ロシア連邦最高会議幹部会の幹部会舎および決定、ロシア連邦最高会議議

長の処分、なbぴにロシア連邦蜜法裁判所の結論に基づいてロシア連邦大続領

の大統領令および処分を破棄するロロシア逮邦政府の決定を破棄するようロシ

ア連邦大統領に提案するa ロγア連邦最高会議は、ロシア連邦盤法裁判所にロ

シア連邦夫;統領の大統領令および処分の合憲性の審査について訴えた場合、ロ

シア連邦憲法裁判所によるその解快がなされるまでそれらの効力を停rrする極

限を有す否。j

第1開条1項初号の rc共和国-0νア連邦直轄市)Jの語を r(逮邦機成

市川に改める。

第1ω条1項 24号に次の文を追加する。

「ロ γア逮邦人民代議員が、この窟£去によってロシア連邦人民代議員の地位

と両立できないとされている職捕に任命または選出された傷合、その権限は、

上""あ務に任命または選出されたときに終了する。j

*第110条 l項の「ロ νア連邦大統領」の語句後に、「ロシア連邦関僚会議」

を追加し、「および自治区」の語を「自治区、モスクワ市およびサンクト ペ

テルプルク市」に改める。

第 110条2項の「共和国レベルの機関の名においてJの語を、「ロシア連郊

の全領土で活動を行う」に改める。

*第 111条に次のような 2項を追加する。

「ロシア途邦大統領は、その提出した法律案の優先的審績を求めることがで

きる。J

第 111条8項の「または自治区」の語を、「自治区、モスクワ市およびサン

クト・ペテルプルク市」に改めるロ

第 111条の2項および3項を、それぞれ3項および4項とす.。

*第121条の5の5号に、次のような第2段を追加する。

ro '/7逮究明相、ロシア速歩圏防相、ロシア連邦保安枢およびロシア連邦
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内相は、ロシア速邦最高会議の悶窓を得てその職務に任命され否。」

第 121条の 5に、次のような 6号の 1を追加する。

「ロ γア連邦段高会議に、ロシア逮郊の省、国家委員会および官庁の新設、

改組および廃止についての提案を提出する。J

第121条の 5に、次のような 16号を追加する。

「⑬ロシア連邦軍の最高司令官であり、ロシア連邦軍の上級幹部の職務に任

命し、そとから解任し、また法律の定める手続により上級草階級事与号を授与す

る。」

第111条の 16号を 17号とみなす。

女第111条の6に、「それに違反した場合ば、それらは直ちに終了す否。」の語

を追加する。

女第111条の 11のl号に次の文を追加する。

「ロ γア連邦大統領の権限をロ νア連邦副大統領が代行するととが不可能な

場合は、それは順次ロシア連邦閣僚会議議長、次いでロシア連邦最高会議議長

に移行する。」

*第112条を次のように改めるe

「ロシア連邦開僚会議=政晴は、ロシア連邦人民代議員大会、ロシア連邦最

高会首長および犬歳領に報告義務を負う執行権力機関である。」

*第120条1項に次の文を追加す<0
「ロジア連邦外相 ロシア連邦国防相、 U シア速邦保安相およびロシア連邦

内相は、ロシア連邦最高会議の同意を得て、ロシア連邦大統領によってその職

務に任命される。」

第 128条3項の「ロνア連邦Dその他の機閣および組織」の奮を、[ロシア

連邦政府管轄下のその他の中央国家管湿機関」に改める。

*第125条2項2号の「共和国直輸」の語を、「連邦構成j に改める。

禽第128条1項の cc共和国直穂市lJを CC連邦構成市)Jに改める。
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女第6編のlの名綜を「ロシア連邦内の道、州、自治州 自治区および蝉曙

成市の園家権力・管頭諸機関』に改める。

*第 16章の 1の名称を「ロ νア連邦内の道、州、自治州、自治区および逮邦

構成市の人民代儀員会越』に改める。

*第136条の 1を次のように改める。

『道、州、自治州、自治区および出隅成市の人民代議員会畿は、道、州、

自治州、自治区および速報謂晴市の代表国家権力機国側である。」

*第 136条の2を次のように改める。

『滋‘州、自枇州、自治区および連邦億成市の人民代倉員会議の権限および

活動手続は、ロシア連郊の憲法および法律、ならびに道、州および連邦構成市

の憲章によって定められる。」

*第 16章の 2の名称を「温およ乙州の行政畑、自治州、自治区および連邦構

成市の行政府Jに改める。

*第158条を次のように改める。

「ロシア連邦の固家予算システムには、その自主的な構成郎分として、 E シ

ア速郊の共和国予，.、ロシア通!IIl内共和国の予算E、道の道予算、州¢州予算、

モスクワ市およびサンタト・ペテルプルク市の市予算、自治州の州予算、自治

区の区予算、および地方予算が含意れあ。」

安第 160条を次のように改める。

「ロシア連邦の共和国予算、ロシア盟問共和国の共和国予弘道の進予算k

州の州予且モスクワ市およびそ少ンクト・ペテルプルク市の市予算、自治州の

州予算、自治区の区予算、および地方予算の聞のロシア連邦国家予算の歳入お

よび歳出の区分は司シア連郊の法律によって定められる。」

食第163条2項の「地区〈干白人足裁執拐iJの語の後に、「治安判事』の語を

追加する。

*第1"条1項に次の文を追加する。
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「訴訟手続への陪審員の参加は、ロシア連安f泊法律に従い、民事および刑事

事件を審理する裁判所によって保証される。」

第 164条に、次のような2項および3項を新しく追加する。

「ロシア逮邦憲法議事'1所の裁判官は、ロシ?遮邦人民代懲員大会によ勺て選

出される。」

「治安判事はその管犠の及ぶ管区の住民によって、 6年の任期で週曲される。」

第 164条の2項、 3項、 4項、 5項、'"'および7項を、それぞれ4項、 5

項、 6項、 7項、 8項および9項とす否。

第 164条8項を次のように改め'0
「ロ γ ア連邦における裁判官の権限は、ロ Y ア連邦の憲接および法律で別の

定めがない隈り、一定の任期によって倒閣され名乙とはない。裁判官は更迭す

ることはできない。すべての誠事所の人民参審員は 5"~任期で選出される。」

第 1“条9項から、「裁判官およびJの語を削除する。

女第 165条の 1の1項の「道および州の憲章」の後に、「モスクワ市およびサ

ンタト・ペテルプルク市Jの語を、「自治血J(ニヵ所)の語¢後に「モスクワ

市およびサンクト・ペテルプルク市」の語を迫加す'0
第 165条の1の2項の「自治区」の語の後に、「モスクワ市およびサンクト・

ペテルプルク市Jの語を追加する。

第 165条の lの3項の「自治医日の詰の後に「連邦構成市Jの語を込加する白

禽第161条を次のょっに改める。

「裁判官、陪審員および人民参審員は独立であり、法律にのみ従属する。

裁判官、陪審員および人民参審員は、その権利および義務の支障なき効果的

実現のための諸条件が保証され否。司法の実現に際しての裁判官、陪審員およ

び人民参審員の活動に対するいかなる干渉も許さきれず、法律によって責任を追

及される。

裁判官、陪審員およびA民参審員の不可侵性、およびその独立性のその他の
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保鱒は、ロシア連邦の法令 (33KOHOllaleJlbHblJIaおりによって定め

匂れるJ

*第 16a条の「原理に基づいて」の悟の後に、「当率者主義および」の語を追

加する。

食第173条2項に、「およびロシア連邦内共和国〔の法律J、ならびに送、州

自治州、自治区および連邦構成市の法令 (np3BOsO姐 aIC T)によってJの

語を追加する。

*第l7e条から「最高の」の語を商除する。

第176条の「地方人民代議員会議、その執行および処分機関」の梧を、「道、

州 自治州、自治区、モスクワ市およびサンタト・ペチルプルク市の人民代議

員会議、ならびに進および州の行政府、自治洲、自制区、をスクワ市およびサ

ンクト・ペテルプルク市の仔政府、ならびに地方自治および地方行政府の諸機

関』の鱈に改める。

第l7B条に次のような 2項を諸島加する。

「ロシア連邦検事総長およびその指宮下の検事の司法の実現の分野における

権限は、ロシア連邦の訴畜b手続に闘す6法律によって定められる。」

*第183条を次のように改める。

「モスクヮ市はロシア逮邦の首都である.首都の地位はロシア連邦の法律

[単数以前憲法裁判にまでなったので念のため〕によって定められる。」


